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は じ め に
　日頃、組合員をはじめ利用者の皆さまには格別のご愛顧をいただき厚く御礼申しあ
げます。
　ＪＡ秋田なまはげは、情報開示を通じて経営の透明性を高めるとともに、当ＪＡに
対するご理解を一層深めていただくために、当ＪＡの主な事業の内容や組織概要、経
営の内容などについて、利用者のためにわかりやすくまとめたディスクロージャー誌
「２０２５インフォメーション」を作成いたしました。
　皆さまが当ＪＡの事業を更にご利用いただくための一助として、是非ご一読いただ
きますようお願い申しあげます。
　今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。

� 令和 ７年 ７月　秋田なまはげ農業協同組合

ＪＡ秋田なまはげのプロフィール
◇設　　　　　　　　立　　　平成３０年 ４ 月
　　　　　　　　　　　　　　（旧ＪＡ秋田みなみ、旧ＪＡ新あきたの ２ＪＡが合併）
◇組　　合　　員　　数　　　正組合員　　７，３５５人
　　　　　　　　　　　　　　准組合員　１４，２９５人
◇本 店 所 在 地　　　秋田市千秋矢留町 ２番４０号
◇役 員 数　　　２８人（理事２２人、監事 ６人）
◇出 資 金　　　４０億円
◇職 員 数　　　２６６人
◇総 資 産　　　 １ ，４３１億円
◇支店・営農センター数　　　支　　　店　　　　１４（うち店舗内店舗 ２）
　　　　　　　　　　　　　　ローンセンター　　 １
　　　　　　　　　　　　　　営農センター　　　 ２
　　　　　　　　　　　　　　グリーンセンター　 ７
　　　　　　　　　　　　　　農機センター　　　 ３
　　　　　　　　　　　　　　加　工　所　　　　 １
　　　　　　　　　　　　　　よりそいプラザ　　 １
◇単体自己資本比率　　　１３．１９％

（注）本冊子は、農業協同組合法第５４条の ３に基づいて作成した令和 ６年度ディスクロージャー誌です。

� （令和 ７年 ３月末現在）
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ご あ い さ つ

　組合員並びに地域の皆さまには、日頃から当ＪＡの事業運営にご理解とご協力を賜り厚

く御礼申しあげます。

　令和 ６年度は、豪雨や高温等の影響があったものの、農作物全般にわたり収量・品質と

もに良好で、販売面においても高単価であったことから、生産者の生産努力が実績に現れ

た年となりました。一方で、米の品薄感から集荷業者間で新米確保の競争が過熱したこと

により、ＪＡの集荷率にも多大な影響を及ぼし、米の価格が高騰しました。

　このような状況において、当ＪＡにおきましては、令和 ６年度は中期計画の最終年度と

して、農畜産物の生産・販売に係る事業を通じ、農業者の所得増大、農業生産の拡大、地

域の活性化を目指した事業運営をし、出荷販売実績が多くの品目で目標を達成することが

できました。

　 ６年度決算につきましては、組合員および地域の皆さまのご理解とご協力をいただき、

計画を上回る ２億 ９千 ５百万円の事業利益と、 ３億 ８千 ５百万円の当期未処分剰余金を計

上することができました。重ねてお礼を申し上げる次第です。

　令和 ７年度は中期 ３か年計画の初年度となります。刻々と変化する情勢に柔軟に対応す

ることができる組織・経営基盤の確立に努め、役職員が一体となり、地域の皆様にとって

必要とされ続けるＪＡを目指してまいります。今後とも、より一層のご支援、ご協力を賜

りますようお願いを申し上げます。

令和 ７年 ７月　　　　　　　　　　　　

秋田なまはげ農業協同組合　　　　　　

代表理事組合長　　佐　藤　広　美
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１ ．経　営　理　念
　わたしたちＪＡ秋田なまはげの役職員は、協同組合運動の基本的な定義・価値・原則
（自主、自立、参加、民主的運営、公正、連帯等）に基づき行動します。そして、地球的
視野に立って環境変化を見通し、組織・事業・経営の革新をはかります。さらに、地域・
全国・世界の協同組合の仲間と連携し、より民主的で公正な社会の実現に努めます。
　このため、わたしたちは次のことを通じ、農業と地域社会に根ざした組織として社会的
役割を誠実に果たします。
　わたしたちは、
　 １．地域の農業を振興し、わが国の食と緑と水を守ろう。
　 ２．環境・文化・福祉への貢献を通じて、安心して暮らせる豊かな地域社会を築こう。
　 ３．ＪＡへの積極的な参加と連帯によって、協同の成果を実現しよう。
　 ４．自主・自立と民主的運営の基本に立ち、ＪＡを健全に経営し信頼を高めよう。
　 ５．協同の理念を学び実践を通じて共に生きがいを追求しよう。
〔われらの誓い〕
　ＪＡ秋田なまはげでは、「協同組合の基本的価値」の経営理念のもと、組合員の期待と
信頼に応えるよう、役職員一同以下の精神の下に行動します。
　 １．組合員（顧客）が期待することは何かを常に考えて行動します。
　 ２．新しい心、新しい考え、新しいサービスに徹します。
　 ３．自己研鑽に励み、業務に精通します。
　 ４．報告・連絡・相談を実践し、正しく迅速に行動します。
　 ５．健康を重んじ明朗で豊かなＪＡマンになります。
　 ６．農協法・諸規程に従いコンプライアンスを意識した活動に努めます。

２ ．経　営　方　針
　ＪＡ秋田なまはげは、活力ある地域農業の振興と安心して暮らせる地域社会への貢献を
します。
　 １ �．組合員の営農活動支援を通じて、地域特性を活かした農畜産物の生産拡大に貢献し

ます。
　 ２．直売所等、食と農を通じた暮らしの活動支援により、地域社会の活性化に貢献します。
　 ３ �．県央の食を担う強いＪＡを目指し、環境変化等に耐えうる強い組織、強い財務基盤の

確立に努めます。
　ＪＡは「農業協同組合」ですから、いちばん大切にしているのは「農業」です。
　農業者の収入を増やし、地域の農業をより元気にすることは、ＪＡの大切な役割です。
そしてＪＡ秋田なまはげは、管内の農業を営む方や地域の皆さまへ、食料の供給、農村の
暮らしの向上、自然環境の保護なども含め、広く貢献していきます。
　管内の皆さまには、事業活動（貯金・融資・共済・営農指導・農畜産物販売・農業資材
販売など）を通じて、総合事業体だからこそできるワンストップで、便利かつ多彩なサー
ビスを提供します。
　併せて「県央の食を担う強いＪＡ」を目指し、食の安全・安心の確保、地産地消の推進
に取り組み、ＪＡ秋田なまはげが取り扱う食材が消費者から信頼されるよう、農畜産物の
生産と供給に努めます。
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　ＪＡ秋田なまはげは、「農業者の所得増大」、「農業生産の拡大」、「地域の活性化」を掲
げ、魅力ある農業を実現するための自己改革に協同の力で組合員とともに取り組みながら、
農業協同組合として相互扶助の精神を理念とし、組合員の皆さまの営農と生活の向上を図
るとともに、事業活動を通じて地域社会に貢献します。

３ ．経営管理体制
　当ＪＡは農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で構成される「総
代会」の決定事項を踏まえ、総代会において選任された理事により構成される「理事会」
が業務執行を行っています。また、総代会で選任された監事が理事会の決定や理事の業務
執行全般の監査を行っております。
　組合の業務執行を行う理事は、常勤理事 ５名と非常勤理事１８名の構成となっており、監
事については、常勤監事（員外監事） １名と非常勤監事が ５名であります。また、組合員
の意見や要望を幅広くＪＡ運営に反映させるため、女性理事 ２名と青年理事 ２名を登用し
ております。
　代表理事組合長以外の常勤理事は管理、金融・共済、営農、経済を担当しております。

４ ．事業の概況（令和 ６年度）
全般的事項
　不安定な世界情勢の影響で資材価格や原油価格の高騰が続く中、日本国内においても経
済成長の鈍化や人口減少が顕著となっております。特に、秋田県では人口減少と高齢化が急
速に進んでおり、地域及び農業の持続可能性には依然として多くの課題が残されています。
　このような状況の中、昨秋は米の品薄感等により集荷業者間で米の取り合いが発生し米
価が急騰しました。ＪＡの米集荷率にも大きな影響を及ぼし、米の消費者価格は年が明け
ても高騰が続き、消費者の米離れが憂慮される事態となっております。
　当ＪＡにおきましては、令和 ６年度は中期計画の最終年度として、農畜産物の生産・販
売に係る事業を通じ、農業者の所得増大、農業生産の拡大、地域の活性化を目指した事業
運営をし、出荷販売実績が多くの品目で目標を達成することができました。また、農業所
得の向上を最大の目的に、既存の概念にとらわれず販売方法や流通対策を検討、実践する
ため令和 ４年に立ち上げた「ＮＡＭＡＨＡＧＥ　ＡＧＲＩ　ＹＥＬＬ　ＰＲＯＪＥＣＴ
（なまはげアグリエールプロジェクト）」の取り組みとして、柔らかさが特徴の「秋田わ
かまるねぎ」を販売するなど、秋田なまはげ産ネギのブランド化を図りました。ほかにも、
ＪＡ秋田しんせいと包括連携協定を締結し、相互発展のため協同の精神のもとに多様な連
携事業に取り組んでおります。一方で、令和 ６年 ３月末をもって事業廃止しました追分加
工所について、 ６年１０月末日に在庫整理を含めた残務処理が終了しております。
　令和 ６年度の決算状況ですが、経済部門では法人への供給による購買手数料の増加、農
産物の販売単価の上昇による販売手数料の増加、信用部門では農林中央金庫の預金施設
奨励水準の利回り及び預金利息の上昇などにより、事業利益は２９５，３５２千円となりました。
また、事業外損益、特別損益、法人税等を含めた当期剰余金は２７３，６７３千円、前期繰越剰
余金を加算した当期未処分剰余金は３８５，５０７千円を計上することができました。これもひ
とえに、組合員・ご利用者の皆様のご協力の賜であり衷心よりお礼申しあげます。
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信 用 事 業
　貯金は、夏はお互いの特産物を景品としたＪＡ秋田しんせいとの合同企画キャンぺーン、
冬は利用者のニーズに合わせたコース選択型のキャンペーンを展開し、個人貯金の増強と
生涯取引を意識したメイン化戦略に取り組み、計画対比１００．０％（前年対比９９．４％）の実
績となりました。
　貸出金は、農業融資担当者による組合員への訪問活動を通じた情報発信・相談対応の
拡充、営農経済部門との連携による農業資金需要見込み者の掘り起こしを実施し、また、
ローン渉外による住宅関連会社への営業強化と住宅ローンの優位性の情報発信、需要期に
応じた小口ローンのキャンペーンの実施等、積極的な推進活動に取り組みましたが、新設
住宅着工件数の減少等から住宅ローンが伸び悩み、計画対比９５．０％（前年対比１０１．５％）
の実績となりました。

共 済 事 業
　共済事業においては、満期消滅による保有高減少により長期付加収入の減少や人口減少
にともない、自動車共済の継続率低下など、大変厳しい環境となりました。
　長期共済では「あんしんチェック」と併せて支店独自キャンペーンなど工夫した推進活
動を展開し、有益な情報発信や常に組合員・利用者に寄り添う活動に注力してまいりました。
　長期共済を含む新契約については、各種長期基盤実績に注力し収益確保を意識した推進
活動を展開し、計画対比１００．５％の実績となりました。
　短期共済につきましては、自動車共済で人口減少や免許返納等の影響で、非継続の要因
もありましたが、新規契約獲得と自賠責共済の伸長により概ね計画通りの実績となりまし
た。

購 買 事 業
　安定した低価格を組合員に提供し、農家所得増加を目指した取り組みを行いました。
　生産資材につきましては、低価格の目玉商品を含む予約注文を推奨し、更に大規模経営
体へ肥料農薬直行配送や超大型規格農薬を行い、大口奨励金対策も実施しました。
　生活資材につきましては、玄米販売やメロン直売といった地産地消に力を入れ、ＪＡ秋
田なまはげ産の酒米を使用した日本酒頒布会も実施しました。
　農機具につきましては、補助事業関連の製品供給が減少したため前年比は減少しました
が、計画対比１０２．７％の実績となりました。

営農指導事業・販売事業
　令和 ６年度は、豪雨や高温等天候の影響はあったものの、農作物全般にわたり比較的順
調に経過し、収量・品質ともに良好で販売面においても高単価であったことから、生産者
の生産努力が実績に現れた年となりました。
　水稲の状況としては、 ６月下旬の梅雨入り後は曇天や降雨の日が多く、 ７月では草丈の
急伸や葉色が濃く中干しもできない圃場も確認され、倒伏が懸念されました。また、昨年
に引き続き ７月下旬には県南部を中心に大雨による冠水被害がありました。梅雨明け以降
は天候も回復し、気温も高く日照時間も多く登熟も良好となりました。収量は県中央部の
作況指数が「１００」の平年並みとなり、大幅に米価が上がったことから農家所得も増加と
なり ２年ぶりに潤った年となりました。
　青果・花きにおいても、 ７月豪雨被害、 ８月と ９月の酷暑の影響から、湿害や病害虫の
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発生等により各品目収量が低下しましたが、市場相場は高単価で推移しました。
　特に、ネギにおいては、「ＮＡＭＡＨＡＧＥ　ＡＧＲＩ　ＹＥＬＬ　ＰＲＯＪＥＣＴ」のもと
生産販売両面を強化する中で、量販店への「袋ネギ」出荷や新たな作型の取り組みとして
「秋田わかまるねぎ」の面積拡大を図り、販売価格の向上や農家所得向上へ向け取り組み
ました。引き続き、管内全域で大区画圃場整備事業が進む中、 １億円以上品目の育成とし
て、「キク」「梨」「メロン」「枝豆」「ネギ」「ダリア」を最重要品目とし、生産拡大を図っ
てまいります。
　担い手サポートとしては、担い手支援室を中心にＪＡの総合事業を活かした支援体制を
実施するとともに、法人等担い手組織の設立・運営を支援いたしました。
　化学肥料の低減と農作物の安定生産を図ることを目的に実施している土壌分析は、令和
６年度は２８４か所で実施しており、その分析結果を基に土壌に即した施肥改善を実施して
まいります。
　鹿角市で開催された第１４７回秋田県種苗交換会では、出品総数１，２０９点のうちＪＡ秋田な
まはげからは７６点出品され、 １等賞 ４点のうち特別賞 ３点、その他１３点が入賞いたしまし
た。
　管内青果物の販売力強化に向けて実施しているトップセールスについては、 ６月２１日に
「秋田わかまるねぎ」のトップセールスを丸果秋田県青果において実施、 ９月 ６日に「和
梨」のトップセールスを秋印秋田中央青果において実施し、秋田市長、男鹿市長、潟上市
長、組合長がＪＡ秋田なまはげ管内産地の農産物をＰＲしました。

◇業務の適正を確保するための体制
　当ＪＡでは、組合員・利用者の皆さまに安心してＪＡをご利用いただくために、全国農
業協同組合中央会がＪＡグル―プの経営管理の指針として定める「会員の行動規範」を遵
守し、経営戦略の策定及び見直し・実践に向け、法令遵守等コンプライアンス態勢・内部
管理態勢・持続可能な経営基盤を構築・確立します。そのための内部統制システムに関す
る基本方針を以下のとおり策定し、ＪＡの適切な内部統制の構築・運用に努めています。

内部統制システム基本方針

１ ．理事及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　①�　組合の基本理念及び組合のコンプライアンスに関する基本方針を定め、役職員は職

務上のあらゆる場面において法令・規則、契約、定款等を遵守する。
　②�　重大な法令違反、その他法令及び組合の諸規程の違反に関する重要な事実を発見し

た場合には、直ちに監事に報告するとともに、理事会等において協議・検討し、速や
かに是正する。

　③�　内部監査部署は、内部統制の適切性・有効性の検証・評価を行う。監査の結果、改
善要請を受けた部署は、速やかに必要な対策を講じる。

　④�　「マネー・ローンダリング等及び反社会的勢力等への対応に関する基本方針」等に
基づき、反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。
また、マネー・ローンダリング等の金融犯罪防止及び排除に向けた管理体制を整備・
確立する。

　⑤�　組合の業務に関する倫理や法令に抵触する可能性のある事項について、役職員等が
相談もしくは通報を行うことができる制度（ヘルプライン）を適切に運用し、法令違
反等の未然防止に努める。
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　⑥�　監事監査、内部監査、会計監査人が密接に連絡し、適正な監査を行う。
　⑦�　業務上知り得た当組合及び関連会社の取引先に関する未公表の重要事実を適切に管

理する体制を整備する。
２ ．理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　①�　文書・情報の取扱いに関する方針・規程に従い、職務執行に係る情報を適切に保

存・管理する。
　②　個人情報保護に関する規程を整備し、個人情報を適切かつ安全に保存、管理する。
　③　サイバーセキュリティを確保するための体制を整備し、適切な対策を実施する。
３ ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　①�　認識すべきリスクの種類を特定するとともに管理体制の仕組みを構築し、リスク管

理の基本的な態勢を整備する。
　②�　理事は組合のリスクを把握・評価し、必要に応じ、定性・定量それぞれの面から事

前ないし事後に適切な対応を行い、組合経営をとりまくリスク管理を行う。
４ ．理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　①�　職制、機構、業務分掌、指示命令系統を明文化し、役職員の職務執行を効率的に遂

行する。
　②�　中期経営計画及び同計画に基づく部門別事業計画を策定し、適切な目標管理により、

戦略的かつ効率的な事業管理を行う。
５ ．監事監査の実効性を確保するための体制
　①　監事が円滑に職務を執行し、監事監査の実効性を確保するための体制を整備する。
　②　監事が効率的・効果的監査を遂行できるよう支援する。
　③�　理事や内部監査部署等は監事と定期的な協議、十分な意思疎通をはかることにより、

効率的・効果的監査を支援する。
６ ．子会社等における業務の適正を確保するための体制
　①�　子会社等における規程やマニュアル、業務フロー等の管理態勢が整備され、適正か

つ効率的に業務が執行されるよう、必要な助言・指導を行う。
　②�　「子会社管理規程」に基づき、関連事業に係る重要な方針、事項を監督し適切な指

導・助言を行い、相互の健全な発展を推進する。
　③�　「子会社管理規程」に基づき、子会社等の統括管掌を定め、事業計画の達成、法令

及びその他事項の遵守、その他運用事項を監督する。
７ ．財務情報その他組合情報を適切かつ適時に開示するための体制
　①�　会計基準その他法令を遵守し、経理規程等の各種規程等を整備し、適切な会計処理

を行う。
　②�　適時・適切に財務報告を作成できるよう、決算担当部署に適切な人員を配置し、会

計・財務等に関する専門性を維持・向上させる人材育成に努める。
　③�　法令の定めに基づき、ディスクロージャー等を通じて、財務情報の適時・適切な開

示に努める。
　④�　財務諸表の適正性、財務諸表作成にかかる内部監査の有効性を確認し、その旨を

ディスクロージャーに記載する。
８ ．県中央会の経営相談との連携
　当ＪＡの適切な内部統制の構築・運用をはかるため、県中央会の経営相談と連携する。
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５ ．農業振興活動
　当ＪＡは、「活力ある地域農業の振興と安心して暮らせる地域社会への貢献」をビジョ
ンに、地区内の農畜産物の生産・販売に係る事業を通じ、「組合員の所得向上」と次世代
につながる「地域農業の発展」を目指します。
　その目標に向け、担い手経営体の育成・支援と営農指導機能の充実を進めるとともに、
これまで地域の特性を活かして形成してきた農畜産物の維持・発展と農業生産性の向上を
図り、地域ブランド化や新たな産地育成、販売力の強化に取り組みます。
　併せて「県央の食を担う強いＪＡ」を目指し、食の安全・安心の確保、地産地消の推進
に取り組み、消費者から信頼される農畜産物生産と供給に努めています。

６ ．地域貢献情報
　当ＪＡは、秋田市、男鹿市、潟上市天王地区を事業区域として、農業者を中心とした地
域住民の方々が組合員となって、相互扶助（お互いに助け合い、お互いに発展していくこ
と）を共通の理念として運営される協同組織であり、地域農業の活性化に資する地域金融
機関です。
　当ＪＡの資金は、その大半が組合員の皆さまなどからお預かりした大切な財産である
「貯金」を源泉としており、資金を必要とする組合員・地域の皆さまや地方公共団体など
にもご利用いただいております。地域の一員として、農業の発展と健康で豊かな地域社会
の実現に向けて事業活動を展開しております。また、ＪＡの総合事業を通じて各種金融機
能・サービス等を提供するだけでなく、地域の協同組合として、農業や助け合いを通じた
社会貢献に努めております。
　⑴　地域からの資金調達の状況
　　①　貯金残高
　　　○定期貯金　　　　５３，７３７，８６１千円
　　　○定期積金　　　　　　１３７，７５０千円
　　②　貯金商品
　　　○景品付貯金
　　　○年金定期
　⑵　地域への資金供給の状況
　　①　貸出金残高
　　　○組合員等　　　　３６，９９８，０９８千円
　　　○地方公共団体等　　　 ３ ，５００千円
　　　○その他　　　　　　１，１７３，９２６千円
　　②　制度融資取扱状況
　　　〔ＪＡ秋田なまはげ取扱制度資金〕
　　　○農業経営基盤強化資金
　　　○農業近代化資金
　　　○秋田市農業経営安定資金
　　　○農業経営負担軽減支援資金
　　　○就農支援資金
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　⑶　文化的・社会的貢献に関する事項
　　①　文化的・社会的貢献に関する事項
　　　○農業関連イベント、地域活動への協賛・後援
　　　○管内小中学校における農業体験学習活動
　　　○こども食堂への協賛（直売所での規格外野菜の提供ＢＯＸの設置など）
　　　○健康セミナー等の地域における健康増進活動
　　　○交通安全教室の開催
　　　○交通遺児支援募金活動
　　　○学童野球大会の企画・運営
　　　○ＪＡ秋田なまはげカップバレーボール大会の開催
　　②　利用者ネットワーク化への取り組み
　　　○営農フェアの開催
　　　○生産者大会の開催
　　　○年金友の会（グラウンドゴルフ大会等）
　　　○不動産経営友の会
　　③　情報提供活動
　　　○広報誌の発行
　　　○ホームページやＬＩＮＥ、インスタグラムによる情報提供
　　　○ＪＡ施設や生産現場の視察・見学の受け入れや案内、資料提供
　　④　店舗体制
　　　　・支店　１４（うち店舗内店舗　 ２）　・ローンセンター　 １
　　　　・営農センター　 ２　　・グリーンセンター　 ７　　・農機センター　 ３
　　　　・加工所　 １　　・よりそいプラザ　 １

◇経営者保証に関するガイドラインにかかる取組体制
　当ＪＡは、経営者保証に関するガイドライン研究会（全国銀行協会及び日本商工会議所
が事務局）が公表した「経営者保証に関するガイドライン」をふまえ、本ガイドラインを
尊重し、遵守するための態勢整備を実施いたしました。今後お客さまと保証契約を締結す
る場合、また、保証人のお客さまが本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てら
れた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めてまいります。
１ ．経営者保証に依存しない融資の一層の促進について
　�　法人個人の一体性の解消等が図られている、あるいは、解消等を図ろうとしている農
業者等から資金調達の要請を受けた場合には、その法人の直近の経営状況、本資金にお
ける資金使途、回収可能性等を分析し総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可
能性または代替的な融資手法を活用する可能性について、取引先の意向も十分に聞き取
りしたうえで、検討します。
２ ．経営者保証の契約時の対応について
　⑴�　農業者等との間で保証契約を締結する場合には、主たる債務者と保証人に対し、保

証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明を行います。
　⑵�　保証金額の設定については農業法人等の各ライフステージにおける取組意欲を阻害

しないよう、一概に融資額と同額の保証金額とするのではなく、保証人の資産及び収
入状況および計画、融資額、主たる債務者の信用状況、物的担保等の設定状況、主た
る債務者及び保証人の適時適切な情報開示姿勢等から総合的に判断して設定します。
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３ ．既存の保証契約の適切な見直しについて
　⑴�　農業者等から既存の保証契約の解除等または変更等の申し入れを受けた場合には、

改めて経営者保証が必要であるかを再度検討するとともに、その検討結果について主
たる債務者および保証人に対し、丁寧かつ具体的な説明を行います。

　⑵�　事業承継が行われた時、前経営者が負担する保証債務について、後継者に当然に引
き継がせるのではなく、保証契約の必要性について改めて検討するとともに、その結
果について主たる債務者及び後継者に対して丁寧かつ具体的に説明を行います。

　　�　また、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、保証契約の解除につい
て適切に判断します。

４ ．経営者保証を履行する時の対応について
　⑴�　経営者保証における保証債務を履行する場合には、保証人の手元に残すことのでき

る残存資産の範囲について、形式的に判断することなく、必要に応じ支援専門家とも
連携しつつ、保証人の保証履行能力、経営者たる保証人の経営責任、破産手続きにお
ける自由財産の考え方や標準的な世帯の必要生計費の考え方との統合性等から総合的
に判断して決定します。

７ ．リスク管理の状況
◇リスク管理体制
　〔リスク管理基本方針等〕
　�　信用事業が多様化・複雑化する中、組合員・利用者の皆さまに安心してＪＡをご利用
いただくためには、経営の健全性を維持・向上させ適切なリスク管理態勢を構築するこ
とが求められております。
　�　こうした認識のもと、厳正な貸出審査体制によるリスク管理の一層の高度化と財務の
健全化維持や収益力強化とのバランスを重視し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟
な財務構造の構築と、経営全体での統合的なリスク管理体制の充実強化に努めています。
　�　また、昨今の国際情勢をふまえ、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等の金融
サービスの濫用防止対策（マネロン等対策）の重要性はこれまでになく高まっています。
当ＪＡではマネロン等対策を重要課題のひとつとして位置付け、リスクに応じた対策を
適切に講じています。

◇信用リスク管理
　①　信用リスク管理
　　�　信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランスを

含む。）の価値が減少ないし消失し、金融機関が損失を被るリスクのことです。当Ｊ
Ａは、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定してい
ます。また、通常の貸出取引については、本店のリスク管理部署が各支店と連携を図
りながら、厳正な審査を行っています。審査にあたっては、貸出利用先の信用力や事
業計画、返済能力、担保評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行ってい
ます。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳
正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全
化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の
償却・引当要領」に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。
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　②　市場リスク管理
　　�　市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動に

より、資産・負債（オフ・バランスを含む。）の価値が変動し、損失を被るリスク、
資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスクのことです。主に金利リ
スク、価格変動リスクなどをいいます。金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被る
リスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存在している中で金利が変動す
ることにより、利益が低下ないし損失を被るリスクをいいます。また、価格変動リス
クとは、有価証券等の価格の変動に伴って資産価格が減少するリスクのことです。

　　�　当ＪＡでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロー
ルすることにより、収益化及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全
性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応
度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努
めています。

　　�　とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び
当ＪＡの保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において
運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常
的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、理事会で決定した運用方針
及びＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを
行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っ
ているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。

　③　流動性リスク管理
　　�　流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な

資金確保が困難になる、又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされ
ることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）及び市場の混乱等により市場にお
いて取引ができないため、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされるこ
とにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）のことです。

　　�　当ＪＡでは、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作
成し、安定的な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、
投資判断を行う上での重要な要素と位置づけ、商品ごとに異なる流動性（換金性）を
把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

　④　オペレーショナル・リスク管理
　　�　オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくは、システムが

不適切であること又は外生的な事象による損失を被るリスクのことです。当ＪＡでは、
収益発生を意図し能動的な要因により発生する信用リスクや市場リスク及び流動性リ
スク以外のリスクで、受動的に発生する事務、システム、法務などについて事務処理
や業務運営の過程において、損失を被るリスクと定義しています。事務リスク、シス
テムリスクなどについて、事務手続にかかる各種規程を理事会で定め、その有効性に
ついて内部監査や監事監査の対象とするとともに、事故・事務ミスが発生した場合は
速やかに状況を把握して理事会に報告する体制を整備して、リスク発生後の対応及び
改善が迅速・正確に反映ができるよう努めています。

　⑤　事務リスク管理
　　�　事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすこと

により金融機関が損失を被るリスクのことです。当ＪＡでは、業務の多様化や事務量
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の増加に対応して、正確な事務処理を行うため各種事務手続を整備するとともに、自
主（自店）検査を実施し事務リスクの削減に努めています。また、事故・事務ミスが
発生した場合には、発生状況を把握し改善を図るとともに、内部監査により重点的な
チェックを行い、再発防止策を実施しています。

　⑥　システムリスク管理
　　�　システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不

備に伴い金融機関が損失を被るリスク、更にコンピュータが不正に使用されることに
より金融機関が損失を被るリスクのことです。当ＪＡでは、コンピュータシステムの
安定稼働のため、安全かつ円滑な運用に努めるとともに、システムの万一の災害・障
害等に備え、「情報セキュリティ基本方針」及び「情報セキュリティ基本規程」に基
づき「情報セキュリティ不測事態対応計画」「情報セキュリティ実施手順書」を策定
しています。

◇法令遵守体制
　①　コンプライアンス基本方針
　　�　利用者保護への社会的要請が高まっており、また最近の企業不祥事に対する社会の

厳しい批判に鑑みれば、組合員・利用者からの信頼を得るためには、法令等を遵守し、
透明性の高い経営を行うことがますます重要になっています。当ＪＡでは、コンプラ
イアンスを経営の重要課題の一つと位置づけ、コンプライアンス取組計画を着実に実
践し、職場風土及び環境を整備するとともに役職員一人ひとりのコンプライアンス意
識の徹底を図ってまいります。

　②　コンプライアンス運営態勢
　　�　組合員をはじめ地域社会に信頼される組織体として社会的責任を果たすべく、法令

遵守態勢の一層の強化を図り、高い倫理性と透明性をもった経営体の構築にむけ代表
理事組合長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置するとともに、コンプライ
アンスの推進を行うため、各部署にコンプライアンス担当者を配置しています。

　　�　基本姿勢及び遵守すべき事項を記載した「コンプライアンス・マニュアル」を策定
し、法令遵守の意識徹底を図っております。

　　�　毎年度、コンプライアンス・プログラムを策定し、実効ある推進に努めるとともに、
統括部署を設置し、その進捗管理を行っています。

　　�　また、組合員・利用者の皆さまの声を真摯に捉え、前向きに事業に反映するため、
苦情・相談等の専門窓口を設置しております。

　　�　不祥事再発防止に向けた対応は、当組合が対処すべき最重要課題であることから、
不祥事や法令違反を発生させないようコンプライアンス意識の向上を図り、声をあげ
やすい職場風土の醸成とともに、ガバナンス体制の強化に取り組んでまいります。

　③　ヘルプライン
　　�　公益通報者保護法改正に伴い、求められる厳格な通報者保護並びに担当者設置など

の体制整備を図るため、要領の改正とヘルプライン窓口を設定しております。これは、
通報者等が通報対象等の相談や通報することが可能なヘルプラインを設置し、不祥事
の未然防止、早期発見及び是正を図り、組合のコンプライアンス経営の強化に資する
とともに、通報者等を保護することを目的としております。
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【通報等受付窓口】
　・組織内通報等受付窓口
　　コンプライアンス担当部署　企画管理部長
　・組織外通報等受付窓口
　　外部委託先
　・役員や幹部職員から独立した通報等受付窓口
　　常勤監事
【通報者等の範囲】
　通報者等は、組合の役員及び職員、子会社の役職員並びに要領の改正日以降に退職して
から １年以内の職員とします。
【通報等を受けた者の責務】
　・�通報等受付窓口にて通報等を受けた者は誠実に対応しなければならず、正当な理由な

く放置、黙認、隠蔽をしません。
　・�組合は、前項に違反し通報等を正当な理由なく放置、黙認、隠蔽した者に対し、就業

規則等に従って、懲戒処分を課すことができます。
【通報等受付における通報者等の匿名性の確保への配慮】
　・�通報者等は、実名のほか匿名による通報等ができます。
　・�通報等受付窓口は、通報等を受け付けるに際し、通報者等の匿名性が確保されるよう

十分に配慮します。
　・�通報者等は、自らが通報等受付窓口に通報等をした事実を第三者に対して積極的に開

示しないようにします。

コンプライアンス態勢［体制］の運営組織図
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◇金融ＡＤＲ制度への対応
　①　苦情処理措置
　　�　当ＪＡでは、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備のうえ、その

内容をホームページ・チラシ等で公表するとともに、ＪＡバンク相談所やＪＡ共済連
とも連携し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。

　　【当ＪＡの苦情等受付窓口】
　　・信用事業
　　　ＪＡ秋田なまはげ　金融共済部　金融課
　　　電話番号：０１８－８３２－６６２６
　　　受付時間：午前 ９時～午後 ５時
　　　　　　　　（土日・祝祭日及び１２月３１日～ １月 ３日を除く）
　　・共済事業
　　　ＪＡ秋田なまはげ　金融共済部　共済課
　　　電話番号：０１８－８３２－６６３９
　　　受付時間：午前 ９時～午後 ５時
　　　　　　　　（土日・祝祭日及び１２月３１日～ １月 ３日を除く）
　②　紛争解決措置
　　　当ＪＡでは、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。
　　・信用事業
　　　仙台弁護士会
　　　�　①の信用事業窓口または一般社団法人ＪＡバンク・ＪＦマリンバンク相談所（電

話：０３－６８３７－１３５９）にお申し出ください。
　　・共済事業
　　　（一社）日本共済協会　共済相談所
　　　　　　　ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｊｃｉａ．ｏｒ．ｊｐ／ａｄｖｉｓｏｒｙ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ
　　　（一財）自賠責保険・共済紛争処理機構
　　　　　　　ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｊｉｂａｉ－ａｄｒ．ｏｒ．ｊｐ／
　　　（公財）日弁連交通事故相談センター
　　　　　　　ｈｔｔｐｓ：／／ｎ－ｔａｃｃ．ｏｒ．ｊｐ／
　　　（公財）交通事故紛争処理センター
　　　　　　　ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｊｃｓｔａｄ．ｏｒ．ｊｐ／
　　　日本弁護士連合会　弁護士費用保険ＡＤＲ
　　　　　　　ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｎｉｃｈｉｂｅｎｒｅｎ．ｏｒ．ｊｐ／ａｃｔｉｖｉｔｙ／ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ／ｌａｃ．ｈｔｍｌ
　　　�　各機関の連絡先（住所・電話番号）につきましては、上記ホームページをご覧い

ただくか、①の共済事業窓口にお問い合わせ下さい。

◇内部監査体制
　当ＪＡでは、内部監査部門を被監査部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理及
び各部門の業務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、
改善事項の勧告などを通じて業務運営の適切性の維持・改善に努めています。
　また、内部監査はＪＡの全部署を対象に内部監査年度計画に基づき実施しています。監
査結果は代表理事組合長、監事会、理事会に報告後被監査部門に通知し、被監査部門及び
関連部署に対してその改善状況のフォローアップを行っています。
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８ ．自己資本の状況
◇自己資本比率の状況
　当ＪＡでは、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応える
ため、財務基盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。内部留保に努めるとと
もに、不良債権処理及び業務の効率化等に取り組んだ結果、令和 ７年 ３月末における自己
資本比率は、１３．１９％となりました。。

◇経営の健全性の確保と自己資本の充実
　当ＪＡの自己資本は、組合員の普通出資によっています。
○普通出資による資本調達額

項 目 内 容
発行主体 秋田なまはげ農業協同組合
資本調達手段の種類 普通出資
コア資本に係る基礎項目に算入した額 ４，０８９百万円（前年度４，２０７百万円）

　当ＪＡは、「自己資本比率算出要領」を制定し、適正なプロセスにより正確な自己資本
比率を算出して、当ＪＡが抱える信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及びこれ
らのリスクに対応した十分な自己資本の維持を図るとともに、内部留保の積み増しにより
自己資本の充実に努めています。
　また、平成１９年度から、信用リスク、オペレーショナル・リスク、金利リスクなどの各
種リスクを個別の方法で質的または量的に評価し、リスクを総体的に捉え、自己資本と比
較・対照し、自己資本充実度を評価することにより、経営の健全性維持・強化を図ってお
ります。

９ ．主な事業の内容（令和 ７年 ７月末現在）
⑴　主な事業の内容
　〔信 用 事 業〕
　�　信用事業は、貯金・貸出（融資）・為替などいわゆる銀行業務を行っています。組合
員の皆さまをはじめ、利用者の皆さまのよりよい暮らしと地域社会の発展に役立つ事業
を展開し「ＪＡバンク」としての総合サービス機能の充実をさらにすすめ、地域の皆さ
まの期待と信頼に応えてまいります。

　◇貯 金 業 務
　�　組合員や地域で生活をする皆さまからの貯金をお預かりしております。総合口座・普
通貯金・当座貯金・定期貯金・定期積金などの各種貯金を目的・期間・金額にあわせて
ご利用いただいております。
　�　また、公共料金や県税、市税、各種料金のお支払い、年金のお受け取り、給与振込み
等もご利用いただけるほか、来店せずにお取引ができる「ＪＡネットバンク」や口座残
高が確認できる「ＪＡバンクアプリ」等、非接触型サービスも展開しています。
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　◇貸出業務
　�　農業の振興を図るための農業関連資金はもとより、地域金融機関として組合員をはじ
め地域の皆
さまの暮らしの向上のための資金をご融資しております。
　�　また、地方公共団体や農業関連産業等にも必要な資金をご融資し、農業の振興はもと
より地域経済の質的向上と発展に貢献しております。
　�　さらに、株式会社日本政策金融公庫の融資申込みの取次ぎも行っております。

　◇為替業務
　�　全国のＪＡ・信連・農林中金の店舗をはじめ全国の銀行、信用金庫などの各店舗と為
替網を通じて、当ＪＡの窓口・ＡＴＭから全国の金融機関へ送金・振込みや手形・小切
手等の取立てを、安全・確実・迅速に処理するサービスを行っております。
　　　
　◇その他の業務及びサービス
　�　オンラインシステムを利用した各種自動受取・支払サービスや事業主の皆さまのため
の給与振込サービス・自動集金サービス・口座振替サービスなどを行っております。
　�　また、全国すべてのＪＡバンクでの貯金の出し入れや、銀行・信用金庫及び郵便局や
コンビニエンスストアなどでも現金の引き出しができるキャッシュカードサービスなど、
多様なサービスを行っております。

　◇貯金商品のご案内
　　○総 合 口 座
　　　普通貯金・定期貯金・自動融資をひとつにまとめた便利な口座です。
　　�　お金を「貯める」・「使う」・「受け取る」・「支払う」・「借りる」が一冊の通帳ででき

ます。また、キャッシュカード・自動受取・自動支払などの便利なサービスがご利用
いただけます。

　　　預入期間：出し入れ自由　　　　　　預入額： １円以上
　　○普 通 貯 金
　　　いつでも出し入れ可能。各種公共料金等を決済することができます。
　　　預入期間：出し入れ自由　　　　　　預入額： １円以上
　　○普通貯金無利息型（決済用貯金）
　　　無利息ですが、貯金保険制度により全額保護されます。
　　　預入期間：出し入れ自由　　　　　　預入額： １円以上
　　○貯 蓄 貯 金
　　�　いつでも出し入れ自由で、お預入残高に応じて適用金利が段階的に高くなります。

（金利情勢により各段階の金利が同じになることもございます。）
　　　預入期間：出し入れ自由　　　　　　預入額： １円以上
　　○当座貯金
　　�　営業資金の決済口座として、商取引に必要な手形や安全で効率的な小切手をご利用

いただくことができます。
　　　預入期間：出し入れ自由　　　　　　預入額： １円以上
　　○譲渡性貯金
　　　余裕金の運用に有利な貯金です。満期前に譲渡することもできます。
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　　　預入期間： ７日以上 ５年未満　　　　預入額：１，０００万円以上
　　○通 知 貯 金
　　　一時的に、まとまったお金をお預かりいたします。
　　　預入期間：据置 ７日　　　　　　　　預入額： ５万円以上
　　○納税準備貯金
　　　税金納付の資金づくりのための貯金です。お利息は非課税扱いとなります。
　　　預入期間：入金自由、引出は原則として納税時　　預入額： １円以上
　　○財 形 貯 蓄
　　�　お勤めの方だけの有利な貯金制度です。給料・ボーナスからの天引きですから知ら

ず知らずのうちに大きく貯まります。
　　　　　　　　　預入期間：預入額
　　　一般財形　　 ３年以上： １円以上
　　　財形年金　　 ５年以上： １円以上
　　　財形住宅　　 ５年以上： １円以上
　　○定期積金
　　　目的に合わせて掛金・期間がお選びいただけます。
　　　預入期間： ６ヶ月以上１０年以下　　　預入額：１，０００円以上
　　○期日指定定期貯金
　　�　利息は １年ごとの複利計算。お預けから １年たてば、いつでも必要なときにお引き

出しになれます。
　　　預入期間：最長 ３年　　　　　　　　預入額： １円以上３００万円未満
　　○スーパー定期貯金
　　　安全かつ確実にお金を増やしたい方におすすめの定期貯金です。
　　　預入期間： １・ ２・ ３・ ６ヶ月、 １・ ２・ ３・ ４・ ５・ ７・１０年
　　　預入額： １円以上
　　○大口定期貯金
　　　まとまった余裕金の運用に最適な大型定期貯金です。
　　　預入期間： １・ ２・ ３・ ６ヶ月、 １・ ２・ ３・ ４・ ５・ ７・１０年
　　　預入額： １ ，０００万円以上
　　○変動金利定期貯金
　　　 ６ヶ月毎に利率が変わる定期貯金です。金利上昇時には高利回りが期待できます。
　　　預入期間： １・ ２・ ３年　　預入額： １円以上
　　○積立式定期貯金
　　　月々の積立金を各々の期日指定式定期でお預かりする有利な貯金です。
　　　預入期間：エンドレス型…定めなし　満期型… ６ヶ月以上１０年以下
　　　年金型…１２ヶ月以上
　　　預入額： １円以上
　　
　◇ローン商品のご案内
　　○住宅ローン
　　�　マイホーム取得の実現に最高１０，０００万円まで。新築・中古住宅の購入をはじめ、住

宅の増改築・改装・補修など幅広いニーズに対応しております。
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　　○公 的 融 資
　　　長期・低利の公的機関による融資の取次ぎを行っております。
　　○制 度 資 金
　　　農業近代化資金等の融資を受付しております。
　　○農 業 資 金
　　�　農業機械のご購入や農業用施設の設備関連資金のほか、農用地の取得や信販会社の

農機具ローンの借換えなどにも幅広くご利用いただけます。
　　○教育ローン
　　�　教育に必要な資金を最高１，０００万円まで。入学金・授業料をはじめ、アパートの家

賃・礼金・敷金の支払いにもご利用いただけます。
　　○リフォームローン
　　�　お住まいのいっそうの充実に最高１，５００万円まで。増改築・改装・補修等インテリ

アからエクステリアまで幅広くご利用いただけます。
　　○フリーローン
　　　生活に必要なさまざまな資金として最高５００万円まで、ご利用いただけます。
　　○マイカーローン・オートローン
　　�　新車・中古車のご購入等に最高１，０００万円まで。車検費用やカー用品の購入資金は

もとより、運転免許証の取得資金にもご利用いただけます。
　　○カードローン「スマートカードローン」
　　�　手続き簡単でお使いみち自由。全国のＪＡはもちろん、提携金融機関のＡＴＭでの

お引き出しが可能です。

　◇その他サービスのご案内
　　○キャッシュサービス
　　�　全国すべてのＪＡバンクをはじめ、ゆうちょ銀行・銀行・信用金庫・コンビニエン

スストアなどのＣＤ・ＡＴＭなどでご利用いただくことができます。
　　○自動支払い
　　�　簡単な手続きで、月々の公共料金・クレジットご利用代金などを口座から自動的に

支払いします。
　　○自 動 受 取
　　�　毎月の給料や、各種年金が簡単な手続きでお受け取り日に自動的にお受取りになれ

ます。
　　○送金・振込み・取立て
　　�　ご送金やお振込み、手形や小切手のお取立て等全国のＪＡはもちろん他の金融機関

へも、安全・確実・迅速に行っております。
　　○ＪＡネットバンク
　　�　パソコンやスマートフォン等で、いつでもどこからでも口座照会や振込・振替等の

お取引ができます。
　　○ＪＡバンクアプリ
　　�　お手持ちのスマートフォンやタブレット等で、ご契約口座の残高やお取引の履歴が

確認できます。
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各種手数料一覧表 （令和 ７年 ７月末現在）（消費税込）
取 扱 内 容 料 金

振

込

手

数

料

窓 口

同一支店あて ３万円未満 無　料３万円以上

当ＪＡ本支店あて ３万円未満 １件につき� １１０円
３ 万円以上 １件につき� ２２０円

他金融機関あて ３万円未満 １件につき� ５５０円
３ 万円以上 １件につき� ７７０円

他金融機関あて
（当組合指定の農業生産関連法人のご依頼によるもの）

３ 万円未満 １件につき� ２７５円
３ 万円以上 １件につき� ４４０円

Ａ Ｔ Ｍ

同一支店あて
（お受取人口座のある支店ＡＴＭでのお振込み）

３万円未満 無　料３万円以上

当ＪＡ本支店あて ３万円未満 １件につき� ８８円
３ 万円以上 １件につき� １８７円

他金融機関あて ３万円未満 １件につき� ４４０円
３ 万円以上 １件につき� ６６０円

定 時 自 動 送 金

同一支店あて ３万円未満 １件につき� ５５円３ 万円以上

当ＪＡ本支店あて ３万円未満 １件につき� １６５円
３ 万円以上 １件につき� ２７５円

他金融機関あて ３万円未満 １件につき� ３８５円
３ 万円以上 １件につき� ６０５円

他金融機関あて
（当組合指定の農業生産関連法人のご依頼によるもの）

３ 万円未満 １件につき� ３３０円
３ 万円以上 １件につき� ４９５円

各

種

手

数

料

代金取立（遠隔地）
当ＪＡ本支店あて １件につき� ４４０円

他金融機関あて 電子交換取立 １件につき� ８８０円
個 別 取 立 １件につき� １，１００円※

送金・振込の組戻
※�定めた手数料を超える経費を要する場合は、その
実費を申し受けます。

１件につき� ６６０円
取 立 手 形 組 戻 １件につき� １，１００円※

取立手形店頭呈示 １件につき� １，１００円※

不 渡 手 形 返 却 １件につき� １，１００円※

キャッシュカード発行 ＩＣキャッシュカード 無　料
一体型ＩＣキャッシュカード 無　料

再 発 行

通帳・証書等 １枚につき� １，１００円
ＩＣキャッシュカード １枚につき� １，１００円
一体型ＩＣキャッシュカード １枚につき� １，１００円
ローンカード １枚につき� １，１００円

未 利 用 口 座 管 理 １口座につき�１，３２０円
当座小切手帳発行 １冊につき� ２，２００円

残 高 証 明 書 発 行 当ＪＡの様式 １通につき� ２２０円
当ＪＡの様式以外 １通につき� １，１００円

電算還元データ発行 １枚につき� １１０円
通 帳コメント入力 入金申込書・払戻請求書 １枚につき� １１０円

入
出
金
手
数
料

両
替
／
大
量
硬
貨

１～５０枚

※�受渡しまたは持込みのいずれか多い枚数を対象と
します。

無　料
５１～３００枚 � ５５０円
３０１～５００枚 � ７７０円
５０１～１，０００枚 � １，１００円

１，００１枚以上 � １，６５０円～
（１，０００枚毎に５５０円を加算）
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ＡＴＭ手数料一覧表

キャッシュカード　ご利用手数料一覧表

（令和 ７年 ７月末現在）（消費税込）

（令和 ７年 ７月末現在）（消費税込）

取扱日 取引時間帯 全国ネット
サ ー ビ ス

県内ネット
サ ー ビ ス

自農協ネット
サ ー ビ ス 他行カード

支 払

平 日
８：００～ ８ ：４５ ０円 ０円 ０円 ２２０円
８ ：４５～１８：００ ０円 ０円 ０円 １１０円
１８：００～２１：００ ０円 ０円 ０円 ２２０円

土曜日
９：００～１４：００ ０円 ０円 ０円 １１０円
１４：００～１７：００ ０円 ０円 ０円 ２２０円
１７：００～１９：００ － ０円 ０円 －

日曜日 ９：００～１７：００ ０円 ０円 ０円 ２２０円
１７：００～１９：００ － ０円 ０円 －

祝 日 ９：００～１７：００ ０円 ０円 ０円 ２２０円
１７：００～１９：００ － ０円 ０円 －

預 入

平 日
８：００～ ８ ：４５ ０円 ０円 ０円
８ ：４５～１８：００ ０円 ０円 ０円
１８：００～２１：００ ０円 ０円 ０円

土曜日
９：００～１４：００ ０円 ０円 ０円
１４：００～１７：００ ０円 ０円 ０円
１７：００～１９：００ － ０円 ０円

日曜日 ９：００～１７：００ ０円 ０円 ０円
１７：００～１９：００ － ０円 ０円

祝 日 ９：００～１７：００ ０円 ０円 ０円
１７：００～１９：００ － ０円 ０円

金 融 機 関 名 ＪＡバンク 秋田あったかネット
加盟金融機関 セブン銀行

ローソンＡＴＭ※３

イーネットＡＴＭ
※２，３

ゆうちょ銀行 三 菱
ＵＦＪ銀行

そ の 他
（ＭＩＣＳ提携）

お 取 引 内 容 入出金 出 金 入出金 入出金 入出金 出 金 出 金

ご
利
用
手
数
料

平　日※１

８：４５～１８：００ 無料 無料 無料 無料 無料 無料 １１０円※４

土曜日※１，５

９：００～１４：００ 無料 １１０円 無料 無料 無料 １１０円 ２２０円※４

平日・土曜日のその他時間帯
および日曜日・祝日※１，５ 無料 １１０円 １１０円 １１０円 １１０円 １１０円 ２２０円※４

※ １ ��　稼働時間はＡＴＭにより異なります。また、ＡＴＭ稼働時間であってもＪＡバンクのキャッシュカードによるお取引が
できない場合がございます。詳しくはＪＡ窓口または、ご利用ＡＴＭの掲示等でご確認ください。

　　　１２月３１日・ １月 ２日・ ３日のご利用手数料は、祝日と同様となります。
※ ２　イーネットＡＴＭはファミリーマート等のコンビニエンスストアに設置されています。
※ ３　一部のコンビニエンスストアでは、他ＡＴＭ運営会社のＡＴＭを設置している場合がございます。
　　　「ローソンＡＴＭ」「イーネットＡＴＭ」マークをご確認のうえ、ご利用ください。
※ ４ ��　ご利用の金融機関により、手数料が異なる場合がございます。また、利用時間、取引内容によりご利用いただけない場
合がございます。

※ ５　土曜日が祝日と重なる場合は終日、日曜日・祝日その他時間帯のご利用手数料となります。
【秋田あったかネット】ＪＡバンクあきた、秋田銀行、秋田信用金庫、羽後信用金庫、秋田信用組合が加盟しています。
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　〔共 済 事 業〕
　�　ＪＡ共済は、ＪＡの理念である「相互扶助」を事業活動の原点とし、ＪＡの総合事業
の一環として「ひと・いえ・くるま・農業」の総合保障を提供することにより、組合
員・利用者の暮らしを守り、健全で安心して暮らせる地域社会づくりに貢献してまいり
ます。
　�　また、組合員・利用者の皆さまが継続して安心した生活を送り、満足していただける
よう、 ３Ｑ訪問活動等で皆さまに「寄り添い」、包括的な安心を「届け」、農業・地域社会
とより広く・より深く「繋がっていく」ことで、組合員・利用者一人ひとりに寄り添っ
た「安心」と「満足」をお届けしてまいります。

　〔購 買 事 業〕
　�　予約購買を推奨し、持続可能な農業経営に資する肥料・農薬の予約価格で農業支援に
取り組みコスト低減を図っております。営農指導員や担い手担当者を核とした相談機能
を強化し、ふれあい活動を重点にさらなるサービスの向上に努めています。
　�　また、ＳＤＧｓ達成に向けた取り組みの一環として、安心して暮らせる持続可能で豊
かな地域社会の実現に貢献する団体を目指し、農業生産における環境負荷の軽減に取り
組みます。農業用廃プラスチックや廃ビニール類、廃棄農薬の回収を継続し、実施して
まいります。

　〔営農・生活・販売事業〕
　�　組合員の農産物生産にかかる栽培技術指導や地域農業の維持発展に向けた仕組みづく
りなどの営農指導事業と、消費生活や健康管理、文化活動など快適な暮らしづくりのた
めの生活指導事業を行っております。
　�　また、組合員の生産する農産物を有利販売するために、マーケティングや安全・安
心・新鮮を基本とした販売事業を展開するとともに、ファーマーズマーケットの運営や
朝採り野菜の販売、管内の ３市と連携した地場産品の活用促進事業、ふるさと返礼品な
どの地産地消運動にも積極的に取り組んでいます。
　�　その他にも、農業生産施設や機械を共同で利用する利用事業や、醤油などの加工事業
も行っています。

　〔宅地等供給事業〕
　�　農と住の調和した街づくりを推進するため、組合員の賃貸住宅の不動産を含めた資産
活用に関する相談活動のほか、住宅・農作業場のリフォームの斡旋や優良な住環境づく
りをすすめています。

⑵　系統セーフティネット（貯金者保護の取り組み）
　�　当ＪＡの貯金は、ＪＡバンク独自の制度である「破綻未然防止システム」と公的制度
である「貯金保険制度（農水産業協同組合貯金保険制度）」との ２重のセーフティネッ
トで守られています。
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　◇「ＪＡバンクシステム」の仕組み
　�　組合員・利用者から一層信頼され利用される信用事業を確立するために、「再編強化
法（農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する
法律）」に則り、ＪＡバンク会員（ＪＡ・信連・農林中金）総意のもと「ＪＡバンク基
本方針」に基づき、ＪＡ・信連・農林中金が一体的に取り組む仕組みを「ＪＡバンクシ
ステム」といいます。
　�　「ＪＡバンクシステム」は、ＪＡバンクの信頼性を確保する「破綻未然防止システ
ム」と、スケールメリットときめ細かい顧客接点を生かした金融サービスの提供の充
実・強化を目指す「一体的事業運営」の ２つの柱で成り立っています。

　◇「破綻未然防止システム」の機能
　�　「破綻未然防止システム」は、ＪＡバンクの健全性を確保し、ＪＡ等の経営破綻を未
然に防止するためのＪＡバンク独自の制度です。具体的には、⑴個々のＪＡ等の経営状
況についてチェック（モニタリング）を行い、問題点を早期に発見、⑵経営破綻に至ら
ないよう、早め早めに経営改善等を実施、⑶全国のＪＡバンクが拠出した「ＪＡバンク
支援基金※」等を活用し、個々のＪＡの経営健全性維持のために必要な資本注入などの
支援を行います。
　　※令和 ６年 ３月末における残高は１，６５１億円となっています。

　◇「一体的な事業運営」の実施
　�　良質で高度な金融サービスを提供するため、ＪＡバンクとして商品開発力・提案力の
強化、共同運営システムの利用、全国統一のＪＡバンクブランドの確立等の一体的な事
業運営の取り組みをしています。

　◇貯金保険制度
　�　貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金などの払い戻しができなくなった場合な
どに、貯金者を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資
することを目的とする制度で、銀行、信金、信組、労金などが加入する「預金保険制
度」と同様な制度です。
　�　なお、この制度を運営する貯金保険機構（農水産業協同組合貯金保険機構）の責任準
備金残高は、令和 ６年 ３月末現在で４，７８５億円となっています。
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【経 営 資 料】

Ⅰ　決 算 の 状 況
１．貸借対照表 （単位：千円）

科 目 令和 ６年度末
（令和 ７年 ３月３１日）

令和 ５年度末
（令和 ６年 ３月３１日）

（資 産 の 部）
１．信 用 事 業 資 産 １２１，６１２，４３５ １２５，０３７，４４３
⑴　現 金 ６５５，３２２ ６８９，７５４
⑵　預 金 ７５，２１８，８４１ ７８，９３５，４２０
系 統 預 金 ７５，１５３，２４０ ７８，９０４，９９７
系 統 外 預 金 ６５，６００ ３０，４２２

⑶　有 価 証 券 ７，４８６，１２９ ７，６０３，８８６
国 債 １，６９０，６４６ １，６９０，１１４
地 方 債 ２，２７５，５６１ ２，３１１，５４７
政 府 保 証 債 ７００，３５７ ８００，３８３
社 債 ２，８０１，５６３ ２，８０１，８４０

⑷　貸 出 金 ３８，１７５，５２４ ３７，５９５，７２５
⑸　その他の信用事業資産 ２７４，６８６ ４０４，６９７
未 収 収 益 １１４，７４４ ９４，０１３
そ の 他 の 資 産 １５９，９４２ ３１０，６８４

⑹　貸 倒 引 当 金 △１８０，０６８ △１９２，０４１
２ ．共 済 事 業 資 産 ６７６ ６１９
⑴　その他の共済事業資産 ６７６ ６１９

３ ．経 済 事 業 資 産 ５，３９３，２７４ ３，９０８，３１６
⑴　受 取 手 形 － １，０７５
⑵　経済事業未収金 １，７９２，４３１ １，５５１，０３１
⑶　経 済 受 託 債 権 ２，９６０，３８４ １，７４２，６４８
⑷　棚 卸 資 産 ５２８，３８９ ４９３，０６６

購 買 品 ４６１，０１６ ４２２，７７９
宅 地 等 ５４，４９９ ５４，４９９
その他の棚卸資産 １２，８７４ １５，７８８

⑸　その他の経済事業資産 １２６，２９９ １２９，０９７
⑹　貸 倒 引 当 金 △１４，２３０ △８，６０３

４ ．雑 資 産 ２５９，８８８ ２４０，３０５
⑴　雑 資 産 ２５９，９０１ ２４０，３４１
⑵　貸 倒 引 当 金 △１２ △３６

５ ．固 定 資 産 ６，０６２，０２９ ６，１５９，６５０
⑴　有 形 固 定 資 産 ６，０４９，５２６ ６，１４５，４８０

建 物 １０，０３６，２１３ ９，９３２，７８０
機 械 装 置 ２，３１０，６９５ ２，３１２，４０８
土 地 ３，２９３，８５６ ３，２９５，２７２
リ ー ス 資 産 － ３１，４２２
その他の有形固定資産 １，２８９，６９０ １，２９４，９５４
減価償却累計額 △１０，８８０，９３０ △１０，７２１，３５６

⑵　無 形 固 定 資 産 １２，５０３ １４，１６９
６ ．外 部 出 資 ９，６６６，２０７ ７，５９２，５４６
⑴　外 部 出 資 ９，６６８，４０７ ７，５９４，７４６

系 統 出 資 ９，１９６，３４５ ７，１２１，３４５
系 統 外 出 資 ３３３，７１１ ３３５，０５０
子 会 社 等 出 資 １３８，３５０ １３８，３５０

⑵　外部出資等損失引当金 △２，２００ △２，２００
７ ．繰 延 税 金 資 産 １８３，６０３ １８４，０２６
資 産 の 部 合 計 １４３，１７８，１１５ １４３，１２２，９０７

科 目 令和 ６年度末
（令和 ７年 ３月３１日）

令和 ５年度末
（令和 ６年 ３月３１日）

（負 債 の 部）
１．信 用 事 業 負 債 １３１，０７５，８０３ １３１，７２９，９８０
⑴　貯 金 １１７，８６１，７８９ １１８，９５４，５５５
⑵　譲 渡 性 貯 金 １２，６００，０００ １２，２００，０００
⑶　借 入 金 １２，１０１ １８，４６５
⑷　その他の信用事業負債 ６０１，９１２ ５５６，９５９
未 払 費 用 ２５，１２９ ３，５５４
そ の 他 の 負 債 ５７６，７８２ ５５３，４０４

２ ．共 済 事 業 負 債 ４１７，８０２ ４２８，３５７
⑴　共 済 資 金 ２１５，１５３ ２２０，６６２
⑵　未経過共済付加収入 ２０２，４４７ ２０７，４９１
⑶　その他の共済事業負債 ２０１ ２０３

３ ．経 済 事 業 負 債 １，４８７，４８６ ８７６，４３０
⑴　経済事業未払金 １９５，１１２ ２１９，５２５
⑵　経 済 受 託 債 務 １，２０９，８９７ ５９０，１３２
⑶　その他の経済事業負債 ８２，４７６ ６６７，７２２

４ ．雑 負 債 ４６６，５３９ ４２０，０３９
⑴　未 払 法 人 税 等 ７４，００５ ２０，２４５
⑵　リ ー ス 債 務 － ２，８２７
⑶　そ の 他 の 負 債 ３９２，５３４ ３９６，９６５

５ ．諸 引 当 金 ５２８，９７３ ５６４，３１０
⑴　賞 与 引 当 金 ６１，５００ ５９，５９５
⑵　退職給付引当金 ４４１，８３３ ４７８，９９６
⑶　役員退職慰労引当金 ２５，０７１ ２５，７１８
⑷　睡眠貯金払戻損失引当金 ５６６ －

６ ．再評価に係る繰延税金負債 ４０６，７６６ ３９７，０１１
負 債 の 部 合 計 １３４，３８３，３７１ １３４，４１６，１３０
（純 資 産 の 部）

１．組 合 員 資 本 ８，１３４，７３５ ８，０３６，３５６
⑴　出 資 金 ４，０８９，９４６ ４，２０７，４２５
⑵　利 益 剰 余 金 ４，１７１，０９８ ３，９５６，４６５

利 益 準 備 金 ２，１３８，９００ ２，０８７，９００
その他利益剰余金 ２，０３２，１９８ １，８６８，５６５
財務基盤整備強化積立金 ３５６，６９１ ３５６，６９１
リスク管理積立金 ９９０，０００ ８５０，０００
施設整備等積立金 ３００，０００ ３００，０００
当期未処分剰余金 ３８５，５０７ ３６１，８７４
（うち当期剰余金）（� ２７３，６７３）（� ２５１，１０３）

⑶　処 分 未 済 持 分 △１２６，３０９ △１２７，５３４
２ ．評 価 ・ 換 算 差 額 等 ６６０，００７ ６７０，４２１
⑴　土地再評価差額金 ６６０，００７ ６７０，４２１

純 資 産 の 部 合 計 ８，７９４，７４３ ８，７０６，７７７

負債及び純資産の部合計 １４３，１７８，１１５ １４３，１２２，９０７
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２ ．損益計算書 （単位：千円）

科 目
令和 ６年度

自：令和 ６年 ４月 １日
至：令和 ７年 ３月３１日

令和 ５年度
自：令和 ５年 ４月 １日
至：令和 ６年 ３月３１日

１ 　事 業 総 利 益 ２，６６０，５４７ ２，４６２，５８５
事 業 収 益 ６，１３８，４８７ ５，９５８，９３５
事 業 費 用 ３，４７７，９４０ ３，４９６，３４９
⑴　信 用 事 業 収 益 １，０９４，４７４ １，０１１，９５２

資 金 運 用 収 益 ９９０，８６４ ９１４，４８９
（う ち預金利息） （� ５０９，６７５）（� ４１６，９５９）
（うち有価証券利息） （� ４２，６２６）（� ４５，５８０）
（うち貸出金利息） （� ４３８，５６２）（� ４４５，４８２）
（うちその他受入利息） （� ０）（� ６，４６６）
役 務 取 引 等 収 益 ５５，７９２ ５０，４６６
そ の 他 経 常 収 益 ４７，８１７ ４６，９９５
⑵　信 用 事 業 費 用 ２０９，３２５ １９５，２０９

資 金 調 達 費 用 ４９，３６０ ７，４３２
（うち貯金利息） （� ３７，０８６）（� ４，７９２）
（うち給付補填備金繰入） （� ８）（� ３）
（うち譲渡性貯金利息） （� １０，４８３）（� ２７０）
（うち借入金利息） （� ２１３）（� ３００）
（うちその他支払利息） （� １，５６９）（� ２，０６４）
役務取引等費用 １２，７４４ １２，８５２
その他経常費用 １４７，２２０ １７４，９２４
（うち貸倒引当金戻入益） （� △１１，９７３）（� △１，７６７）
（うち睡眠貯金引当金戻入益） ５６６ －

信 用 事 業 総 利 益 ８８５，１４８ ８１６，７４２
⑶　共 済 事 業 収 益 ６３０，５５３ ６２８，６１５

共 済 付 加 収 入 ５８１，８６４ ５９１，８３９
そ の 他 の 収 益 ４８，６８８ ３６，７７６

⑷　共 済 事 業 費 用 ６４，８７３ ６７，０１８
共 済 推 進 費 ４９，４８２ ５１，４９４
共 済 保 全 費 １３８ １６７
そ の 他 の 費 用 １５，２５２ １５，３５６

共 済 事 業 総 利 益 ５６５，６７９ ５６１，５９７
⑸　購 買 事 業 収 益 ３，１１５，７１６ ３，１３８，３７３

購 買 品 供 給 高 ２，９４３，２９３ ２，９８４，４４２
購 買 手 数 料 １２，２８４ １０，９８１
修理サービス料 ４３，３５３ ４４，０１３
そ の 他 の 収 益 １１６，７８５ ９８，９３５

⑹　購 買 事 業 費 用 ２，６１１，３９５ ２，６５７，５９２
購買品供給原価 ２，５２１，０８６ ２，５７３，１０５
購 買 品 供 給 費 ４９，９５４ ４９，５９８
修理サービス費 ２，９１４ ２，２４１
そ の 他 の 費 用 ３７，４３９ ３２，６４５
（うち貸倒引当金戻入益） － （� △５６７）
（うち貸倒引当金繰入額） ５，３８７ －

購 買 事 業 総 利 益 ５０４，３２１ ４８０，７８０
⑺　販 売 事 業 収 益 ６３１，２４８ ５６５，３０２

販 売 品 販 売 高 ３，０３７ ２，２１３
販 売 手 数 料 ４２５，１００ ４０３，２９６
そ の 他 の 収 益 ２０３，１１０ １５９，７９２

⑻　販 売 事 業 費 用 ８８，４６７ ７８，０９５
販売品販売原価 ３，５６２ ２，０５７
販 売 費 ６３，６６１ ５７，３６６
そ の 他 の 費 用 ２１，２４３ １８，６７１
（うち貸倒引当金繰入額） ２４０ －
（うち貸倒引当金戻入益） － （� △３２２）

販 売 事 業 総 利 益 ５４２，７８０ ４８７，２０７

科 目
令和 ６年度

自：令和 ６年 ４月 １日
至：令和 ７年 ３月３１日

令和 ５年度
自：令和 ５年 ４月 １日
至：令和 ６年 ３月３１日

⑼　保 管 事 業 収 益 ２０８，４８４ ２１６，４６８
⑽　保 管 事 業 費 用 １１１，４６９ １２６，５１３
保 管 事 業 総 利 益 ９７，０１４ ８９，９５４
⑾　加 工 事 業 収 益 ４２，９４５ ４８，３８０
⑿　加 工 事 業 費 用 ３９，６５８ ４１，１６６
加 工 事 業 総 利 益 ３，２８７ ７，２１３
⒀　利 用 事 業 収 益 ４２３，４８２ ３６７，１８１
⒁　利 用 事 業 費 用 ３５０，６５７ ３３６，６２６
利 用 事 業 総 利 益 ７２，８２４ ３０，５５４
⒂　宅地等供給事業収益 ６，６８３ ６，６８３
⒃　宅地等供給事業費用 ６８１ ７１４
宅地等供給事業総利益 ６，００２ ５，９６９
⒄　指 導 事 業 収 入 ４７，１９８ ５０，６１２
⒅　指 導 事 業 支 出 ６３，７１０ ６８，０４８
指 導 事 業 収 支 差 額 △１６，５１２ △１７，４３５

２ 　事 業 管 理 費 ２，３６５，１９４ ２，３２１，２８９
⑴　人 件 費 １，４７５，３４７ １，４５２，７３５
⑵　業 務 費 ３０２，７４５ ２８５，７２８
⑶　諸 税 負 担 金 ８５，０９２ ８２，６５３
⑷　施 設 費 ４９１，５２６ ４８０，６０５
⑸　その他事業管理費 １０，４８２ １９，５６６

事　　業　　利　　益 ２９５，３５２ １４１，２９６
３ 　事 業 外 収 益 １０４，４００ １９３，３６５
⑴　受 取 雑 利 息 ６ １３
⑵　受取出資配当金 ３４，４４１ １１７，２２９
⑶　賃 貸 料 ５７，５９８ ５９，７３４
⑷　雑 収 入 １２，３５３ １６，３８７

４ 　事 業 外 費 用 ３５，７６４ ３７，７８０
⑴　賃貸施設関連費用 ２４，７１０ ２７，３２８
⑵　貸倒引当金戻入益 △２３ －
⑶　賃倒引当金繰入額 － ２５
⑷　寄 付 金 ５０ ５０
⑸　雑 損 失 １１，０２７ １０，３７６

経　　常　　利　　益 ３６３，９８９ ２９６，８８１
５ 　特 別 利 益 ９０９ １５５，１３６
⑴　固定資産処分益 ９０９ －
⑵　一 般 補 助 金 － １５５，１３６

６ 　特 別 損 失 １１，２０４ １５７，４１０
⑴　固定資産処分損 １１，２０４ ２，２７４
⑵　固定資産圧縮損 － １５５，１３６

税 引 前 当 期 利 益 ３５３，６９３ ２９４，６０６
法人税、住民税及び事業税 ７９，７７８ ４０，６１０
法 人 税 等 調 整 額 ２４１ ２，８９２
法 人 税 等 合 計 ８０，０１９ ４３，５０２
当 期 剰 余 金 ２７３，６７３ ２５１，１０３
当 期 首 繰 越 剰 余 金 １１１，８３４ １１０，７７０
当 期 未 処 分 剰 余 金 ３８５，５０７ ３６１，８７４
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３ ．注　記　表

令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１ ．次に掲げるものの評価基準及び評価方法
　⑴�　有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及
び評価方法

　　①　満期保有目的の債券…償却原価法（定額法）
　　②　子会社株式等…………移動平均法による原価法
　　③　その他有価証券
　　　　市場価格のない株式等
　　　　　　　　　　　　……移動平均法による原価法
　⑵　棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　　購買品（肥料、農薬等）
　　　　　　　　　　　　……�総平均法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に
よる簿価切下げの方法）

　　　購買品（農機製品、自動車）
　　　　　　　　　　　　……�個別法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下によ
る簿価切下げの方法）

　　　購買品（生活品等）……��売価還元法による低価法
　　　宅地等（販売用不動産）
　　　　　　　　　　　　……�個別法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下によ
る簿価切下げの方法）

　　　その他の棚卸資産（加工品）
　　　　　　　　　　　　……�総平均法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に
よる簿価切下げの方法）

　　　その他の棚卸資産（加工品以外）
　　　　　　　　　　　　……最終仕入原価法

２ ．固定資産の減価償却の方法　
　⑴　有形固定資産（リース資産を除く）
　　�　定率法を採用しております。ただし、平成１０年 ４ 月 １
日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平
成２８年 ４ 月 １ 日以降に取得した建物附属設備及び構築物
については、定額法を採用しております。

　⑵　無形固定資産（リース資産を除く）
　　　定額法
　⑶　リース資産
　　�　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

３ ．引当金の計上基準
　⑴　貸倒引当金
　　�　貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定規程、
経理規程及び資産の償却・引当要領に則り、次のとおり
計上しています。

　　�　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生してい
る債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそ

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１ ．次に掲げるものの評価基準及び評価方法
　⑴�　有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及
び評価方法

　　①　満期保有目的の債券…償却原価法（定額法）
　　②　子会社株式等…………移動平均法による原価法
　　③　その他有価証券
　　　　市場価格のない株式等
　　　　　　　　　　　　……�移動平均法による原価法
　⑵　棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　　購買品（肥料、農薬等）
　　　　　　　　　　　　……�総平均法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に
よる簿価切下げの方法）

　　　購買品（農機製品、自動車）
　　　　　　　　　　　　……�個別法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下によ
る簿価切下げの方法）

　　　購買品（生活品等）……��売価還元法による低価法
　　　宅地等（販売用不動産）
　　　　　　　　　　　　……�個別法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下によ
る簿価切下げの方法）

　　　その他の棚卸資産（加工品）
　　　　　　　　　　　　……�総平均法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に
よる簿価切下げの方法）

　　　その他の棚卸資産（加工品以外）
　　　　　　　　　　　　……最終仕入原価法

２ ．固定資産の減価償却の方法
　⑴　有形固定資産（リース資産を除く）
　　�　定率法を採用しております。ただし、平成１０年 ４ 月 １
日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平
成２８年 ４ 月 １ 日以降に取得した建物附属設備及び構築物
については、定額法を採用しております。

　⑵　無形固定資産（リース資産を除く）
　　　定額法
　⑶　リース資産
　　�　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

３ ．引当金の計上基準
　⑴　貸倒引当金
　　�　貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定規程、
経理規程及び資産の償却・引当要領に則り、次のとおり
計上しています。

　　�　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生してい
る債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそ
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令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

れと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」とい
う。）に係る債権については、債権額から、担保の処分
可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、そ
の残額を計上しています。

　　�　また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻
に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻
懸念先」という。）に係る債権のうち債権の元本の回収
に係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることがで
きる債権については、当該キャッシュ・フローと債権の
帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による回収
可能見込額を控除した残額との差額を引当てています。
なお、債権残高が５，０００千円以下の債権については、貸
出金等に係る今後の予想損失額を見込んで計上しており、
予想損失額は、過去の一定期間における貸倒実績率の平
均値に基づき算定しております。

　　�　上記以外の債権については、主として今後 １年間の予
想損失額又は今後 ３年間の予想損失額を見込んで計上し
ており、予想損失額は、 １年間または ３年間の貸倒実績
を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均
値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等の必要な
修正を加えて算定しております。

　　�　すべての債権は、資産査定規程に基づき、融資担当部
署等が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監
査部署が査定結果を監査しております。

　⑵　賞与引当金
　　�　職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給
見込額のうち当事業年度負担分を計上しています。

　⑶　退職給付引当金
　　�　職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してい
ます。

　　①　退職給付見込額の期間帰属方法
　　　�　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当

事業年度までの期間に帰属させる方法については、期
間定額基準によっています。

　　②　数理計算上の差異、過去勤務費用の費用処理方法
　　　�　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時

における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（ ５年）による定額法により按分した額を、それぞれ
発生の翌事業年度から費用処理することとしています。

　　　�　過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（ ５年）による定額法により費
用処理しています。

　⑷　役員退職慰労引当金
　　�　役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規
程に基づく期末要支給額を計上しています。

　⑸　外部出資等損失引当金
　　�　当ＪＡの外部出資先への出資に係る損失に備えるため、
出資形態が株式のものについては有価証券の評価と同様
の方法により、株式以外のものについては貸出債権と同

れと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」とい
う。）に係る債権については、債権額から、担保の処分
可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、そ
の残額を計上しています。

　　�　また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻
に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻
懸念先」という。）に係る債権のうち債権の元本の回収
に係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることがで
きる債権については、当該キャッシュ・フローと債権の
帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による回収
可能見込額を控除した残額との差額を引当てています。
なお、債権残高が５，０００千円以下の債権については、貸
出金等に係る今後の予想損失額を見込んで計上しており、
予想損失額は、過去の一定期間における貸倒実績率の平
均値に基づき算定しております。

　　�　上記以外の債権については、主として今後 １年間の予
想損失額又は今後 ３年間の予想損失額を見込んで計上し
ており、予想損失額は、 １年間または ３年間の貸倒実績
を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均
値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等の必要な
修正を加えて算定しております。

　　�　すべての債権は、資産査定規程に基づき、融資担当部
署等が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監
査部署が査定結果を監査しております。

　⑵　賞与引当金
　　�　職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給
見込額のうち当事業年度負担分を計上しています。

　⑶　退職給付引当金
　　�　職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してい
ます。

　　①　退職給付見込額の期間帰属方法
　　　�　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当

事業年度までの期間に帰属させる方法については、期
間定額基準によっています。

　　②　数理計算上の差異、過去勤務費用の費用処理方法
　　　�　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時

における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（ ５年）による定額法により按分した額を、それぞれ
発生の翌事業年度から費用処理することとしています。

　　　�　過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（ ５年）による定額法により費
用処理しています。

　⑷　役員退職慰労引当金
　　�　役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規
程に基づく期末要支給額を計上しています。

　⑸　外部出資等損失引当金
　　�　当ＪＡの外部出資先への出資に係る損失に備えるため、
出資形態が株式のものについては有価証券の評価と同様
の方法により、株式以外のものについては貸出債権と同
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様の方法により、必要と認められる額を計上しています。
　⑹　睡眠貯金払戻損失引当金
　　�　睡眠貯金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠貯金に
ついて貯金者からの払い戻し請求に基づく払戻損失に備
えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込
額を計上しています。

４ ．収益及び費用の計上基準
　�　当ＪＡとの利用者等との契約から生じる収益に関する主
要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する
通常の時点は以下のとおりです。
　　①　購買事業
　　　�　農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を共同購

入し、組合員に供給する事業であり、当ＪＡは利用者
等との契約に基づき、購買品を引き渡す義務を負って
おります。この利用者等に対する履行義務は、購買品
の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益
を認識しております。

　　②　販売事業
　　　�　組合員が生産した農畜産物を当組合が集荷して共同

で業者等に販売する事業であり、当ＪＡは利用者等と
の契約に基づき、販売品を引き渡す義務を負っており
ます。この利用者等に対する履行義務は、販売品の引
き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認
識するほか、適用指針第９８項に定める代替的な取扱い
を適用し、出荷時点で収益を認識しております。

　　③　保管事業
　　　�　組合員が生産した米・大豆等の農産物を保管・管理

する事業であり、当ＪＡは利用者等との契約に基づき、
役務提供する義務を負っております。この利用者等に
対する履行義務は、農産物の保管期間にわたって充足
することから、当該サービスの進捗度に応じて収益を
認識しております。

　　④　加工事業
　　　�　組合員が生産した農産物を原料に、加工食品等を製

造して販売する事業であり、当ＪＡは利用者等との契
約に基づき、加工した商品を引き渡す義務を負ってお
ります。この利用者等に対する履行義務は、販売品の
引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を
認識しております。

　　⑤　利用事業
　　　�　カントリーエレベーター・ライスセンター・育苗セ

ンター・共同選果場等の施設を設置して、共同で利用
する事業であり、当ＪＡは利用者等との契約に基づき、
役務提供する義務を負っております。この利用者等に
対する履行義務は、各種施設における作業が完了した
時点で充足することから、当該時点で収益を認識して
おります。

　　⑥　指導事業
　　　�　組合員の営農にかかる各種相談・研修・経理サービ

様の方法により、必要と認められる額を計上しています。

４ ．収益及び費用の計上基準
　�　当ＪＡとの利用者等との契約から生じる収益に関する主
要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する
通常の時点は以下のとおりです。

　　①　購買事業
　　　�　農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を共同購

入し、組合員に供給する事業であり、当ＪＡは利用者
等との契約に基づき、購買品を引き渡す義務を負って
おります。この利用者等に対する履行義務は、購買品
の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益
を認識しております。

　　②　販売事業
　　　�　組合員が生産した農畜産物を当組合が集荷して共同

で業者等に販売する事業であり、当ＪＡは利用者等と
の契約に基づき、販売品を引き渡す義務を負っており
ます。この利用者等に対する履行義務は、販売品の引
き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認
識するほか、適用指針第９８項に定める代替的な取扱い
を適用し、出荷時点で収益を認識しております。

　　③　保管事業
　　　�　組合員が生産した米・大豆等の農産物を保管・管理

する事業であり、当ＪＡは利用者等との契約に基づき、
役務提供する義務を負っております。この利用者等に
対する履行義務は、農産物の保管期間にわたって充足
することから、当該サービスの進捗度に応じて収益を
認識しております。

　　④　加工事業
　　　�　組合員が生産した農産物を原料に、加工食品等を製

造して販売する事業であり、当ＪＡは利用者等との契
約に基づき、加工した商品を引き渡す義務を負ってお
ります。この利用者等に対する履行義務は、販売品の
引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を
認識しております。

　　⑤　利用事業
　　　�　カントリーエレベーター・ライスセンター・育苗セ

ンター・共同選果場等の施設を設置して、共同で利用
する事業であり、当ＪＡは利用者等との契約に基づき、
役務提供する義務を負っております。この利用者等に
対する履行義務は、各種施設における作業が完了した
時点で充足することから、当該時点で収益を認識して
おります。

　　⑥　指導事業
　　　�　組合員の営農にかかる各種相談・研修・経理サービ
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スを提供する事業であり、当ＪＡは利用者等との契約
に基づき、役務提供する義務を負っております。この
利用者等に対する履行義務は、主にサービスの提供が
完了した時点で充足することから、当該時点で収益を
認識しております。

５ ．消費税及び地方消費税の会計処理
　�　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によって
います。
　�　ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は「雑資
産」に計上し、 ５年間で均等償却を行っています。

６ ．記載金額の端数処理等
　�　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しており、金額千
円未満の科目については「 ０」で表示しています。

７ ．その他計算書類等の作成のための基本となる重要な事項
　⑴　事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法
　　�　当ＪＡは、事業別の収益及び費用について、事業間取
引の相殺表示を行っておりません。よって、事業別の収
益及び費用については、事業間の内部取引も含めて表示
しております。

　　�　ただし、損益計算書の事業収益、事業費用については、
農業協同組合法施行規則に従い、各事業間の内部損益を
除去した額を記載しております。

　⑵　米共同計算
　　�　当ＪＡは生産者が生産した農作物を無条件委託販売に
より販売を行い、販売代金と販売に要する経費をプール
計算することで生産者に支払いをする共同計算を行って
おります。

　　�　そのうち、取扱いが特に大きい主食用米については、
販売を当組合が再委託した全国農業協同組合連合会秋田
県本部が行い、県域でプール計算を行う「県域共同計
算」、販売を全農県本部または当ＪＡが行い、ＪＡ段階
でプール計算を行う「ＪＡ共同計算」によっております。

　　�　共同計算の会計処理については、貸借対照表の経済受
託債権に、受託販売について生じた委託者に対する立替
金及び販売品の販売委託者に支払った概算金を計上して
おります。

　　�　また、経済受託債務に、受託販売品の販売代金を計上
しております。

　　�　これらの経済受託債権及び経済受託債務については、
共同計算にかかる収入（販売代金等）と支出（概算金、
販売手数料、倉庫保管料、運搬費等）の計算を行った時
点や、当ＪＡが受け取る販売手数料を控除した残額を精
算金として生産者に支払った時点において、経済受託債
権及び経済受託債務を相殺・減少する会計処理を行って
おります。

　⑶�　当ＪＡが代理人として関与する取引の損益計算書の表示
　　�　購買事業収益のうち、当組合が代理人として購買品の

スを提供する事業であり、当ＪＡは利用者等との契約
に基づき、役務提供する義務を負っております。この
利用者等に対する履行義務は、主にサービスの提供が
完了した時点で充足することから、当該時点で収益を
認識しております。

５ ．消費税及び地方消費税の会計処理
　�　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によって
います。

　�　ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は「雑資
産」に計上し、 ５年間で均等償却を行っています。

６ ．記載金額の端数処理等
　�　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しており、金額千
円未満の科目については「 ０」で表示しています。

７ ．その他計算書類等の作成のための基本となる重要な事項
　⑴　事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法
　　�　当ＪＡは、事業別の収益及び費用について、事業間取
引の相殺表示を行っておりません。よって、事業別の収
益及び費用については、事業間の内部取引も含めて表示
しております。

　　�　ただし、損益計算書の事業収益、事業費用については、
農業協同組合法施行規則に従い、各事業間の内部損益を
除去した額を記載しております。

　⑵　米共同計算
　　�　当ＪＡは生産者が生産した農作物を無条件委託販売に
より販売を行い、販売代金と販売に要する経費をプール
計算することで生産者に支払いをする共同計算を行って
おります。

　　�　そのうち、取扱いが特に大きい主食用米については、
販売を当組合が再委託した全国農業協同組合連合会秋田
県本部が行い、県域でプール計算を行う「県域共同計
算」、販売を全農県本部または当ＪＡが行い、ＪＡ段階
でプール計算を行う「ＪＡ共同計算」によっております。

　　�　共同計算の会計処理については、貸借対照表の経済受
託債権に、受託販売について生じた委託者に対する立替
金及び販売品の販売委託者に支払った概算金を計上して
おります。

　　�　また、経済受託債務に、受託販売品の販売代金を計上
しております。

　　�　これらの経済受託債権及び経済受託債務については、
共同計算にかかる収入（販売代金等）と支出（概算金、
販売手数料、倉庫保管料、運搬費等）の計算を行った時
点や、当ＪＡが受け取る販売手数料を控除した残額を精
算金として生産者に支払った時点において、経済受託債
権及び経済受託債務を相殺・減少する会計処理を行って
おります。

　⑶�　当ＪＡが代理人として関与する取引の損益計算書の表示
　　�　購買事業収益のうち、当組合が代理人として購買品の
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供給に関与している場合には、純額で収益を認識して、
購買手数料として表示しております。また、販売事業収
益のうち、当ＪＡが代理人として販売品の販売に関与し
ている場合には、総額で収益を認識して、販売手数料と
して表示しております。

Ⅱ．会計上の見積もりに関する注記
１ ．繰延税金資産の回収可能性
　⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額
　　　繰延税金資産（純額）　１８３，６０３千円
　　　（繰延税金負債と相殺前の金額は１８７，２８９千円です）
　⑵　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
　　�　繰延税金資産の計上は、次年度以降において将来減算
一時差異を利用可能な課税所得の見積り額を限度として
行っています。

　　�　次年度以降の課税所得の見積りについては、令和 ７年
３月に作成した中期経営計画を基礎として、当組合が将
来獲得可能な課税所得の時期および金額を合理的に見
積っております。

　　�　しかし、これらの見積りは将来の不確実な経営環境及
び組合の経営状況の影響を受けます。よって、実際に課
税所得が生じた時期及び金額が見積りと異なった場合に
は、次年度以降の計算書類において認識する繰延税金資
産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

　　�　また、将来の税制改正により、法定実効税率が変更され
た場合には、次年度以降の計算書類において認識する繰延
税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

２ ．固定資産の減損
　⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額
　　　減損損失　　　－千円
　⑵　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
　　�　資産グループに減損の兆候が存在する場合には、当該
資産グループの割引前将来キャッシュ・フローと帳簿価
額を比較することにより、当該資産グループについての
減損の要否の判定を実施しております。

　　�　減損の要否に係る判定単位であるキャッシュ・フロー
生成単位については、他の資産または資産グループの
キャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・
インフローを生成させるものとして識別される資産グ
ループの最小単位としております。

　　�　固定資産の減損の要否の判定において、将来キャッ
シュ・フローについては、令和 ６年 ３月に作成した中期
経営計画を基礎として算出しており、中期計画以降の将
来キャッシュ・フローや、割引率等については、一定の
仮定を設定して算出しております。

　　�　これらの仮定は将来の不確実な経営環境及び組合の経
営状況の影響を受け、翌事業年度以降の計算書類に重要
な影響を与える可能性があります。

供給に関与している場合には、純額で収益を認識して、
購買手数料として表示しております。また、販売事業収
益のうち、当ＪＡが代理人として販売品の販売に関与し
ている場合には、総額で収益を認識して、販売手数料と
して表示しております。

Ⅱ．会計上の見積もりに関する注記
１ ．繰延税金資産の回収可能性
　⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額
　　　繰延税金資産（純額）　１８４，０２６千円
　　　（繰延税金負債と相殺前の金額は１８８，０５６千円です）
　⑵　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
　　�　繰延税金資産の計上は、次年度以降において将来減算
一時差異を利用可能な課税所得の見積り額を限度として
行っています。

　　�　次年度以降の課税所得の見積りについては、令和 ６年
３月に作成した中期経営計画を基礎として、当組合が将
来獲得可能な課税所得の時期および金額を合理的に見
積っております。

　　�　しかし、これらの見積りは将来の不確実な経営環境及
び組合の経営状況の影響を受けます。よって、実際に課
税所得が生じた時期及び金額が見積りと異なった場合に
は、次年度以降の計算書類において認識する繰延税金資
産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

　　�　また、将来の税制改正により、法定実効税率が変更され
た場合には、次年度以降の計算書類において認識する繰延
税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

２ ．固定資産の減損
　　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
　�　資産グループに減損の兆候が存在する場合には、当該資
産グループの割引前将来キャッシュ・フローと帳簿価額を
比較することにより、当該資産グループについての減損の
要否の判定を実施しております。

　�　減損の要否に係る判定単位であるキャッシュ・フロー生
成単位については、他の資産または資産グループのキャッ
シュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフ
ローを生成させるものとして識別される資産グループの最
小単位としております。

　�　固定資産の減損の要否の判定において、将来キャッ
シュ・フローについては、令和 ６年 ３月に作成した中期経
営計画を基礎として算出しており、中期計画以降の将来
キャッシュ・フローや、割引率等については、一定の仮定
を設定して算出しております。

　�　これらの仮定は将来の不確実な経営環境及び組合の経営
状況の影響を受け、翌事業年度以降の計算書類に重要な影
響を与える可能性があります。
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３ ．貸倒引当金
　⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額
　　　貸倒引当金　１９４，３１１千円
　⑵　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
　　①　算定方法
　　　�　「Ｉ　重要な会計方針に係る事項に関する注記」の

「 ３．引当金の計上基準」の「⑴貸倒引当金」に記載
しております。

　　②　主要な仮定
　　　�　主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先

の将来の業績見通し」であります。「債務者区分の判
定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者
の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。

　　③　翌事業年度に係る計算書類に与える影響
　　　�　個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用

いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る計算書
類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性が
あります。

Ⅲ．貸借対照表に関する注記
１ ．有形固定資産に係る圧縮記帳額
　�　国庫補助金、工事負担金等により有形固定資産の取得価
額から控除している圧縮記帳額は４５９，１８３千円であり、そ
の内訳は、次のとおりです。
　　建　　　物　１２６，３５０千円　　構　築　物　２０，４９５千円
　　機 械 装 置　２７０，５６２千円　　車両運搬具　４１，７７４千円

２ ．担保に供している資産
　�　定期預金１１，８００，０００千円を為替決済の担保に供していま
す。

３ ．子会社等に対する金銭債権・債務
　　子会社等に対する金銭債権の総額� １６，５７８千円
　　子会社等に対する金銭債務の総額� ６８４，９９８千円

４ ．役員に対する金銭債権・債務
　　理事及び監事に対する金銭債権の総額� ７４，３５４千円

５ �．債権のうち農業協同組合法施行規則第２０４条第 １項第 １
号ホ⑵ⅰからⅳまでに掲げるものの額及びその合計額
　�　債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権額は
97，734千円、危険債権額は５０６，６３３千円です。
　�　なお、破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産
手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由
により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれ
らに準ずる債権です。
　�　また、危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っ
ていないものの、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に
従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能
性の高い債権（破産更生債権及びこれらに準ずる債権を除

３ ．貸倒引当金
　⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額
　　　貸倒引当金　２００，６８１千円
　⑵　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
　　①　算定方法
　　　�　「Ｉ　重要な会計方針に係る事項に関する注記」の

「 ３．引当金の計上基準」の「⑴貸倒引当金」に記載
しております。

　　②　主要な仮定
　　　�　主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先

の将来の業績見通し」であります。「債務者区分の判
定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者
の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。

　　③　翌事業年度に係る計算書類に与える影響
　　　�　個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用

いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る計算書
類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性が
あります。

Ⅲ．貸借対照表に関する注記
１ ．有形固定資産に係る圧縮記帳額
　�　国庫補助金、工事負担金等により有形固定資産の取得価
額から控除している圧縮記帳額は４５９，１８３千円であり、そ
の内訳は、次のとおりです。

　　建　　　物　　１２６，３５０千円　　構　築　物　２０，４９５千円
　　機 械 装 置　　２７０，５６２千円　　車両運搬具　４１，７７４千円

２ ．担保に供している資産
　�　定期預金１１，８００，０００千円を為替決済の担保に供していま
す。

３ ．子会社等に対する金銭債権・債務
　　子会社等に対する金銭債権の総額� ２６，３４２千円
　　子会社等に対する金銭債務の総額� ５９６，９８７千円

４ ．役員に対する金銭債権・債務
　　理事及び監事に対する金銭債権の総額� １１９，８８０千円

５ �．債権のうち農業協同組合法施行規則第２０４条第 １項第 １
号ホ⑵ⅰからⅳまでに掲げるものの額及びその合計額

　�　債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権額は
１１３，１８２千円、危険債権額は３２０，０９５千円です。

　�　なお、破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産
手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由
により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれ
らに準ずる債権です。

　�　また、危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っ
ていないものの、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に
従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能
性の高い債権（破産更生債権及びこれらに準ずる債権を除
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く。）です。
　�　債権のうち、三月以上延滞債権額はなく、貸出条件緩和
債権額は２０，１３９千円です。
　�　なお、三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約
定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更
生債権及びこれらに準ずる債権及び危険債権に該当しない
ものです。
　�　また、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支
援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払い猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利とな
る取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ず
る債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該当しないもの
です。
　�　破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月
以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の合計額は６２４，５０７千
円です。
　�　なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額
です。
　　
６ ．土地の再評価に関する法律に基づく再評価
　�　「土地の再評価に関する法律」（平成１０年 ３ 月３１日公布
法律第３４号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改
正する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再
評価差額については当該再評価差額に係る税金相当額を
「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、
これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産
の部に計上しています。
　①　再評価を行った年月日� 平成１２年 ３ 月３１日
　②�　再評価を行った土地の当事業年度末における時価の合
計額が再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金額

� １，１８２，７５０千円
　③　同法律第 ３条第 ３項に定める再評価の方法
　　�　土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年 ３ 月３１日
公布政令第１１９号）第 ２条第 ３号に定める、当該事業用
土地について地方税法第３４１条第１０号の土地課税台帳又
は同条第１１号の土地補充課税台帳に登録されている価格
（固定資産税評価額）に合理的な調整を行い算出してい
ます。

Ⅳ．損益計算書に関する注記
１ ．子会社等との取引高の総額
　⑴　子会社等との取引による収益総額� １０１，８５０千円
　　　うち事業取引高� ６２，０３０千円
　　　うち事業取引以外の取引高� ３９，８２０千円
　⑵　子会社等との取引による費用総額� ５６，０２４千円
　　　うち事業取引高� ５６，０２４千円
　　　うち事業取引以外の取引高� －　千円

く。）です。
　�　債権のうち、三月以上延滞債権額はなく、貸出条件緩和
債権額は１０，４２２千円です。

　�　なお、三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約
定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更
生債権及びこれらに準ずる債権及び危険債権に該当しない
ものです。

　�　また、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支
援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払い猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利とな
る取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ず
る債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該当しないもの
です。

　�　破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月
以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の合計額は４４３，６９９千
円です。

　�　なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額
です。

６．土地の再評価に関する法律に基づく再評価
　�　「土地の再評価に関する法律」（平成１０年 ３ 月３１日公布
法律第３４号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改
正する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再
評価差額については当該再評価差額に係る税金相当額を
「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、
これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産
の部に計上しています。

　①　再評価を行った年月日� 平成１２年 ３ 月３１日
　②�　再評価を行った土地の当事業年度末における時価の合
計額が再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金額

� １，１９２，７０８千円
　③　同法律第 ３条第 ３項に定める再評価の方法
　　�　土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年 ３ 月３１日
公布政令第１１９号）第 ２条第 ３号に定める、当該事業用
土地について地方税法第３４１条第１０号の土地課税台帳又
は同条第１１号の土地補充課税台帳に登録されている価格
（固定資産税評価額）に合理的な調整を行い算出してい
ます。

Ⅳ．損益計算書に関する注記
１ ．子会社等との取引高の総額
　⑴　子会社等との取引による収益総額� ９６，７０６千円
　　　うち事業取引高� ５５，４１３千円
　　　うち事業取引以外の取引高� ４１，２９３千円
　⑵　子会社等との取引による費用総額� ６３，５６０千円
　　　うち事業取引高� ６３，５６０千円
　　　うち事業取引以外の取引高� －　千円
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Ⅴ．金融商品に関する注記
１ ．金融商品の状況に関する事項
　⑴　金融商品に対する取組方針
　　�　当ＪＡは農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、
農家組合員や地域内の企業や団体などへ貸付け、残った
余裕金を農林中央金庫へ預けているほか、国債や地方債
などの債券、有価証券による運用を行っています。

　⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　　�　当ＪＡが保有する金融資産は、主として当ＪＡ管内の
組合員等に対する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、
組合員等の契約不履行によってもたらされる信用リスク
に晒されています。

　　�　また、有価証券は債券であり、満期保有目的で保有し
ています。これらは発行体の信用リスク、金利の変動リ
スク及び市場価格の変動リスクに晒されています。

　　�　営業債権である経済事業未収金、経済受託債権は、組
合員等の信用リスクに晒されています。

　⑶　金融商品に係るリスク管理体制
　　①　信用リスクの管理
　　　�　当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件については

理事会において対応方針を決定しています。また、通
常の貸出取引については、本店にリスク対策課を設置
し各支店との連携を図りながら、与信審査を行ってい
ます。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フ
ローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保
評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を
行っています。貸出取引において資産の健全性の維
持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行って
います。不良債権については管理・回収方針を作成・
実践し、資産の健全化に取り組んでいます。また、資
産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償
却・引当要領」に基づき必要額を計上し、資産及び財
務の健全化に努めています。

　　②　市場リスクの管理
　　　�　当ＪＡでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市

場性リスクを的確にコントロールすることにより、収
益化及び財務の安定化を図っています。このため、財
務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視した
ＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを
実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財
務構造の構築に努めています。

　　　�　とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経
済見通しなどの投資環境分析及び当ＪＡの保有有価証
券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事
会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成
するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報
交換及び意思決定を行っています。運用部門は、理事
会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された
方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを
行っています。運用部門が行った取引についてはリス

Ⅴ．金融商品に関する注記
１ ．金融商品の状況に関する事項
　⑴　金融商品に対する取組方針
　　�　当ＪＡは農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、
農家組合員や地域内の企業や団体などへ貸付け、残った
余裕金を農林中央金庫へ預けているほか、国債や地方債
などの債券、有価証券による運用を行っています。

　⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　　�　当ＪＡが保有する金融資産は、主として当ＪＡ管内の
組合員等に対する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、
組合員等の契約不履行によってもたらされる信用リスク
に晒されています。

　　�　また、有価証券は債券であり、満期保有目的で保有し
ています。これらは発行体の信用リスク、金利の変動リ
スク及び市場価格の変動リスクに晒されています。

　　�　営業債権である経済事業未収金、経済受託債権は、組
合員等の信用リスクに晒されています。

　⑶　金融商品に係るリスク管理体制
　　①　信用リスクの管理
　　　�　当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件については

理事会において対応方針を決定しています。また、通
常の貸出取引については、本店にリスク対策課を設置
し各支店との連携を図りながら、与信審査を行ってい
ます。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フ
ローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保
評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を
行っています。貸出取引において資産の健全性の維
持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行って
います。不良債権については管理・回収方針を作成・
実践し、資産の健全化に取り組んでいます。また、資
産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償
却・引当要領」に基づき必要額を計上し、資産及び財
務の健全化に努めています。

　　②　市場リスクの管理
　　　�　当ＪＡでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市

場性リスクを的確にコントロールすることにより、収
益化及び財務の安定化を図っています。このため、財
務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視した
ＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを
実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財
務構造の構築に努めています。

　　　�　とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経
済見通しなどの投資環境分析及び当ＪＡの保有有価証
券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事
会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成
するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報
交換及び意思決定を行っています。運用部門は、理事
会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された
方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを
行っています。運用部門が行った取引についてはリス
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ク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェッ
クし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告して
います。

　　　（市場リスクに係る定量的情報）
　　　�　当ＪＡで保有している金融商品はすべてトレーディ

ング目的以外の金融商品です。当ＪＡにおいて、主要
なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる
金融商品は、預金、貸出金、貯金です。

　　　�　当ＪＡでは、これらの金融資産及び金融負債につい
て、期末後 １年程度の金利の合理的な予想変動幅を用
いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理に
あたっての定量的分析に利用しています。

　　　�　金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定
し、当事業年度末現在、指標となる金利が０．１６％下落
したものと想定した場合には、経済価値が２６，８３２千円
増加するものと把握しています。

　　　�　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合
を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関
を考慮していません。

　　　�　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生
じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性が
あります。

　　　�　なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案
件にかかる未実行金額についても含めて計算していま
す。

　　③　資金調達に係る流動性リスクの管理　
　　　�　当ＪＡでは、資金繰りリスクについては、運用・調

達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性
の確保に努めています。また、市場流動性リスクにつ
いては、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、
商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、
運用方針などの策定の際に検討を行っています。

　⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　�　金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市
場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含
まれています。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。

ク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェッ
クし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告して
います。

　　　（市場リスクに係る定量的情報）
　　　�　当ＪＡで保有している金融商品はすべてトレーディ

ング目的以外の金融商品です。当ＪＡにおいて、主要
なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる
金融商品は、預金、貸出金、貯金です。

　　　�　当ＪＡでは、これらの金融資産及び金融負債につい
て、期末後 １年程度の金利の合理的な予想変動幅を用
いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理に
あたっての定量的分析に利用しています。

　　　�　金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定
し、当事業年度末現在、指標となる金利が０．３９％上昇
したものと想定した場合には、経済価値が２８，６７５千円
増加するものと把握しています。

　　　�　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合
を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関
を考慮していません。

　　　�　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生
じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性が
あります。

　　　�　なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案
件にかかる未実行金額についても含めて計算していま
す。

　　③　資金調達に係る流動性リスクの管理
　　　�　当ＪＡでは、資金繰りリスクについては、運用・調

達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性
の確保に努めています。また、市場流動性リスクにつ
いては、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、
商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、
運用方針などの策定の際に検討を行っています。

　⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　�　金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市
場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含
まれています。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
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２ ．金融商品の時価に関する事項
　⑴　金融商品の貸借対照表計上額および時価等
　　�　当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこ
れらの差額は、次のとおりです。

　　�　なお、市場価格のない株式等は、次表には含めており
ません。

（単位：千円）

貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額

預 金 ７５，２１８，８４１ ７５，０５８，１３３ △１６０，７０７
有 価 証 券
満期保有目的の債権 ７，４６８，１２９ ６，１３２，５８６ △１，３３５，５４２
貸 出 金 ３８，１７５，５２４
貸倒引当金（＊１） △１８０，０６８
貸倒引当金控除後 ３７，９９５，４５６ ３８，２８５，８８３ ２９０，４２７
経済事業未収金 １，７９２，４３１
貸倒引当金（＊２） △１４，２３０
貸倒引当金控除後 １，７７８，２０１ １，７７８，２０１ －
経 済 受 託 債 権 ２，９６０，３８４ ２，９６０，３８４ －
資 産 計 １２５，４２１，０１３ １２４，２１５，１９０ △１，２０５，８２２
貯 金 １１７，８６１，７８９ １１７，５８４，７７８ △２７７，０１１
譲 渡 性 貯 金 １２，６００，０００ １２，５９６，３３１ △３，６６８
負 債 計 １３０，４６１，７８９ １３０，１８１，１１０ △２８０，６７９

（＊ １）�貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当
金を控除しています。

（＊ ２）�経済事業未収金に対応する一般貸倒引当金及び個別
貸倒引当金を控除しています。

　⑵　金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明
　　【資　　　産】
　　①　預　　　金
　　　�　満期のない預金については、時価は帳簿価額と近

似していることから、当該帳簿価額によっています。
満期のある預金については、期間に基づく区分ごと
に、リスクフリーレートである翌日物金利スワップ
（Ｏｖｅｒｎｉｇｈｔ　Ｉｎｄｅｘ　Ｓｗａｐ　以下ＯＩＳという）の
レートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額とし
て算定しています。

　　②　有 価 証 券
　　　�　有価証券について、主に国債については、活発な市

場における無調整の相場価格を利用しています。地方
債や社債については、公表された相場価格を用いてい
ます。相場価格が入手できない場合には、取引金融機
関等から提示された価格によっています。

　　③　貸　出　金
　　　�　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市

場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大
きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似して
いることから当該帳簿価額によっています。

　　　�　一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期
間に基づく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフ

２ ．金融商品の時価に関する事項
　⑴　金融商品の貸借対照表計上額および時価等
　　�　当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこ
れらの差額は、次のとおりです。

　　�　なお、市場価格のない株式等は、次表には含めており
ません。

� （単位：千円）

貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額

預 金 ７８，９３５，４２０ ７８，８９６，３９６ △３９，０２３
有 価 証 券
満期保有目的の債権 ７，６０３，８８６ ６，８３４，９２４ △７６８，９６１
貸 出 金 ３７，５９５，７２５
貸倒引当金（＊１） △１９２，０４１
貸倒引当金控除後 ３７，４０３，６８４ ３８，０５６，９９８ ６５３，３１３
経済事業未収金 １，５５１，０３１
貸倒引当金（＊２） △８，６０３
貸倒引当金控除後 １，５４２，４２７ １，５４２，４２７ －
経 済 受 託 債 権 １，７４２，６４８ １，７４２，６４８ －
資 産 計 １２７，２２８，０６６ １２７，０７３，３９５ △１５４，６７１
貯 金 １３１，１５４，５５５ １３１，０７６，６７２ △７７，８８２
負 債 計 １３１，１５４，５５５ １３１，０７６，６７２ △７７，８８２

（＊ １ �）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当
金を控除しています。

（＊ ２ �）経済事業未収金に対応する一般貸倒引当金及び個別
貸倒引当金を控除しています。

　⑵　金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明
　　【資　　　産】
　　①　預　　　金
　　　�　満期のない預金については、時価は帳簿価額と近

似していることから、当該帳簿価額によっています。
満期のある預金については、期間に基づく区分ごと
に、リスクフリーレートである翌日物金利スワップ
（Ｏｖｅｒｎｉｇｈｔ　Ｉｎｄｅｘ　Ｓｗａｐ　以下ＯＩＳという）の
レートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額とし
て算定しています。

　　②　有 価 証 券
　　　�　有価証券について、主に国債については、活発な市

場における無調整の相場価格を利用しています。地方
債や社債については、公表された相場価格を用いてい
ます。相場価格が入手できない場合には、取引金融機
関等から提示された価格によっています。

　　③　貸　出　金
　　　�　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市

場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大
きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似して
いることから当該帳簿価額によっています。

　　　�　一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期
間に基づく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフ
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リーレートであるＯＩＳで割り引いた額から貸倒引当
金を控除して時価に代わる金額として算定しています。

　　　�　また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失し
た債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除し
た額を時価に代わる金額としています。

　　④　経済事業未収金
　　　�　経済事業未収金については短期間で決済されるため、

時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっています。

　　　�　また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失し
た債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除し
た額を時価に代わる金額としています。

　　　【負　　　債】
　　　①　貯　　　金
　　　　�　要求払貯金については、決算日に要求された場合

の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。ま
た、定期性貯金については、期間に基づく区分ごと
に、将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレー
トであるＯＩＳで割り引いた現在価値を時価に代わ
る金額として算定しています。

　⑶　市場価格のない株式等
　　�　市場価格のない株式等は次のとおりであり、これらは
⑴の金融商品の時価情報には含まれていません。

（単位：千円）
貸借対照表計上額

　　　　外部出資� ９，６６８，４０７
　　　　外部出資等損失引当金� △２，２００
　　　　外部出資等損失引当金控除後� ９，６６６，２０７
　⑷�　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予
定額

（単位：千円）

１年以内 １ 年 超
２年以内

２ 年 超
３年以内

３ 年 超
４年以内

４ 年 超
５年以内 ５ 年 超

預 金 ７５，２１８，８４１ － － － － －
有価証券
満期保有
目的の債券 ３４，０２０ ３４，０２０ ３４，０２０ ４４，０２０ ３４，０２０ ７，２６５，９８０

貸 出 金
（＊１， ２） ２，９２１，０８９ ２，４６５，４２７ ２，１６９，３８９ １，９４６，３２６ １，７５４，２６４ ２６，８３８，１１２

経 済 事 業
未収金（＊３） １，７８３，６８８ － － － － －

経済受託
債 権 ２，９６０，３８４ － － － － －

合 計 ８２，９１８，０２４ ２，４９９，４４７ ２，２０３，４０９ １，９９０，３４６ １，７８８，２８４ ３４，１０４，０９２

（＊ １ �）貸出金のうち、当座貸越１４０，４７９千円については
「 １年以内」に含めています。

（＊ ２ �）貸出金のうち、三月以上延滞が生じている債権・期
限の利益を喪失した債権等８０，９１４千円は償還の予定が
見込まれないため、含めていません。

（＊ ３ �）経済事業未収金のうち、延滞の生じている債権・期
限の利益を喪失した債権等８，７４３千円は償還の予定が
見込まれないため、含めていません。

リーレートであるＯＩＳで割り引いた額から貸倒引当
金を控除して時価に代わる金額として算定しています。

　　　�　また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失し
た債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除し
た額を時価に代わる金額としています。

　　④　経済事業未収金
　　　�　経済事業未収金については短期間で決済されるため、

時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっています。

　　　�　また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失し
た債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除し
た額を時価に代わる金額としています。

　　　【負　　　債】
　　　①　貯　　　金
　　　　�　要求払貯金については、決算日に要求された場合

の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。ま
た、定期性貯金については、期間に基づく区分ごと
に、将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレー
トであるＯＩＳで割り引いた現在価値を時価に代わ
る金額として算定しています。

　⑶　市場価格のない株式等
　　�　市場価格のない株式等は次のとおりであり、これらは
⑴の金融商品の時価情報には含まれていません。

� （単位：千円）
� 貸借対照表計上額
　　　　外部出資� ７，５９４，７４６　
　　　　外部出資等損失引当金� △２，２００　
　　　　外部出資等損失引当金控除後� ７，５９２，５４６　
　⑷�　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予
定額

� （単位：千円）

１年以内 １ 年 超
２年以内

２ 年 超
３年以内

３ 年 超
４年以内

４ 年 超
５年以内 ５ 年 超

預 金 ７８，９３５，４２０ － － － － －
有価証券
満期保有
目的の債券 １３４，０２０ ３４，０２０ ３４，０２０ ３４，０２０ ４４，０２０ ７，３００，０００

貸 出 金
（＊１， ２） ３，０４４，０８４ ２，３６３，０６５ ２，１８５，６４７ １，９２３，９３３ １，６９９，５８２ ２６，２８４，９２２

経 済 事 業
未収金（＊３） １，５４７，０１８ － － － － －

経済受託
債 権 １，７４２，６４８ － － － － －

合 計 ８５，４０３，１９０ ２，３９７，０８５ ２，２１９，６６７ １，９５７，９５３ １，７４３，６０２ ３３，５８４，９２２

（＊ １ �）貸出金のうち、当座貸越１４３，５５０千円については
「 １年以内」に含めています。

（＊ ２ �）貸出金のうち、三月以上延滞が生じている債権・期
限の利益を喪失した債権等９４，４８９千円は償還の予定が
見込まれないため、含めていません。

（＊ ３ �）経済事業未収金のうち、延滞の生じている債権・期
限の利益を喪失した債権等４，０１３千円は償還の予定が
見込まれないため、含めていません。
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⑸　有利子負債の決算日後の返済予定額� （単位：千円）

１年以内 １年 超
２年以内

２年 超
３年以内

３年 超
４年以内

４年 超
５年以内 ５年 超

貯 金
（＊ １） １０９，８５３，４２５ ３，７４１，１０９ １，７８６，８２８ ５９９，５５２ １，８６６，８９７ １３，９７５

譲渡性
貯 金 １２，６００，０００ － － － － －

合 計 １２２，４５３，４２５ ３，７４１，１０９ １，７８６，８２８ ５９９，５５２ １，８６６，８９７ １３，９７５

（＊ １ �）貯金のうち、要求払貯金については「 １年以内」に
含めて開示しています。

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　�　「金融商品に関する注記 ２．金融商品の時価等に関する
事項」に金融商品の時価の算定に用いた評価技法を記載し
ているため、注記を省略しております。

Ⅵ．有価証券に関する注記
　⑴　有価証券の時価及び評価差額に関する事項
　　�　有価証券の時価及び評価差額に関する事項は次のとお
りです。

　　　満期保有目的の債券
　　　�　満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照

表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりです。

（単位：千円）

種 類 貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額

時価が貸借対
照表計上額を
超えるもの

国 債 － － －
地方債 － － －
政 府
保証債 － － －

社 債 － － －
小 計 － － －

時価が貸借対
照表計上額を
超えないもの

国 債 １，６９０，６４６ １，３６０，２１０ △３３０，４３６
地方債 ２，２７５，５６１ １，９２７，９２６ △３４７，６３５
政 府
保証債 ７００，３５７ ５９５，９８０ △１０４，３７７

社 債 ２，８０１，５６３ ２，２４８，４７０ △５５３，０９３
小 計 ７，４６８，１２９ ６，１３２，５８６ △１，３３５，５４２

合 計 ７，４６８，１２９ ６，１３２，５８６ △１，３３５，５４２

　⑵　当事業年度中に売却した満期保有目的の債券
　　�　当事業年度中に売却した満期保有目的の債券はありま
せん。

　⑶　当事業年度中に売却したその他有価証券
　　　当事業年度中に売却したその他有価証券はありません。
　⑷�　当事業年度中において、保有目的が変更になった有価
証券

　　�　当事業年度中において、保有目的が変更となった有価
証券はありません。

　⑸　当事業年度中において、減損処理を行った有価証券
　　�　当事業年度中において、１９９千円減損処理を行ってい

　⑸　有利子負債の決算日後の返済予定額� （単位：千円）

１年以内 １年 超
２年以内

２年 超
３年以内

３年 超
４年以内

４年 超
５年以内 ５年 超

貯 金
（＊ １） １２５，７６６，２１３ ２，５５３，４０３ １，４６６，３０４ １２２，６４８ １，２３４，８５３ １１，１３３

合 計 １２５，７６６，２１３ ２，５５３，４０３ １，４６６，３０４ １２２，６４８ １，２３４，８５３ １１，１３３

（＊ １ �）貯金のうち、要求払貯金については「 １年以内」に
含めて開示しています。

３ ．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　�　「金融商品に関する注記 ２．金融商品の時価等に関する
事項」に金融商品の時価の算定に用いた評価技法を記載し
ているため、注記を省略しております。

Ⅵ．有価証券に関する注記
　⑴　有価証券の時価及び評価差額に関する事項
　　�　有価証券の時価及び評価差額に関する事項は次のとお
りです。

　　　満期保有目的の債券
　　　�　満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照

表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりです。

� （単位：千円）

種 類 貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額

時価が貸借対
照表計上額を
超えるもの

国 債 － － －
地方債 ７１０，１００ ７１５，４３４ ５，３３４
政 府
保証債 １００，０００ １００，１２０ １２０

社 債 － － －
小 計 ８１０，１００ ８１５，５５４ ５，４５４

時価が貸借対
照表計上額を
超えないもの

国 債 １，６９０，１１４ １，５０３，７７０ △１８６，３４４
地方債 １，６０１，４４７ １，４１６，１２０ △１８５，３２７
政 府
保証債 ７００，３８３ ６５２，８９０ △４７，４９３

社 債 ２，８０１，８４０ ２，４４６，５９０ △３５５，２５０
小 計 ６，７９３，７８６ ６，０１９，３７０ △７７４，４１６

合 計 ７，６０３，８８６ ６，８３４，９２４ △７６８，９６１

　⑵　当事業年度中に売却した満期保有目的の債券
　　�　当事業年度中に売却した満期保有目的の債券はありま
せん。

　⑶　当事業年度中に売却したその他有価証券
　　�　当事業年度中に売却したその他有価証券はありません。
　⑷�　当事業年度中において、保有目的が変更になった有価
証券

　　�　当事業年度中において、保有目的が変更となった有価
証券はありません。
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ます。
　　�　市場価格のない株式等の減損処理にあたっては、財政
状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合には、
回復可能性等を考慮して減損処理を行っております。

Ⅶ．退職給付に関する注記
１ ．退職給付に関する事項
　⑴　採用している退職給付制度の概要
　　�　職員の退職給付にあてるため、職員退職給与規程に基
づき、退職一時金制度を採用しています。また、この制
度に加え、同規程に基づき退職給付の一部にあてるため、
全国農林漁業団体共済会との契約による退職金共済制度
を採用しています。

　⑵　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
　　　期首における退職給付債務� １，０８０，８７８千円
　　　勤務費用� ５１，４１７千円
　　　利息費用� １０，９４７千円
　　　数理計算上の差異の発生額� ２６，８５６千円
　　　退職給付の支払額� △８９，７１８千円
　　　期末における退職給付債務� １，０８０，３８２千円
　⑶　年金資産の期首残高と期末残高の調整表
　　　期首における年金資産� ５９３，１１９千円
　　　期待運用収益� ４，５８２千円
　　　数理計算上の差異の発生額� △１，０６２千円
　　　特定退職共済金制度への拠出金� ４７，３５９千円
　　　退職給付の支払額� △４４，１２８千円
　　　期末における年金資産� ５９９，８７０千円
　⑷�　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に
計上された退職給付引当金の調整表

　　　退職給付債務� １，０８０，３８２千円
　　　特定退職金共済金制度� △５９９，８７０千円
　　　未積立退職給付債務� ４８０，５１２千円
　　　未認識過去勤務費用� 　　－千円
　　　未認識数理計算上の差異� 　△３８，６７８千円
　　　貸借対照表計上額純額� ４４１，８３３千円
　　　退職給付引当金� 　４４１，８３３千円
　⑸　退職給付費用及びその内訳項目の金額
　　　勤務費用� ５１，４１７千円
　　　利息費用� １０，９４７千円
　　　期待運用収益� △４，５８２千円
　　　数理計算上の差異の費用処理額� １，４３９千円
　　　過去勤務費用の費用処理額� 　　　　　△３，４３５千円
　　　合計� ５５，７８６千円

　⑹　年金資産の主な内訳
　　�　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のと
おりです。

　　　債券� ７２％
　　　年金保険投資� ２５％
　　　現金及び預金� ３ ％

Ⅶ．退職給付に関する注記
１ ．退職給付に関する事項
　⑴　採用している退職給付制度の概要
　　�　職員の退職給付にあてるため、職員退職給与規程に基
づき、退職一時金制度を採用しています。また、この制
度に加え、同規程に基づき退職給付の一部にあてるため、
全国農林漁業団体共済会との契約による退職金共済制度
を採用しています。

　⑵　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
　　　期首における退職給付債務� １，１０３，１３５千円
　　　勤務費用� ５１，７９１千円
　　　利息費用� １１，１７５千円
　　　数理計算上の差異の発生額� １，８６２千円
　　　退職給付の支払額� 　△８７，０８４千円
　　　期末における退職給付債務� １，０８０，８７９千円
　⑶　年金資産の期首残高と期末残高の調整表
　　　期首における年金資産� ５９１，０８４千円
　　　期待運用収益� ４，２７２千円
　　　数理計算上の差異の発生額� △１２千円
　　　特定退職共済金制度への拠出金� ５１，０４４千円
　　　退職給付の支払額� 　△５３，２６９千円
　　　期末における年金資産� ５９３，１１９千円
　⑷�　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に
計上された退職給付引当金の調整表

　　　退職給付債務� １，０８０，８７９千円
　　　特定退職金共済金制度� △５９３，１１９千円
　　　未積立退職給付債務� ４８７，７６０千円
　　　未認識過去勤務費用� ３，４３５千円
　　　未認識数理計算上の差異� 　△１２，１９８千円
　　　貸借対照表計上額純額� ４７８，９９６千円
　　　退職給付引当金� ４７８，９９６千円
　⑸　退職給付費用及びその内訳項目の金額
　　　勤務費用� ５１，７９１千円
　　　利息費用� １１，１７５千円
　　　期待運用収益� △４，２７２千円
　　　数理計算上の差異の費用処理額� △２，４５１千円
　　　過去勤務費用の費用処理額� △３，７４３千円
　　　その他� 　　　　　　１００千円
　　　合計� ５２，６００千円
　⑹　年金資産の主な内訳
　　�　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のと
おりです。

　　　債券� ６３％
　　　株式� ２８％
　　　現金及び預金� ４％
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　　　合計� １００％

　⑺　長期期待運用収益率の設定方法に関する記載
　　�　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在
及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を
考慮しています。

　⑻　割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項
　　　割引率� １．０２％
　　　長期期待運用収益率� ０．７７％

２ ．特例業務負担金の将来見込額
　�　人件費（うち福利厚生費）には、厚生年金保険制度及び
農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁
業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第５７条に
基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の
業務に要する費用にあてるため拠出した特例業務負担金
１８，７９５千円を含めて計上しています。
　�　なお、同組合より示された令和 ７年 ３月現在におけ
る令和１４年 ３ 月までの特例業務負担金の将来見込額は、
１３４，１７１千円となっています。

Ⅷ．税効果会計に関する注記
１ ．繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳
　�　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳
は次のとおりです。
　　繰延税金資産
　　　貸倒引当金超過額� １８，６２５千円
　　　貸付金未収利息（異例）� ４，５４７千円
　　　貸付金未収利息償却� ８，１８０千円
　　　賞与引当金繰入超過額� １６，９７４千円
　　　賞与引当金法定福利費� ２，６８４千円
　　　未払特別手当費用超過� ２１，１３０千円
　　　未払法定福利特別費用超過� ３，５８９千円
　　　退職給付引当金否認� １２４，６３９千円
　　　繰越宅地評価損� ５，４７２千円
　　　減損損失（土地）� 　３６，３７６千円
　　　減損損失（償却資産）� １３，７１５千円
　　　未払事業税� 　　　　　　　４，６１２千円
　　　役員退職慰労引当金� 　７，０９５千円
　　　返金負債� 　４，２１７千円
　　　その他� 　　　２，２０４千円
　　　繰延税金資産小計� ２７４，０６４千円
　　　評価性引当額� △８６，７７５千円
　　　繰延税金資産合計（Ａ）� １８７，２８９千円
　　繰延税金負債
　　　返品資産� △３，６３２千円
　　　その他� 　　　　△５３千円
　　　繰延税金負債合計（Ｂ）� 　△３，６８５千円
　　繰延税金資産の純額（Ａ）＋（Ｂ）� １８３，６０３千円

　　　その他� ５％
　　　合計� １００％
　⑺　長期期待運用収益率の設定方法に関する記載
　　�　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在
及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を
考慮しています。

　⑻　割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項
　　　割引率� １．０２％
　　　長期期待運用収益率� ０．７２％

２ ．特例業務負担金の将来見込額
　�　人件費（うち福利厚生費）には、厚生年金保険制度及び
農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁
業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第５７条に
基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の
業務に要する費用にあてるため拠出した特例業務負担金
１９，１０６千円を含めて計上しています。

　�　なお、同組合より示された令和 ６年 ３月現在におけ
る令和１４年 ３ 月までの特例業務負担金の将来見込額は、
１５３，８２２千円となっています。

Ⅷ．税効果会計に関する注記
１ ．繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳
　�　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳
は次のとおりです。

　　繰延税金資産
　　　貸倒引当金限度超過額� ２１，６０３千円
　　　貸付金未収利息� ６６０千円
　　　貸付金未収利息償却� ８，３５７千円
　　　賞与引当金� １６，４４８千円
　　　賞与引当金法定福利費� ２，５９６千円
　　　未払特別手当� １９，８２５千円
　　　未払特別手当法定福利費� ３，３６４千円
　　　退職給付引当金� １３２，２０３千円
　　　繰越宅地評価損� ５，３３７千円
　　　減損損失（土地）� 　３５，４７６千円
　　　減損損失（償却資産）� 　１４，１４０千円
　　　未払事業税� ２，４１４千円
　　　役員退職慰労引当金� ７，０９８千円
　　　返金負債（当期）� ４，５２４千円
　　　その他� 　　　１，９９８千円
　　　繰延税金資産小計� ２７６，０４９千円
　　　評価性引当額� △８７，９９２千円
　　　繰延税金資産合計（Ａ）� １８８，０５６千円
　　繰延税金負債
　　　返品資産（当期）� △３，９７７千円
　　　その他� 　　　　△５１千円
　　　繰延税金負債合計（Ｂ）� 　△４，０２９千円
　　　繰延税金資産の純額（Ａ）＋（Ｂ）� １８４，０２６千円
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２ ．法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因
　�　法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因は次
のとおりです。
　　法定実効税率� ２７．６０％
　　（調整）
　　交際費等永久に損金に算入されない項目� ０．８５％
　　受取配当金等永久に益金に算入されない項目
� △５．４７％
　　住民税均等割等� １．４７％
　　評価性引当額の増減� △２．０５％
　　税率変更による期末繰延税金資産の増額修正
� △０．７９％
　　修正申告による法人税納付� １．７４％
　　その他� △０．７３％
　　税効果会計適用後の法人税等の負担率� 　２２．６２％

３ �．税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債への影
響額
　�　「所得税法等の一部を改正する法律（令和 ７年法律第
１３号）」が令和 ７年 ３月３１日に国会で成立したことに伴い、
令和 ８年 ４月 １日以後に開始する事業年度より、「防衛特
別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴
い、令和 ８年 ４月 １日に開始する事業年度以降に解消が見
込まれる一時差異等に係る繰延税金資産および繰延税金
負債の計算に使用する法定実効税率は従来の２７．６％から
２８．３％に変更されました。
　�　この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産（繰
延税金負債の金額を控除した金額）は２，７９９千円に増加し、
法人税等調整額は同額減少しております。また、再評価に
係る繰延税金負債は９，９３６千円増加し、土地再評価差額金
は同額減少しております。

Ⅸ．重要な後発事象に関する注記
　　　記載すべき事象はありません。

Ⅹ．収益認識に関する注記
　（収益を理解するための基礎となる情報）
　�　「Ⅰ　重要な会計方針に係る事項に関する注記　 ４．収
益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、
注記を省略しております。

Ⅺ．その他の注記
　　　記載すべき事象はありません。

２ ．法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因
　�　法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因は次
のとおりです。

　　法定実効税率� ２７．６０％
　　（調整）
　　交際費等永久に損金に算入されない項目� １．９９％
　　受取配当金等永久に益金に算入されない項目
� △１３．２０％
　　住民税均等割等� １．７６％
　　評価性引当額の増減� △２．０５％
　　その他� △１．３４％
　　税効果会計適用後の法人税等の負担率� 　１４．７７％

Ⅸ．重要な後発事象に関する注記
　　　記載すべき事象はありません。

Ⅹ．収益認識に関する注記
　（収益を理解するための基礎となる情報）
　�　「Ⅰ　重要な会計方針に係る事項に関する注記　 ４．収
益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、
注記を省略しております。

Ⅺ．その他の注記
　　記載すべき事象はありません。
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４ ．剰余金処分計算書
（単位：円）

科 目 令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度
１　当 期 未 処 分 剰 余 金 ３８５，５０７，９２３ ３６１，８７４，２０７

計 ３８５，５０７，９２３ ３６１，８７４，２０７

２　剰 余 金 処 分 額 ２９４，８９３，５４３ ２５１，３１５，８０７

⑴　利 益 準 備 金 ５５，０００，０００ ５１，０００，０００

⑵　任 意 積 立 金 １８０，０００，０００ １４０，０００，０００

リ スク管理積立金 １８０，０００，０００ １４０，０００，０００

⑶　出 資 配 当 金 ９ ，８９３，５４３ １０，３１５，８０７

⑷　事 業 分 量 配 当 金 ５０，０００，０００ ５０，０００，０００

３　次 期 繰 越 剰 余 金 ９０，６１４，３８０ １１０，５５８，４００

（注） １ ��　出資配当金は、次の割合で計算後、配当額の１００円未満の端数切捨を行い、その金
額を出資予約貯金に振り込み後、出資一口金額（１，０００円）以上は一般出資金に振替
えるものとします。

　　　　　令和 ６年度　０．２５％　　令和 ５年度　０．２５％
　　　 ２　事業分量配当金は、次のとおりです。
　　　　　令和６年度　�令和６年度内にＪＡがいただいた農畜産物にかかる販売手数額の割合

で、５０，０００，０００円（税抜）を上限として割り返した金額を個々に算出
し、それらの金額を普通貯金口座へ振り込むものとします。

　　　　　令和 ５年度　�令和 ５年度内にＪＡがいただいた農畜産物にかかる販売手数額の割合
で、５０，０００，０００円（税抜）を上限として割り返した金額を個々に算出
し、それらの金額を普通貯金口座へ振り込むものとします。

　　　 ３ ��　任意積立金における目的積立金の種類及び積立目的、積立目標額、取崩基準等は別
表のとおりです。

　　　 ４ ��　次期繰越剰余金には、営農指導、生活・文化改善の事業の費用に充てるための繰越
額が含まれています。

　　　　　令和 ６年度　１３，７００千円　　令和 ５年度　１２，６００千円

（単位：円）

種 類 積 立 目 的 積立目標額 取 崩 基 準 当期末残高

リ ス ク 管 理
積 立 金

固定資産に係る取得・
損失・修繕費用をはじ
め、その他組合全体の
経営リスクに対する支
出に充てるため積立を
行う。

１，１７０，０００，０００円
目的に伴う事由が発
生した時に、理事会
の決議を経て取り崩
す。

９９０，０００，０００円

※積立目的事象が更に顕在化してきていることから積立目標額を増強しました。
　・リスク管理積立金の積立目標額を９９０，０００千円から１，１７０，０００，０００千円へ見直しました。
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５ ．部門別損益計算書（令和 ６年度）
（単位：千円）

区 分 合 計 信用事業 共済事業 農業関連
事 業

生活その他
事 業

営農指導
事 業

共通管理
費 等

事 業 収 益　① ６，２００，７８７ １，０９４，４７４ ６３０，５５３ ４，１６５，９４８ ２６２，６１２ ４７，１９８

事 業 費 用　② ３，５４０，２３９ ２０９，３２５ ６４，８７３ ２，９７２，４５１ ２２９，８７７ ６３，７１０
事 業 総 利 益　③

（①－②） ２，６６０，５４７ ８８５，１４８ ５６５，６７９ １，１９３，４９６ ３２，７３５ △１６，５１２

事 業 管 理 費　④ ２，３６５，１９４ ７６４，１４９ ４５０，６３２ ９６８，７７０ ２３，６７３ １５７，９６８

（うち減価償却費　⑤） （� ２８９，５２５） （� ３５，３６２） （� ３１，２８９） （� ２１８，２４６） （� ５６８） （� ４，０５８）

（う ち 人 件 費　⑤） （�１，４７５，３４７） （� ４１０，８６３） （� ３１１，３７３） （� ５８８，３５０） （� ２０，８０４） （� １４３，９５６）

※うち共通管理費　⑥ ２０７，３２５ １１５，４１１ ２７８，３８１ ５，９０５ ２１，２３５ △６２８，２５８

（うち減価償却費　⑦） （� ７，９５１） （� ４，４２６） （� １０，６７７） （� ２２６） （� ８１４） （� △２４，０９６）

（う ち 人 件 費 ⑦’） （� １１９，０４９） （� ６６，２７１） （� １５９，８５１） （� ３，３９１） （� １２，１９３） （�△３６０，７５７）
事 業 利 益　⑧

（③－④） ２９５，３５２ １２０，９９９ １１５，０４７ ２２４，７２５ ９，０６１ △１７４，４８１

事 業 外 収 益　⑨ １０４，４００ ３４，４６４ １９，１９２ ４６，２３３ ９８０ ３，５３０

※うち共通分　⑩ ３４，４３２ １９，１６７ ４６，２３３ ９８０ ３，５２６ △１０４，３４０

事 業 外 費 用　⑪ ３５，７６４ １１，６５３ ６，４８７ １６，０９８ ３３１ １，１９３

※うち共通分　⑫ １１，６５３ ６，４８７ １５，６４７ ３３１ １，１９３ △３５，３１３
経 常 利 益　⑬
（⑧＋⑨－⑪） ３６３，９８９ １４３，８０９ １２７，７５２ ２５４，８６０ ９，７１０ △１７２，１４４

特 別 利 益　⑭ ９０９ ２９９ １６７ ４０２ ８ ３０

※うち共通分　⑮ ２９９ １６７ ４０２ ８ ３０ △９０９

特 別 損 失　⑯ １１，２０４ ３，５５３ １，６４５ ５，６２０ ８４ ３０２

※うち共通分　⑰ ２，９５０ １，６４２ ３，９６１ ８４ ３０２ △８，９４１
税引前当期利益　⑱
（⑬＋⑭－⑯） ３５３，６９３ １４０，５５６ １２６，２７４ ２４９，６４３ ９，６３５ △１７２，４１５

� 　⑲ ４３，７２４ ３３，６５５ ８３，４６６ １１，５６９

� 　⑳

（⑱－⑲）
３５３，６９３ ９６，８３１ ９２，６１９ １６６，１７６ △１，９３３

営 農 指 導 事 業
分 配 賦 額
営農指導事業分配賦
後税引前当期利益

（注）
１．共通管理費等及び営農指導事業の他部門への配賦基準等
　⑴　共通管理費等　　　　（人頭割＋人件費を除いた事業管理費割＋事業総利益割）の平均値
　⑵　営農指導事業　　　　（均等割＋事業総利益割）の平均値

２．配賦割合（１の配賦基準で算出した配賦の割合）

区 分 信 用 事 業 共 済 事 業 農 業 関 連
事 業

生活その他
事 業

営 農 指 導
事 業 合 計

共 通 管 理 費 等 ３３．００％ １８．３７％ ４４．３１％ ０．９４％ ３．３８％ １００．００％

営 農 指 導 事 業 ２５．３６％ １９．５２％ ４８．４１％ ６．７１％ １００．００％
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区 分 信 用 事 業 共 済 事 業 農 業 関 連
事 業

生活その他
事 業

営 農 指 導
事 業 合 計

共 通 管 理 費 等 ３２．４４％ １９．１１％ ４３．７３％ １．０３％ ３．６９％ １００．００％

営 農 指 導 事 業 ２５．２６％ ２０．２３％ ４７．６７％ ６．８４％ １００．００％

区 分 合 計 信用事業 共済事業 農業関連
事 業

生活その他
事 業

営農指導
事 業

共通管理
費 等

事 業 収 益　① ６，０３３，５７０ １，０１１，９５２ ６２８，６１５ ４，１０１，７９３ ２４０，６００ ５０，６０８

事 業 費 用　② ３，５７０，９８５ １９５，２０９ ６７，０１８ ３，０３９，１３４ ２０３，８５０ ６５，７７２
事 業 総 利 益　③

（①－②） ２，４６２，５８５ ８１６，７４２ ５６１，５９７ １，０６２，６５８ ３６，７５０ △１５，１６３

事 業 管 理 費　④ ２，３２１，２８９ ７２５，８３３ ４６８，４７９ ９４１，２３４ ２３，４５４ １６２，２８７

（うち減価償却費　⑤） （� ２８７，１３１） （� ３９，４３４） （� ３４，８５０） （� ２０７，７２５） （� ７３３） （� ４，３８７）

（う ち 人 件 費　⑤） （�１，４５２，７３５） （� ３８２，０１９） （� ３２７，８８８） （� ５７５，０２５） （� ２０，２４９） （� １４７，５５２）

※うち共通管理費　⑥ ２０１，４０５ １１８，６４５ ２７１，４９９ ６，３９４ ２２，９０９ △６２０，８５４

（うち減価償却費　⑦） （� ９，２７３） （� ５，４６２） （� １２，５００） （� ２９４） （� １，０５４） （� △２８，５８６）

（う ち 人 件 費 ⑦’） （� １１５，９７９） （� ６８，３２１） （� １５６，３４３） （� ３，６８２） （� １３，１９２） （�△３５７，５１９）
事 業 利 益　⑧

（③－④） １４１，２９６ ９０，９０９ ９３，１１８ １２１，４２４ １３，２９５ △１７７，４５１

事 業 外 収 益　⑨ １９３，３６５ ６２，７３１ ３６，９５４ ８４，５５１ １，９９１ ７，１３６

※うち共通分　⑩ ６２，７０８ ３６，９４０ ８４，５３２ １，９９１ ７，１３３ △１９３，３０６

事 業 外 費 用　⑪ ３７，７８０ １１，７９５ ８，０６８ １６，２００ ３７４ １，３４１

※うち共通分　⑫ １１，７９５ ６，９４８ １５，９００ ３７４ １，３４１ △３６，３６０
経 常 利 益　⑬
（⑧＋⑨－⑪） ２９６，８８１ １４１，８４５ １２２，００３ １８９，７７５ １４，９１２ △１７１，６５５

特 別 利 益　⑭ １５５，１３６ ５０，３２６ ２９，６４６ ６７，８４０ １，５９７ ５，７２４

※うち共通分　⑮ ５０，３２６ ２９，６４６ ６７，８４０ １，５９７ ５，７２４ △１５５，１３６

特 別 損 失　⑯ １５７，４１０ ５１，０６４ ３０，０８１ ６８，８３５ １，６２１ ５，８０８

※うち共通分　⑰ ５１，０６４ ３０，０８１ ６８，８３５ １，６２１ ５，８０８ △１５７，４１０
税引前当期利益　⑱
（⑬＋⑭－⑯） ２９４，６０６ １４１，１０７ １２１，５６９ １８８，７８０ １４，８８８ △１７１，７３９

� 　⑲ ４３，３８１ ３４，７４２ ８１，８６８ １１，７４６

� 　⑳

（⑱－⑲）
２９４，６０６ ９７，７２６ ８６，８２６ １０６，９１２ ３，１４１

営 農 指 導 事 業
分 配 賦 額
営農指導事業分配賦
後税引前当期利益

（令和 ５年度）
（単位：千円）

（注）
１．共通管理費等及び営農指導事業の他部門への配賦基準等
　⑴　共通管理費等　　　　（人頭割＋人件費を除いた事業管理費割＋事業総利益割）の平均値
　⑵　営農指導事業　　　　（均等割＋事業総利益割）の平均値

２．配賦割合（ １の配賦基準で算出した配賦の割合）
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６ ．会計監査人の監査

　令和 ５年度及び令和 ６年度の貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書及び注記
表は、農業協同組合法第３７条の ２第 ３項の規定に基づき、みのり監査法人の監査を受
けております。
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Ⅱ　損 益 の 状 況

１．最近の ５事業年度の主要な経営指標

（注） １．経常収益は各事業収益の合計額を表しています。
　　　 ２．当期剰余金は、銀行等の当期利益に相当するものです。
　　　 ３．信託業務の取り扱いは行っていません。
　　　 ４ ��．「単体自己資本比率」は、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成１８

年金融庁・農水省告示第 ２号）に基づき算出しております。

項 目 令和 ２年度 令和 ３年度 令和 ４年度 令和 ５年度 令和 ６年度
経常収益（事業収益） ６，２９９，９６９ ６，０６６，４２５ ６，１８７，０１４ ６，０３３，５７０ ６，２００，７８７
信 用 事 業 収 益 １，０４６，４１３ １，０５５，６９５ １，０３６，３９７ １，０１１，９５２ １，０９４，４７４
共 済 事 業 収 益 ７６０，１４３ ７４８，９０９ ６８０，８９５ ６２８，６１５ ６３０，５５３
農業関連事業収益 ４，０９８，１３７ ３，９４８，５９２ ４，１８２，１８５ ４，１０１，７９３ ４，１６５，９４８
そ の 他 事 業 収 益 ３９５，２７４ ３１３，２２８ ２８７，５３４ ２９１，２０９ ３０９，８１１
経 常 利 益 ６０８，１９７ ５６８，７６６ ３７８，６３４ ２９６，８８１ ３６３，９８９
当 期 剰 余 金 ４１０，８５１ ４３９，８４４ ２９９，８０４ ２５１，１０３ ２７３，６７３
出 資 金 ４，６５７，３３７ ４，５２５，８０４ ４，３７９，２８３ ４，２０７，４２５ ４，０８９，９４６
（出 資 口 数） （� ４，６５７，３３７） （� ４，５２５，８０４） （� ４，３７９，２８３） （� ４，２０７，４２５） （� ４，０８９，９４６）
純 資 産 額 ８，４０１，０９８ ８，５８０，４５９ ８，６６９，１８６ ８，７０６，７７７ ８，７９４，７４３
総 資 産 額 １４２，３３８，１１４ １４４，５７７，３５６ １４２，７１０，８３２ １４３，１２２，９０７ １４３，１７８，１１５
貯 金 等 残 高 １３０，６４２，４７４ １３３，０６４，８１３ １３０，９１０，３８０ １３１，１５４，５５５ １３０，４６１，７８９
貸 出 金 残 高 ２８，８８７，８０６ ３１，０００，０３１ ３３，９７１，５６８ ３７，５９５，７２５ ３８，１７５，５２４
有 価 証 券 残 高 ６，７１２，７６７ ７，８７７，０８０ ８，１２９，５９６ ７，６０３，８８６ ７，４６８，１２９
剰 余 金 配 当 金 額 ９４，６０１ １０１，５０３ ９０，４８６ ６０，３１５ ５９，８９３
出 資 配 当 額 ４４，６０１ ２１，５０３ １０，４８６ １０，３１５ ９，８９３
事業利用分量配当額 ５０，０００ ８０，０００ ８０，０００ ５０，０００ ５０，０００
職 員 数 ２９１ ２７７ ２７９ ２６９ ２６６
単 体 自 己 資本比率 １２．３６ １２．５３ １２．５５ １３．１３ １３．１９

（単位：千円、口、人、％）

２ ．利益総括表

項 目 令和 ６年度 令和 ５年度 増 減
資 金 運 用 収 支 ９４１，５０４ ９０７，０５７ ３４，４４７
役 務 取 引 等 収 支 ４３，０４８ ３７，６１４ ５，４３４
そ の 他 信 用 事 業 収 支 △９９，４０３ △１２７，９２９ ２８，５２６
信 用 事 業 粗 利 益 ９８４，５５１ ９４４，６７１ ３９，８８０
（信 用 事 業 粗 利 益 率） （� ０．８０） （� ０．７５） （� ０．０５）
事 業 粗 利 益 ２，４９９，７４２ ２，４７８，９１３ ２０，８２９
（事 業 粗 利 益 率） （� １．６２） （� １．６０） （� ０．０２）
事 業 純 益 １２８，４５８ １４８，９２７ △２０，４６９
実 質 事 業 純 益 １３４，５４８ １５７，６２４ △２３，０７６
コ ア 事 業 純 益 １３４，５４８ １５７，６２４ △２３，０７６
コア事業純益（投資信託解約損益を除く。） １３４，５４８ １５７，６２４ △２３，０７６

（単位：千円、％）
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３ ．資金運用収支の内訳

（注） １．総資金利ざや＝資金運用利回り－資金調達原価率（資金調達利回＋経費率）
　　　 ２ ��．資金運用勘定の利息欄の預金には、農林中金からの事業利用分量配当金、奨励金が含まれていま

す。

項 目
令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

平均残高 利　息 利回 平均残高 利　息 利回
資 金 運 用 勘 定 １２２，１６５，６３２ ９９０，８６３ ０．８１ １２５，１０８，７６４ ９０８，０２３ ０．７３
う ち 預 金 ７６，７７０，１３１ ５０９，６７５ ０．６６ ８１，３２１，６４３ ４１６，９５９ ０．５１
う ち 有 価 証 券 ７，５０５，９４９ ４２，６２６ ０．５７ ７，９１１，５８１ ４５，５８０ ０．５８
う ち 貸 出 金 ３７，８８９，５５２ ４３８，５６２ １．１６ ３５，８７５，５４０ ４４５，４８２ １．２４

資 金 調 達 勘 定 １３０，７７６，０６３ ４７，７８２ ０．０４ １３２，３７８，０７０ ５，３６８ ０．００
うち貯金・定期積金 １１８，２９４，１８２ ３７，０８６ ０．０３ １１９，２８４，９９４ ４，７９６ ０．００
う ち 譲 渡 性 貯 金 １２，４６５，１７９ １０，４８３ ０．０８ １３，０６９，９４５ ２７０ ０．００
う ち 借 入 金 １６，４０２ ２１３ １．３０ ２３，１３１ ３００ １．３０
総 資 金 利 ざ や － － ０．３０ － － ０．２９

（単位：千円、％）

４ ．受取・支払利息の増減額

（注） １．増減額は前年度対比です。
　　　 ２．受取利息の預金には、農林中金からの事業利用分量配当金、奨励金が含まれています。

項 目 令和 ６年度増減額 令和 ５年度増減額
受 　 取 　 利 　 息 ８２，８４１ １５，６４０
う ち 預 金 ９２，７１５ △２，１８７
う ち 有 価 証 券 △２，９５４ △１，８５８
う ち 貸 出 金 △６，９１９ １９，６８５

支 　 払 　 利 　 息 ４２，４１４ △４７５
うち貯金・定期積金 ３２，２９０ △３６３
う ち 譲 渡 性 貯 金 １０，２１２ △７
う ち 借 入 金 △８７ △１０５

差 引 ４０，４２６ １６，１１５

（単位：千円）
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Ⅲ　事 業 の 概 況

１．信　用　事　業

　⑴　貯金に関する指標

　　①　科目別貯金平均残高

（注） １．流動性貯金＝当座貯金＋普通貯金＋貯蓄貯金＋通知貯金
　　　 ２．定期性貯金＝定期貯金＋定期積金
　　　 ３．（　）内は構成比です。

種 類 令和 ６年度 令和 ５年度 増 減
流 動 性 貯 金 ６３，８９８，３７２ （� ４８．９） ６１，７７１，８１３ （� ４６．７） ２，１２６，５５９
定 期 性 貯 金 ５４，３４６，９１２ （� ４１．６） ５７，４６１，１７１ （� ４３．４） △３，１１４，２５９
そ の 他 の 貯 金 ４８，８９７ （� ０.0） ５２，００９ （� ０.0） △３，１１２

計 １１８，２９４，１８２ （� ９０．５） １１９，２８４，９９４ （� ９０．１） △９９０，８１１
譲 渡 性 貯 金 １２，４６５，４７９ （� ９．５） １３，０６９，９４５ （� ９．９） △６０４，４６５
合 計 １３０，７５９，６６２ （� １００．０） １３２，３５４，９３９ （� １００．０） △１，５９５，２７７

（単位：千円、％）

　　②　定期貯金残高

（注） １．固定金利定期：預入時に満期日までの利率が確定する定期貯金
　　　 ２．変動金利定期：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期貯金
　　　 ３．（　）内は構成比です。

種 類 令和 ６年度 令和 ５年度 増 減
定 期 貯 金 ５３，７３７，８６１ （�１００．０） ５５，１９６，９３１ （�１００．０） △１，４５９，０７０
うち固定金利定期 ５３，７３１，０６９ （� ９９．９） ５５，１９０，１４０ （� ９９．９） △１，４５９，０７０
うち変動金利定期 ６，７９１ （� ０.0） ６，７９１ （� ０.0） ０

（単位：千円、％）

　⑵　貸出金等に関する指標

　　①　科目別貸出金平均残高

種 類 令和 ６年度 令和 ５年度 増 減
手 形 貸 付 － － －
証 書 貸 付 ３７，７５４，４０７ ３５，７２４，９６７　 ２，０２９，４４０
当 座 貸 越 １３５，１４４ １５０，５７２　 △１５，４２８
割 引 手 形 － － －
合 計 ３７，８８９，５５２ ３５，８７５，５４０　 ２，０１４，０１１

（単位：千円）
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　　②　貸出金の金利条件別内訳残高

（注）（　）内は構成比です。

種 類 令和 ６年度 令和 ５年度 増 減
固 定 金 利 貸 出 ３０，９６５，９７９ （� ８１．１） ３０，５２５，２４３ （� ８１．２） ４４０，７３５
変 動 金 利 貸 出 ７，２０９，５４５ （� １８．９） ７，０７０，４８２ （� １８．８） １３９，０６３
合 計 ３８，１７５，５２４ （�１００．０） ３７，５９５，７２５ （�１００．０） ５７９，７９９

（単位：千円、％）

　　③　貸出金の担保別内訳残高

種 類 令和 ６年度 令和 ５年度 増 減
貯金・定期積金等 ２０２，３５８ １７２，１３０ ３０，２２８
有 価 証 券 － － －
動 産 － － －
不 動 産 ２８，９７１ ３０，６５３ △１，６８１
そ の 他 担 保 物 １４，７３５ ２７，０６２ △１２，３２６
小 計 ２４６，０６５ ２２９，８４５ １６，２１９
農業信用基金協会保証 ６，９５８，６１７ ６，５１８，４０６ ４４０，２１１
そ の 他 保 証 ２８，８１２，３１１ ２７，５１０，０４７ １，３０２，２６４
小 計 ３５，７７０，９２９ ４０，５４６，８５９ １，７４２，４７５
信 用 ２，１５８，５２９ ３，３３７，４２６ △１，１７８，８９６
合 計 ３８，１７５，５２４ ３７，５９５，７２５ ５７９，７９９

（単位：千円）

　　④　債務保証見返額の担保別内訳残高

　　　　該当する取引はありません。

　　⑤　貸出金の使途別内訳残高

（注）（　）内は構成比です。

種 類 令和 ６年度 令和 ５年度 増 減
設 備 資 金 ３４，４７７，４１７ （� ９０．３） ３３，２８８，２９８ （� ８８．５） １，１８９，１１８
運 転 資 金 ３，６９８，１０７ （� ９．７） ４，３０７，４２７ （� １１．５） △６０９，３１９
合 計 ３８，１７５，５２４ （�１００．０） ３７，５９５，７２５ （�１００．０） ５７９，７９９

（単位：千円、％）
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　　⑥　貸出金の業種別残高

（注）（　）内は構成比（貸出金全体に対する割合）です。

種 類 令和 ６年度 令和 ５年度 増 減
農 業 ２，４６６，８８１ （� ６．5） ２，６８２，４２３ （� ７．１） △２１５，５４1
林 業 １１７，０１９ （� ０．３） ９６，７２７ （� ０．３） ２０，２９２
水 産 業 ３８，１１７ （� ０．１） ４２，１６４ （� ０．１） △４，０４７
製 造 業 １，８４４，５９６ （� ４．８） １，８４５，４２２ （� ４．９） △８２５
鉱 業 １１８，９１４ （� ０．３） １１５，３２５ （� ０．３） ３，５８９
建 設 ・ 不 動 産 業 ３，２８３，０８７ （� ８．6） ３，０２４，６７５ （� ８．１） ２５８，４１２
電気・ガス・熱供給水道業 ３７６，６４２ （�1 ．０） ３５３，７２２ （� ０．９） ２２，９１９
運 輸 ・ 通 信 業 １，７０５，５８９ （� ４．5） １，５５７，４００ （� ４．１） １４８，１８９
金 融 ・ 保 険 業 ８２９，４２１ （� ２．２） １，６５０，９５２ （� ４．４） △８２１，５３０
卸売・小売・サービス業・飲食業 １６，８５０，６１９ （� ４４．１） １６，０５５，５９０ （� ４２．７） ７９５，０２８
地 方 公 共 団 体 ３，５００ （� ０．０） ２３，６９８ （� ０．１） △２０，１９８
非 営 利 法 人 ４６，５５０ （� ０．１） ６３，６８２ （� ０．２） △１７，１３２
そ の 他 １０，４９４，５８３ （� ２７．５） １０，０８３，９４０ （� ２６．８） ４１０，６４２
合 計 ３８，１７５，５２４ （�１００．０） ３７，５９５，７２５ （�１００．０） ５７９，７９９

（単位：千円、％）

　　⑦　主要な農業関係の貸出金残高

　　　１）営農類型別

（注） １ ��．農業関係の貸出金とは、農業者、農業法人及び農業関連団体等に対する農業生産・農業経営に必
要な資金や、農産物の生産・加工・流通に関係する事業に必要な資金等が該当します。

　　　　�　なお、上記⑥の貸出金の業種別残高の「農業」は、農業者や農業法人等に対する貸出金の残高で
す。

　　　 ２ ��．「その他農業」には、複合経営で主たる業種が明確に位置づけられない者、農業サービス業、農
業所得が従となる農業者等が含まれています。

　　　 ３．「農業関連団体等」には、ＪＡや全農とその子会社等が含まれています。

種 類 令和 ６年度 令和 ５年度 増 減
農 業 １，９８９，９２９ ２，１４５，５６９ △１５５，６４０
穀 作 ４３８，２３１ ４８１，１４０ △４２，９０８
野 菜 ・ 園 芸 １，６６４ ２，５２８ △８６４
果 樹 ・ 樹 園 農 業 － － －
工 芸 作 物 － － －
養豚・肉牛・酪農 ２６，７８０ ３４，１４０ △７，３６０
養 鶏 ・ 養 卵 － － －
養 蚕 － － －
そ の 他 農 業 １，５２３，２５４ １，６２７，７６１ △１０４，５０７
農 業 関 連 団 体 等 － － －
合 計 １，９８９，９２９ ２，１４５，５６９ △１５５，６４０

（単位：千円）
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　　　 ２）資金種類別

　　　　〔貸出金〕

（注） １ ��．プロパー資金とは、当組合原資の資金を融資しているもののうち、制度資金以外のものをいいま
す。

　　　 ２ ��．農業制度資金には、①地方公共団体が直接的または間接的に融資するもの、②地方公共団体が利
子補給等を行うことでＪＡが低利で融資するもの、③日本政策金融公庫が直接融資するものがあり、
ここでは①の転貸資金と②を対象としています。

　　　 ３ ��．その他制度資金には、農業経営改善促進資金（スーパーＳ資金）や農業経営負担軽減支援資金な
どが該当します。

種 類 令和 ６年度 令和 ５年度 増 減
プ ロ パ ー 資 金 １，２２５，６５３ １，２９８，７３７ △７３，０８３
農 業 制 度 資 金 ７６４，２７５ ８４６，８３２ △８２，５５６
農 業 近 代 化 資 金 ７２３，４３５ ７７３，３００ △４９，８６５
そ の 他 制 度 資 金 ４０，８４０ ７３，５３２ △３２，６９１
合 計 １，９８９，９２９ ２，１４５，５６９ △１５５，６４０

（単位：千円）

　　　　〔受託貸付金〕

（注）日本政策金融公庫資金は、農業（旧農林漁業金融公庫）にかかる資金をいいます。

種 類 令和 ６年度 令和 ５年度 増 減
日本政策金融公庫資金 ６５４，５３９ ６６８，９５４ △１４，４１4
合 計 ６５４，５３９ ６６８，９５４ △１４，４１4

（単位：千円）
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　　⑧�　農協法に基づく開示債権の状況及び金融再生法開示債権区分に基づく債権の保全

状況

（注） １．破産更生債権及びこれらに準ずる債権
　　　　�　破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務

者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいいます。
　　　 ２．危険債権
　　　　�　債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債

権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいいます。
　　　 ３．要管理債権
　　　　�　 ４ ．「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と ５．「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の合計

額をいいます。
　　　 ４．三月以上延滞債権
　　　　�　元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅滞している貸出金で、破産更生債権及び

これらに準ずる債権及び危険債権に該当しないものをいいます。
　　　 ５．貸出条件緩和債権
　　　　�　債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済

猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破産更生債権及びこれらに
準ずる債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該当しないものをいいます。

　　　 ６．正常債権
　　　　�　債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記に掲げる債権以外のものに区

分される債権をいいます。

債 権 区 分 債 権 額
保 全 額

担 保 保 証 引 当 合 計

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

６ 年 度 ９７，７３４ ３１，５３1 ２５，６６５ ４０，５３７ ９７，７３４
５ 年 度 １１３，１８２ ４１，０７７ ２７，４２７ ４４，６７７ １１３，１８２

危 険 債 権
６ 年 度 ５0６，633 １4，524 ４７３，７７６ 16，532 ５0４，833
５ 年 度 ３２０，０９５ １６，０８４ ２７２，６２７ ２９，５８３ ３１８，２９５

要 管 理 債 権
６ 年 度 ２0，139 2，845 ６，８２0 － 9，665
５ 年 度 １０，４２２ － ７，３０２ ３３ ７，３３６

三 月 以 上
延 滞 債 権

６ 年 度 － － － － －
５ 年 度 － － － － －

貸 出 条 件
緩 和 債 権

６ 年 度 ２0，139 2，845 ６，８２0 － 9，665
５ 年 度 １０，４２２ － ７，３０２ ３３ ７，３３６

小 計
６ 年 度 ６24，507 48，901 ５０６，２６２ 57，069 ６12，233
５ 年 度 ４４３，６９９ ５７，１６２ ３０７，３５７ ７４，２９４ ４３８，８１４

正 常 債 権
６ 年 度 ３7，577，116
５ 年 度 ３７，１８０，５３２

合 計
６ 年 度 ３8，201，62３
５ 年 度 ３７，６２４，２３２

（単位：千円）

　　⑨　元本補てん契約のある信託に係る貸出金のリスク管理債権の状況

　　　　該当する取引はありません。
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開示基準別の債権の分類・保全状況図

●破綻先
　法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者
●実質破綻先
　法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、
深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあ
ると認められる等実質的に経営破綻に陥っている債務者
●破綻懸念先
　現状経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、
経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後経営破綻に
陥る可能性が大きいと認められる債務者
●要管理先
　要注意先の債務者のうち当該債務者の債権の全部または
一部が次に掲げる要管理先債権である債務者
　ⅰ　 ３か月以上延滞債権
　　�　元金または利息の支払いが、約定支払日の翌日を起
算日として ３か月以上延滞している貸出債権

　ⅱ　貸出条件緩和債権
　　�　経済的困難に陥った債務者の再建または支援をはか
り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務
者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を
行った貸出債権

●その他の要注意先
　要管理先以外の要注意先に属する債務者
●正常先
　業況が良好、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認
められる債務者

●破産更正債権及びこれらに準ずる債権
　破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等
の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及
びこれらに準ずる債権
●危険債権
　債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態
及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及
び利息の受取りができない可能性の高い債権
●要管理債権
　三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権（経済的困難に
陥った債務者の再建又は支援を図り、当該債権の回収を促
進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与え
る約定条件の改定等を行った貸出債権）
●正常債権
　債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものと
して、同項第一号から第三号までに掲げる債権以外のもの
に区分される債権

信 用 事 業 総 与 信
信 用 事 業
以外の与信

信 用 事 業 総 与 信
信 用 事 業
以外の与信貸 出 金 その他の債権 貸 出 金 その他の債権

破 綻 先
破産更正債権及びこれらに準ずる債権

実 質 破 綻 先

破 綻 懸 念 先 危 険 債 権

要
注
意
先

要 管 理 先 要管理
債　権

三月以上延滞債権

貸出条件緩和債権

そ の 他 要 注 意 先
正 常 債 権

正 常 先

＜自己査定債務者区分＞ ＜金融再生法債権区分＞⎭
⎬
⎫

対
象
債
権
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　　⑩　貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

区 分

令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

期首残高 期　中
増加額

期中減少額
期末残高 期首残高 期　中

増加額
期中減少額

期末残高
目的使用 その他 目的使用 その他

一般貸倒引当金 １２２，４０７ １２８，４９８ － １２２，４０７ １２８，４９８ １１３，７１０ １２２，４０７ － １１３，７１０ １２２，４０７

個別貸倒引当金 ７８，２７３ ６５，８１３ － ７８，２７３ ６５，８１３ ８９，５９３ ７８，２７３ － ８９，５９３ ７８，２７３

合 計 ２００，６８１ １９４，３１１ － ２００，６８１ １９４，３１１ ２０３，３０３ ２００，６８１ － ２０３，３０３ ２００，６８１

（単位：千円）

　　⑪　貸出金償却の額

項 目 令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度
貸 出 金 償 却 額 － －

（単位：千円）

　⑶　内国為替取扱実績

種 類
令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

仕　　向 被 仕 向 仕　　向 被 仕 向

送金・振込為替
件数 １４４，１３０ １８６，８６２ １３９，８８８ １８６，３１５
金額 １２４，３４４，０８８ １３９，１９７，７２２ １２４，５４２，８９１ １４１，２７５，４９４

代金取立為替
件数 ２ ２ ２ １
金額 １２，９４２ １３６ ３，６６７ １５，３０３

雑 為 替
件数 ２，４８５ ４９１ ２，５２１ ５５１
金額 ３，５５５，４３４ ５４，８４６ ３，６２２，４００ ５３，２８５

合 計
件数 １４６，６１７ １８７，３５５ １４２，４１１ １８６，８６７
金額 １２７，９１２，４６５ １３９，２５２，７０６ １２８，１６８，９５９ １４１，３４４，０８４

（単位：件、千円）
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　⑷　有価証券に関する指標

　　①　種類別有価証券平均残高

種 類 令和 ６年度 令和 ５年度 増 減
国 債 １，６９０，１１６ １，９８６，６７４ △２９６，５５８
地 方 債 ２，２９３，３３４ 　　２，３２２，３８０ △２９，０４５
政 府 保 証 債 ７２０，６５７ ８００，４０９ △７９，７５２
金 融 債 － － －
短 期 社 債 － － －
社 債 ２，８０１，８３９ ２，８０２，１１６ △２７６
株 式 － － －
そ の 他 の 証 券 － － －
合 計 ７，５０５，９４８ ７，９１１，５８１ △４０５，６３２

（単位：千円）

（注）貸付有価証券は有価証券の種類ごとに区分して記載しています。

　　②　商品有価証券種類別平均残高

　　　　該当する取引はありません。

　　③　有価証券残存期間別残高

種 類 １年以下 １ 年 超
３年以下

３ 年 超
５年以下

５ 年 超
７年以下

７ 年 超
１０年以下 １０ 年 超 期間の定め

のないもの 合 計

（令和 ６年度）
国 債 － － － － － １，６９０，６４６ － １，６９０，６４６
地 方 債 ３４，０２０ ６８，０４０ ７８，０４０ ２６８，０４０ １０２，０６０ １，７２５，３６１ － ２，２７５，５６１
政府保証債 － － － － － ７００，３５７ － ７００，３５７
金 融 債 － － － － － － － －
短 期 社 債 － － － － － － － －
社 債 － － － ３００，９５９ ２００，０００ ２，３００，６０４ － ２，８０１，５６３
株 式 － － － － － － － －
その他の証券 － － － － － － － －
（令和 ５年度）
国 債 － － － － － １，６９０，１１４ － １，６９０，１１４
地 方 債 ３４，０２０ ６８，０４０ ６８，０４０ ２６８，０４０ １１２，０６０ １，７６１，３４７ － ２，３１１，５４７
政府保証債 １００，０００ － － － － ７００，３８３ － ８００，３８３
金 融 債 － － － － － － － －
短 期 社 債 － － － － － － － －
社 債 － － － － ５０１，１１７ ２，３００，７２３ － ２，８０１，８４０
株 式 － － － － － － － －
その他の証券 － － － － － － － －

（単位：千円）
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　⑸　有価証券等の時価情報等

　　①　有価証券の時価情報

　　　［売買目的有価証券］

　　　　該当する取引はありません。

　　　［満期保有目的の債券］

種 類
令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額 貸借対照表

計 上 額 時 価 差 額

時価が貸借対
照表計上額を
超えるもの

国 債 － － － － － －

地 方 債 － － － ７１０，１００ ７１５，４３４ ５，３３４

政府保証債 － － － １００，０００ １００，１２０ １２０

金 融 債 － － － － － －

短 期 社 債 － － － － － －

社 債 － － － － － －

その他の証券 － － － － － －

小 計 － － － ８１０，１００ ８１５，５５４ ５，４５４

時価が貸借対
照表計上額を
超えないもの

国 債 １，６９０，６４６ １，３６０，２１０ △３３０，４３６ １，６９０，１１４ １，５０３，７７０ △１８６，３４４

地 方 債 ２，２７５，５６１ １，９２７，９２６ △３４７，６３５ １，６０１，４４７ １，４１６，１２０ △１８５，３２７

政府保証債 ７００，３５７ ５９５，９８０ △１０４，３７７ ７００，３８３ ６５２，８９０ △４７，４９３

金 融 債 － － － － － －

短 期 社 債 － － － － － －

社 債 ２，８０１，５６３ ２，２４８，４７０ △５５３，０９３ ２，８０１，８４０ ２，４４６，５９０ △３５５，２５０

その他の証券 － － － － － －

小 計 ７，４６８，１２９ ６，１３２，５８６ △１，３３５，５４２ ６，７９３，７８６ ６，０１９，３７０ △７７４，４１６

合 計 ７，４６８，１２９ ６，１３２，５８６ △１，３３５，５４２ ７，６０３，８８６ ６，８３４，９２４ △７６８，９６１

（単位：千円）

　　　［その他有価証券］

　　　　該当する取引はありません。

　　②　金銭の信託の時価情報等

　　　　該当する取引はありません。

　　③�　デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引、有価証券関連店頭デリバティブ取引（法定）

　　　　該当する取引はありません。
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２ ．共済取扱実績

　⑴　長期共済新契約高・長期共済保有高

種 類
令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

新契約高 保 有 高 新契約高 保 有 高

生

命

総

合

共

済

終 身 共 済 ９０５，５６６ ４８，８３０，４５８ ７１２，８６５ ５０，６４７，０３５
定 期 生 命 共 済 １９，０００ １，６３６，２００ ８６，０００ １，７１６，２００
養 老 生 命 共 済 ２３７，２００ ２６，８３２，１４８ ２９３，７００ ３１，６１２，８９３

こ ど も 共 済 １０３，６００ ８，３５９，４３２ １４０，７００ ９，１４０，２０９
医 療 共 済 １２，２００ ６１９，１５０ － ６３９，６５０
が ん 共 済 － ２００，５００ － ２１１，０００
定 期 医 療 共 済 － １，２６２，１００ － １，３４１，３００
介 護 共 済 ６４，６２６ ３３２，３６０ ２５，４７５ ２６９，００９
年 金 共 済 － ７５，０００ － ６５，０００

建 物 更 生 共 済 ９，１７９，２３０ １８３，１３２，２６６ ８，１２２，３５０ １８６，９９８，６２８
合 計 １０，４１７，８２３ ２６２，９２０，１８３ ９，２４０，３９１ ２７３，５００，７１７

（単位：千円）

（注�）「種類」欄は主たる共済種類ごとに記載し、金額は当該共済種類ごとに保障金額（生命系共済は死亡
保障の金額（付加された定期特約金額等を含む））を記載しています。

　⑵　医療系共済の共済金額保有高

種 類
令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

新契約高 保 有 高 新契約高 保 有 高

医 療 共 済
４１ ２６，３３６ ７７ ２７，４６７

２２，５１３ ２１２，８５８ ２３，４０３ １９３，００８
が ん 共 済 ７０ ７，２０３ １０４ ７，３４８
定 期 医 療 共 済 － １，４６１ － １，５９０

合 計
１１１ ３５，０００ １８１ ３６，４０５

２２，５１３ ２１２，８５８ ２３，４０３ １９３，００８

（単位：千円）

（注�）「種類」欄は主たる共済種類ごとに記載し、金額は当該共済種類ごとに共済金額を記載しています。
なお、同一の共済種類に主たる共済金額が複数ある場合は、新たに欄を追加して記載するとともに、共
済種類ごとの合計欄を記載しています。

　⑶　介護系その他の共済金額保有高

種 類
令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

新契約高 保 有 高 新契約高 保 有 高
介 護 共 済 ８６，２４７ ５１５，８３０ ３０，４６４ ４３６，４５０
認 知 症 共 済 ２，５００ ２０，０００ － ２１，５００
生活障害共済（一 時 金 型） － １３１，６００ － １５１，６００
生活障害共済（定期年金型） １，０００ １０，３００ ３００ １２，５００
特 定 重 度 疾 病 共 済 ４，０００ ２２８，４００ ２３，６００ ２４５，６００

（単位：千円）

（注）「種類」欄は主たる共済種類ごとに記載し、金額は当該共済種類ごとに共済金額を記載しています。
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　⑷　年金共済の年金保有高

種 類
令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

新契約高 保 有 高 新契約高 保 有 高
年 金 開 始 前 ２２，５３６ ７０６，５２９ ３０，１３４ ７４３，２２８
年 金 開 始 後 － ２１７，７０８ － １９２，７６５
合 計 ２２，５３６ ９２４，２３７ ３０，１３４ ９３５，９９４

（単位：千円）

（注）金額は、年金年額を記載しています。

　⑸　短期共済新契約高

種 類
令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

金 額 掛 金 金 額 掛 金
火 災 共 済 １８，０７１，８００ ２３，３５４ １８，１６１，４１０ ２３，４７３
自 動 車 共 済 ９１０，１５１ ９１０，４９２
傷 害 共 済 ６３，３９２，０００ ８，８８３ ６４，８３４，５００ ９，９８２
団 体 定 期 生 命 共 済 － － － －
定 額 定 期 生 命 共 済 － － － －
賠 償 責 任 共 済 １，８４４ １，７１２
自 賠 責 共 済 ２６７，９３５ ２６２，３４５
合 計 １，２１２，１６９ １，２０８，００５

（単位：千円）

（注�）「種類」欄は主たる共済種類ごとに記載し、金額は当該共済種類ごとに保障金額（死亡保障又は火災
保障を伴わない共済の金額欄は斜線。）を記載しています。
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３ ．農業・生活その他事業取扱実績

　⑴　購買事業取扱実績

　　①　受託購買品取扱実績

　　　　該当する事項はありません。

種 類
令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

供給・取扱高 手 数 料 供給・取扱高 手 数 料

生

産

資

材

肥 料 ６６２，２０９ ９４，８３８ ６６３，２８１ ８４，４４１

農 薬 ６７２，４７９ ８９，５１３ ６６７，０４８ ８０，２６８

飼 料 １４２，３４９ ３，１９６ １４１，１３２ ３，０８９

農 業 機 械 ７４６，９７０ １１９，９６３ ８７５，２５２ １２６，０６８

包 装 資 材 １２３，１６２ １９，８１０ １０１，７５４ １８，００８

保 温 資 材 ９９，０７０ １２，６１６ ９６，５６０ １２，５５０

自 動 車 ７５ ３ ２，６６４ ８

そ の 他 ３４７，２２９ ３４，２５８ ３０１，１２９ ３１，１６１

計 ２，７９３，５４７ ３７４，１９７ ２，８４８，８２３ ３５５，５９３

生

活

物

資

食
品

米 １７０，６１６ １９，０９２ １３９，９０８ １８，４９０

一 般 食 品 ６１，９５３ ９，３８６ ６７，１７８ ７，９８７

衣 料 品 ２３５ ３９ ４８９ ８０

耐 久 消 費 財 ２０４ ７ １２９ １２

そ の 他 ２１，４１９ ２，０３６ ２２，０９５ ２，０１９

計 ２５４，４３０ ３０，５６３ ２２９，８０１ ２８，５８８

合 計 ３，０４７，９７７ ４０４，７６２ ３，０７８，６２５ ３８４，１８１

（単位：千円）

（注）供給高は総額で記載しており、損益計算書における金額とは一致しません。

　　②　買取購買品取扱実績
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　⑵　販売事業取扱実績

　　①　受託販売品

種 類
令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

取 扱 高 手 数 料 取 扱 高 手 数 料

米 ７，００８，８８７ ３７０，０８９ ５，６５８，９７９ ３５３，６１４

豆 ・ 雑 穀 １６０，９８４ ５，７０７ １３９，０５６ ５，９６５

野 菜 ５６８，９７１ ６，５９４ ４３０，３９９ ４，４４２

果 実 ３９２，０００ ８，２４４ ２４２，７７２ ４，８５５

花 き ・ 花 木 ３２０，４１４ ４，９７７ ２７９，７１４ ３，９１１

畜 産 物 ２１３，７５８ ３，０８２ ２１９，３４０ ３，２４７

林 産 物 － － － －

そ の 他 ９９，６２０ ２，５９０ ８３，０１５ ２７，２６２

合 計 ８，７６４，６３４ ４０１，２８５ ７，０５３，２７５ ４０３，２９６

（単位：千円）

　⑶　保管事業取扱実績

項 目 令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

収

益

保 管 料 １６４，８４３ １６８，７２４

荷 役 料 １７，９１７ ２２，５４４

そ の 他 ２５，７２４ ２５，２００

計 ２０８，４８４ ２１６，４６８

費

用

保 管 材 料 費 ２３，２４８ ２８，７９８

保 管 労 務 費 １５，５３９ ２０，３４４

そ の 他 の 費 用 ７２，６８２ ７７，３７１

計 １１１，４６９ １２６，５１３

差 引 ９７，０１４ ８９，９５４

（単位：千円）

（注�）当期取扱高は総額で記載しており、損益計算書においては純額で販売手数料として表示しています。

　　②　買取販売品

種 類
令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

販 売 高 粗 収 益 販 売 高 粗 収 益

野 菜 ３，０３７ △５２５ ２，２１３ １５６

合 計 ３，０３７ △５２５ ２，２１３ １５６

（単位：千円）
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　⑷　利用事業取扱実績

種 類 令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

カントリーエレベーター・
ラ イ ス セ ン タ ー

収 益 １３０，３８５ １１４，３１０
費 用 ８４，０３４ ７９，９１８
差 引 ４６，３５０ ３４，３９１

ト ラ ク タ ー ・
コ ン バ イ ン

収 益 ２１，９５２ ２４，３７６
費 用 １４，１９１ １７，９３３
差 引 ７，７６１ ６，４４３

大 豆 施 設
収 益 ３４，８４９ １６，６６４
費 用 ２１，１７３ ２０，６６４
差 引 １３，６７６ △４，０００

選 果 施 設
収 益 ３７，４６３ ２１，９９８
費 用 ５５，４２５ ３９，９３３
差 引 △１７，９６１ △１７，９３４

育 苗 セ ン タ ー
収 益 ５３，７５２ ５０，２１１
費 用 ４３，５８７ ４２，０４４
差 引 １０，１６４ ８，１６６

種 子 セ ン タ ー
収 益 ２１，５９０ １６，１０８
費 用 １５，６９０ １２，５１９
差 引 ５，８９９ ３，５８８

籾 殻 堆 肥
収 益 ６３４ ６５２
費 用 ４０６ ４７０
差 引 ２２７ １８１

畜 産
収 益 ４１７ ３９９
費 用 ４１０ ６８１
差 引 ７ △２８２

無人ヘリコプター
収 益 ３，６１２ ３，９９３
費 用 ３，０２９ ３，３９９
差 引 ５８２ ５９３

い ぶ き の 里
収 益 ７１，５２６ ６６，６６２
費 用 ５９，５７１ ５９，２２１
差 引 １１，９５５ ７，４４１

あぐりんなかいち
収 益 ４２，１５９ ４６，４５２
費 用 ４７，０３２ ５１，２５０
差 引 △４，８７３ △４，７９８

そ の 他
収 益 ５，１３８ ５，３５３
費 用 ６，１０４ ８，５８９
差 引 △９６５ △３，２３６

合 計
収 益 ４２３，４８２ ３６７，１８１
費 用 ３５０，６５７ ３３６，６２６
差 引 ７２，８２４ ３０，５５４

（単位：千円）
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種 類 令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度
収 益 ４２，９４５ ４８，３８０
費 用 ３９，６５８ ４１，１６６
差 引 ３，２８７ ７，２１３

（単位：千円）

　⑸　その他事業取扱実績

　　①　加 工 事 業

　　②　宅地等供給事業

種 類 令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度
収 益 ６，６８３ ６，６８３
費 用 ６８１ ７１４
差 引 ６，００２ ５，９６９

（単位：千円）

　　③　指 導 事 業

項 目 令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

収

入

賦 課 金 ２９，４９０ ３１，２４９
指 導 事 業 補 助 金 ６，５１８ ７，３５９
実 費 収 入 １１，１９０ １２，００３

計 ４７，１９８ ５０，６１２

支

出

営 農 改 善 費 ３１，１８９ ３２，６５４
生 活 文 化 費 ４３１ ３１１
教 育 情 報 費 ３２，０９０ ３５，０８２

計 ６３，７１０ ６８，０４８
差 引 △１６，５１２ △１７，４３５

（単位：千円）

─ 59 ─



項 目 令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

信 用 事 業
貯 金 残 高 ４９０，４５７ ４８７，５６３

貸 出 金 残 高 １４３，５１７ １３９，７６１

共 済 事 業 長 期 共 済 保 有 高 ９８８，４２１ １，０１６，７３１

経 済 事 業
購 買 品 取 扱 高 １１，４５８ １１，４４４

販 売 品 取 扱 高 ３２，９６１ ２６，２２８

Ⅳ　経 営 諸 指 標

１．利　益　率

（注） １．総資産経常利益率＝経常利益／総資産（債務保証見返を除く）平均残高×１００
　　　 ２．資本経常利益率＝経常利益／純資産勘定平均残高×１００
　　　 ３．総資産当期純利益率＝当期剰余金（税引後）／総資産（債務保証見返りを除く）平均残高×１００
　　　 ４．資本当期純利益率＝当期剰余金（税引後）／純資産勘定平均残高×１００

項 目 令和 ６年度 令和 ５年度 増 減

総 資 産 経 常 利 益 率 ０．２４ ０．１９ ０．０５

資 本 経 常 利 益 率 ４．１４ ３．３８ ０．７６

総 資 産 当 期 純 利 益 率 ０．１８ ０．１６ ０．０２

資 本 当 期 純 利 益 率 ３．１１ ２．８６ ０．２５

（単位：％）

２ ．貯貸率・貯証率

（注） １．貯貸率（期　　末）＝貸出金残高／貯金残高×１００
　　　 ２．貯貸率（期中平均）＝貸出金平均残高／貯金平均残高×１００
　　　 ３．貯証率（期　　末）＝有価証券残高／貯金残高×１００
　　　 ４．貯証率（期中平均）＝有価証券平均残高／貯金平均残高×１００

区 分 令和 ６年度 令和 ５年度 増 減

貯 貸 率
期 末 ２９．２６ ２８．６７ ０．５９

期 中 平 均 ２８．９８ ２７．１１ １．８７

貯 証 率
期 末 ５．７２ ５．８０ △０．０８

期 中 平 均 ５．７４ ５．９８ △０．２４

（単位：％）

３ ．職員一人当たり指標

（注）各項目の指標額については、令和６年度２６６人、令和５年度２６９人の職員数で算出しております。

（単位：千円）
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項 目 令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

貯 金 残 高 ９ ，３１８，６９９ ９ ，３６８，１８２

貸 出 金 残 高 ２ ，７２６，８２３ ２ ，６８５，４０８

長 期 共 済 保 有 高 １８，７８０，０１３ １９，５３５，７６５

購 買 品 供 給 高 ３０４，７９７ ３０７，８６２

４ ．一店舗当たり指標

（注）各項目の指標額については、信用・共済事業１４店舗、購買事業１０店舗で算出しております。

（単位：千円）

項 目 令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

信用事業

一職員当たり貯金残高 １，９７６，６９３ ２，３８４，６２８

一店舗当たり貯金残高 ９，３１８，６９９ ９，３６８，１８２

一職員当たり貸出金残高 ５７８，４１７ ６８３，５５８

一店舗当たり貸出金残高 ２，７２６，８２３ ２，６８５，４０８

共済事業
一職員当たり長期共済保有高 ４，６１２，６３４ ５，２５９，６２９

一店舗当たり長期共済保有高 １８，７８０，０１３ １９，５３５，７６５

経済事業

一職員当たり購買品供給高 ５６，４４４ ５２，１８０

一店舗当たり購買品供給高 ３０４，７９７ ３０７，８６２

一職員当たり販売品取扱高 １７５，３５３ １４１，１０９

５ ．その他経営諸指標

（注）各項目の指標額については、担当業務別人員および店舗数で算出しております。
　　　令和６年度　�信用事業６６人・１４店舗、共済事業５７人・１４店舗、経済事業購買５４人・１０店舗、経済事業

販売５０人
　　　令和 ５年度　�信用事業５５人・１４店舗、共済事業５２人・１４店舗、経済事業購買５９人・１０店舗、経済事業

販売５０人

（単位：千円）
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Ⅴ　自己資本の充実の状況

１．自己資本の構成に関する事項

項 目 令和 ６年度 令和 ５年度
コア資本に係る基礎項目
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額 ８，０７４，８４２ ７，９７６，０４０
うち、出資金及び資本準備金の額 ４，０８９，９４６ ４，２０７，４２５
うち、再評価積立金の額 － －
うち、利益剰余金の額 ４，１７１，０９８ ３，９５６，４６５
うち、外部流出予定額（△） ５９，８９３ ６０，３１５
うち、上記以外に該当するものの額 △１２６，３０９ △１２７，５３４

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 １２８，４９８ １２２，４０７
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 １２８，４９８ １２２，４０７
うち、適格引当金コア資本算入額 － －

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行
された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎
項目の額に含まれる額

－ －

コア資本に係る基礎項目の額� イ ８，２０３，３４０ ８，０９８，４４７
コア資本に係る調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに
係るものを除く。）の額の合計額 ９，０５２ １０，２５８

うち、のれんに係るものの額 － －
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ラ
イツに係るもの以外の額 ９，０５２ １０，２５８

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 － －
適格引当金不足額 － －
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － －
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自
己資本に算入される額 － －

前払年金費用の額 － －
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 － －
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － －
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － －
特定科目に係る十パーセント基準超過額 － －
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当
するものに関連するものの額 － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る
もの無形固定資産に関連するものの額 － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限
る。）に関連するものの額 － －

特定項目に係る十五パーセント基準超過額 － －
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当
するものに関連するものの額 － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る
もの無形固定資産に関連するものの額 － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限
る。）に関連するものの額 － －

（単位：千円、％）
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項 目 令和 ６年度 令和 ５年度
コア資本に係る調整項目の額� ロ ９，０５２ １０，２５８
自己資本
自己資本の額（イ－ロ）� ハ ８，１９４，２８８ ８，０８８，１８９
リスク・アセット等
信用リスク・アセットの額の合計額 ６０，２０２，８２５ ５６，８３３，２１５
うち、他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエク
スポージャーに係る経過措置を用いて算出したリスク・
アセットの額から経過措置を用いずに算出したリスク・
アセットの額を控除した額（△）

－

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算
入される額の合計額 －

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー －
うち、上記以外に該当するものの額 －

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで
除して得た額 －

勘定間の振替分 －
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセ
ントで除して得た額 １，８７５，４８５ ４，７２３，５１５

信用リスク・アセット調整額 －
フロア調整額 －
オペレーショナル・リスク相当額調整額 －
リスク・アセット等の額の合計額� ニ ６２，０７８，３１１ ６１，５５６，７３０
自己資本比率
自己資本比率（ハ／ニ） １３．１９ １３．１３

（単位：千円、％）

（注） １ ��．「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成１８年金融庁・農水省告示第２
号）に基づき算出しています。

　　　２�．当ＪＡは、信用リスク・アセット額の算出にあっては標準的手法、適格金融資産担保の適用につ
いては信用リスク削減手法の簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額にあたっては標準的計
測手法で算出しており、算出に使用するＩＬＭについては、令和６年度は告示第２５０条第１項第３
号に基づき「１」を使用しています。

　　　３．当ＪＡが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算しています。
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（単位：千円）

２ ．自己資本の充実度に関する事項

　①　信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳

信用リスク・アセット
令 和 ５ 年 度

エクスポージャーの
期末残高

リスク・アセット額
ａ

所要自己資本額
ｂ＝ａ× ４％

現金 ６８９，７５４ － －
我が国の中央政府及び中央
銀行向け １，６９１，８５０ － －

外国の中央政府及び中央銀
行向け － － －

国際決済銀行等向け － － －
我が国の地方公共団体向け ２，３３９，４３７ － －
外国の中央政府等以外の公
共部門向け － － －

国際開発銀行向け － － －
地方公共団体金融機構向け １００，００１ － －
我が国の政府関係機関向け １，８０８，３４５ １１０，６２６ ４，４２５
地方三公社向け ８９７，５１１ ０ －
金融機関及び第一種金融商品
取引業者向け ７８，９３６，２５９ １５，７８７，２５２ ６３１，４９０

法人等向け ２，１２２，５２４ １，５９７，１４６ ６３，８８５
中小企業等向け及び個人向
け ３，７０３，０５９ １，８９４，３４６ ７５，７７３

抵当権付住宅ローン ２３，４４９，８０４ ７，３６１，５１２ ２９４，４６０
不動産取得等事業向け ３４，８０８ ３３，２９９ １，３３１
三月以上延滞等 ５７，４９０ ５１，６１０ ２，０６４
取立未済手形 ４９，９４０ ９，９８８ ３９９
信用保証協会等保証付 ６，５２４，０９４ ６４９，６４４ ２５，９８５
株式会社地域経済活性化支
援機構等による保証付 － － －

共済約款貸付 － － －
出資等 １，６１０，２５０ １，６１０，２５０ ６４，４１０
（うち出資等のエクス
ポージャー） １，６１０，２５０ １，６１０，２５０ ６４，４１０

（うち重要な出資のエクス
ポージャー） － － －

上記以外 １８，２２８，５６３ ２７，７２７，５３９ １，１０９，１０１
（うち他の金融機関等の対
象資本等調達手段のうち対
象普通出資等及びその他
外部ＴＬＡＣ関連調達手段
に該当するもの以外のものに
係るエクスポージャー）

－ － －

（うち農林中央金庫又は農
業協同組合連合会の対象
資本調達手段に係るエク
スポージャー）

６，８３８，５００ １７，０９６，２５０ ６８３，８５０

（うち特定項目のうち調整項
目に算入されない部分に係
るエクスポージャー）

１８７，９３７ ４６９，８４４ １８，７９３

（うち総株主等の議決権の百
分の十を超える議決権を保有
している他の金融機関等に
係るその他外部ＴＬＡＣ関連
調達手段に関するエクスポー
ジャー）

－ － －

（うち総株主等の議決権の百
分の十を超える議決権を保
有していない他の金融機関
等に係るその他外部ＴＬＡＣ
関連調達手段に係る５％基
準額を上回る部分に係るエク
スポージャー）

－ － －
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信用リスク・アセット
令 和 ５ 年 度

エクスポージャーの
期末残高

リスク・アセット額
ａ

所要自己資本額
ｂ＝ａ× ４％

（うち上記以外のエクス
ポージャー） １１，２０２，１２５ １０，１６１，４４４ ４０６，４５７

証券化 － － －
（うちＳＴＣ要件適用分） － － －
（うち非ＳＴＣ適用分） － － －
再証券化 － － －
リスク・ウェイトのみなし計
算が適用されるエクスポー
ジャー

－ － －

（うちルックスルー方式） － － －
（うちマンデート方式） － － －
（うち蓋然性方式２５０％） － － －
（うち蓋然性方式４００％） － － －
（うちフォールバック方式） － － －
経過措置によりリスク・ア
セットの額に算入されるも
のの額

－ － －

他の金融機関等の対象資
本調達手段に係るエクスポー
ジャーに係る経過措置によりリ
スク・アセットの額に算入されな
かったものの額（△）

－ － －

標準的手法を適用するエクス
ポージャー別計 １４２，２４３，６９７ ５６，８３３，２１５ ２，２７３，３２８

ＣＶＡリスク相当額÷ ８％ － － －
中央清算機関関連エクスポー
ジャー － － －

信用リスク・アセットの額の合計額 １４２，２４３，６９７ ５６，８３３，２１５ ２，２７３，３２８

オペレーショナル・リスクに対
する所要自己資本の額
＜基礎的手法＞

オペレーショナル・リスク相当額を
８％で除して得た額 所要自己資本額

ａ ｂ＝ａ× ４％
４，７２３，５１５ １８８，９４０

所要自己資本額計
リスク・アセット等（分母）計 所要自己資本額

ａ ｂ＝ａ× ４％
６１，５５６，７３０ ２，４６２，２６９

（注） １ ��．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごとに記載しています。
　　　 ２ ��．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸出金や有価証券等が該当し

ます。
　　　 ３ ��．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３か月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「金融機関

向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。
　　　 ４ ��．「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。
　　　 ５ ��．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一

部又は全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。
　　　 ６ ��．「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるもの」とは、土地再評価差額金に係る経過措置によるリスク・アセットの額及び調整項

目にかかる経過措置によりなお従前の例によるものとしてリスク・アセットの額に算入したものが該当します。
　　　 ７ ��．「上記以外」には未決済取引・その他の資産（固定資産等）・間接清算参加者向け・信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デ

リバティブの免責額が含まれます。
　　　 ８．当ＪＡでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用しています。
　　　　　＜オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）＞
　　　　　（粗利益（正の値の場合に限る）×１５％）の直近 ３年間の合計額直近 ３年間のうち粗利益が正の値であった年数 ÷ ８％
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　②�　信用リスク・アセットの額および信用リスクに対する所要自己資本の

資本の額並びに区分ごとの内訳
（単位：千円）

令 和 ６ 年 度
エクスポージャーの

期末残高
リスク・アセット額

ａ
所要自己資本額
ｂ＝ａ× ４％

現金 ６５５，３２２ － －
我が国の中央政府及び中央
銀行向け １ ，６９２，３６５ － －

外国の中央政府及び中央銀
行向け － － －

国際決済銀行等向け － － －
我が国の地方公共団体向け ２ ，２８３，１２９ － －
外国の中央政府等以外の公共部門向け － － －
国際開発銀行向け － － －
地方公共団体金融機構向け － － －
我が国の政府関係機関向け １ ，８０８，４８２ １１０，６４３ ４ ，４２５
地方三公社向け ８９７，６２３ ０ －
金融機関、第一種金融商品
取引業者及び保険会社向け ７５，２４４，４６６ １５，０４８，８９３ ６０１，９５５

（うち第一種金融商品取引
業者及び保険会社向け） － － －

カバード・ボンド向け － － －
法人等向け
（特定貸付債権向けを含む。） ８０２，８１７ ３７１，３８７ １４，８５５

（うち特定貸付債権向け） － － －
中堅中小企業等向け及び個人向け ７ ，６６８，７２４ ４ ，２０２，４０４ １６８，０９６
（うちトランザクター向け） １１，７９０ ５ ，３０５ ２１２
不動産関連向け ２３，３３４，２７２ ７ ，４６７，６６７ ２９８，７０６
（うち自己居住用不動産等向け） ２３，３２９，６０１ ７ ，４６４，８６４ ２９８，５９４
（うち賃貸用不動産向け） ４ ，６７０ ２ ，８０２ １１２
（うち事業用不動産関連向け） － － －
（うちその他不動産関連向け） － － －
（うちＡＤＣ向け） － － －
劣後債券及びその他資本性証券等 － － －
延滞等向け
（自己居住用不動産関連向けを除く。） １２８，７７８ ９８，５６５ ３ ，９４２

自己居住用不動産等向け
エクスポージャーに係る延滞 １１８，７７７ １１３，３８５ ４ ，５３５

取立未済手形 ４７，２１２ ９ ，４４２ ３７７
信用保証協会等による保証付 ６ ，９６３，２５４ ６９３，６０７ ２７，７４４
株式会社地域経済活性化支
援機構等による保証付 － － －

株式等 ９ ，６６８，６０７ ９ ，６６８，６０７ ３８６，７４４
共済約款貸付 － － －
上記以外 １０，９９６，３５４ ２２，４１８，２２０ ８９６，７２８
（うち重要な出資のエクスポージャー） － － －
（うち他の金融機関等の対象資
本等調達手段のうち対象普通出
資等及びその他外部ＴＬＡＣ関連
調達手段に該当するもの以外のも
のに係るエクスポージャー）

－ － －

（うち農林中央金庫の対象資本調
達手段に係るエクスポージャー） ７ ，４２８，５００ １８，５７１，２５０ ７４２，８５０

（うち特定項目のうち調整項
目に算入されない部分に係
るエクスポージャー）

１８７，０５４ ４６７，６３６ １８，７０５

（うち総株主等の議決権の百分
の十を超える議決権を保有して
いる他の金融機関等に係るその
他外部ＴＬＡＣ関連調達手段に
関するエクスポージャー）

－ － －
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（注）１�　「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類
ごとに記載しています。

　　　２�　「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸
出金や有価証券等が該当します。

　　　３��　「証券化」とは、原資産に係る信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部
又は全部を第三者に移転する性質を有する取引のことです。

　　　４��　「上記以外」には、未決済取引・その他の資産（固定資産等）・間接清算参加者向け・信用リスク削減手法として用
いる保証又はクレジット・デリバティブの免責額が含まれます。

　　　５��　オペレーショナル・リスク相当額は標準的計測手法により算出しており、算出に使用するＩＬＭは告示第２５０条第
１項第３号に基づき「１」を使用しています。

　③　オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本額の概要

令 和 ６ 年 度
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％で除して得た額 １ ，８７５，４８５
オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額 ７５，０１９

ＢＩ １ ，２５０，３２３
ＢＩＣ １５０，０３８

（単位：千円）

令 和 ６ 年 度
エクスポージャーの

期末残高
リスク・アセット額

ａ
所要自己資本額
ｂ＝ａ× ４％

（うち総株主等の議決権の百分
の十を超える議決権を保有して
いない他の金融機関等に係るそ
の他外部ＴＬＡＣ関連調達手段
に係るエクスポージャー）

－ － －

（うち上記以外のエクスポージャー） ３ ，３８０，８００ ３ ，３７９，３３４ １３５，１７３
証 券 化 － － －
（うちＳＴＣ要件適用分） － － －
（うち短期ＳＴＣ要件適用分） － － －
（うち不良債権証券化適用分） － － －
（うちＳＴＣ・不良債権証券
化適用対象外分） － － －

再 証 券 化 － － －
リスク・ウェイトのみなし計算が
適用されるエクスポージャー － － －

（うちルックスルー方式） － － －
（うちマンデート方式） － － －
（うち蓋然性方式２５０％） － － －
（うち蓋然性方式４００％） － － －
（うちフォールバック方式） － － －
他の金融機関等の対象資
本調達手段に係るエクスポー
ジャーに係る経過措置によ
りリスク・アセットの額に算入
されなかったものの額（△）

－ － －

標 準 的 手 法 を 適 用 す る
エ ク ス ポ ー ジ ャ ー 計 １４２，３１０，１９０ ６０，２０２，８２５ ２ ，４０８，１１３

ＣＶＡリスク相当額÷ ８％
（簡 便 法） － － －

中央清算機関関連エクスポージャー － － －
合計（信用リスク・アセットの額） １４２，３１０，１９０ ６０，２０２，８２５ ２ ，４０８，１１３
マ ー ケ ッ ト ・ リ ス ク に 対
す る 所 要 自 己 資 本 の 額
＜簡易方式又は標準的方式＞

マーケット・リスク相当額を８％で除して得た額
ａ

所要自己資本額
ｂ＝ａ× ４％

－ －
オペレーショナル・リスク
に対する所要自己資本の額
＜標 準 的 計 測 手 法＞

オペレーショナル・リスク相当額を ８％で除して得た額
ａ

所要自己資本額
ｂ＝ａ× ４％

１ ，８７５，４８５ ７５，０１９

所 要 自 己 資 本 額
リスク・アセット等（分母）合計

ａ
所要自己資本額
ｂ＝ａ× ４％

６２，０７８，３１１ ２ ，４８３，１３２
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３ ．信用リスクに関する事項

　①　標準的手法に関する事項

　当ＪＡでは自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準
的手法により算出しています。また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リス
ク・ウェイトの判定に当たり使用する格付等は次のとおりです。

ア�　リスク・ウェイトの判定に当たり使用する格付けは、以下の適格格付機関による
依頼格付けのみ使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。

適 格 格 付 機 関
株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）
株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Ｍｏｏｄｙ’ｓ）
Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング（Ｓ＆Ｐ）
フィッチレーティングスリミテッド（Ｆｉｔｃｈ）

（注）「リスク・ウェイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するための掛目のことです。

イ�　リスク・ウェイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカント
リー・リスク・スコアは、主に以下のとおりです。

エクスポージャー 適格格付機関 カントリー・リスク・スコア
中央政府および中央銀行 日本貿易保険
外国の中央政府等以外の公
共部門向けエクスポージャー 日本貿易保険

国際開発銀行向けエクス
ポージャー

Ｒ＆Ｉ，Ｍｏｏｄｙ’ｓ，ＪＣＲ，
Ｓ＆Ｐ，Ｆｉｔｃｈ

金融機関向けエクスポージャー Ｒ＆Ｉ，Ｍｏｏｄｙ’ｓ，ＪＣＲ，
Ｓ＆Ｐ，Ｆｉｔｃｈ

法人等向けエクスポージャー Ｒ＆Ｉ，Ｍｏｏｄｙ’ｓ，ＪＣＲ，
Ｓ＆Ｐ，Ｆｉｔｃｈ
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区 分

令 和 6 年 度 令 和 5 年 度
信用リスクに関
するエクスポー
ジャーの残高

三 月 以 上
延滞エクス
ポージャー

信用リスクに関
するエクスポー
ジャーの残高

三 月 以 上
延滞エクス
ポージャー

う　　ち
貸出金等 うち債券 う　　ち

貸出金等 うち債券

国 内 １４２，３１０，１９０ ３８，２１７，３０８ ７，４８０，９１９ ２４７，５５６ １４２，２４３，６９７ ３７，６２４，２４３ ７，６１６，４３４ ５７，４９０
国 外 － － － － － － － －

地 域 別 残 高 計 １４２，３１０，１９０ ３８，２１７，３０８ ７，４８０，９１９ ２４７，５５６ １４２，２４３，６９７ ３７，６２４，２４３ ７，６１６，４３４ ５７，４９０

法

人

農 業 ６２８，１３３ ６２８，１３３ － － ６６０，３７２ ６６０，３７２ － －
林 業 － － － － － － － －
水 産 業 － － － － － － － －
製 造 業 ３，５５２ ３，５５２ － － ４，８９０ ４，８９０ － －
鉱 業 － － － － － － － －
建 設 ・
不 動 産 業 ３７，１８４ ３７，１８４ － － － － － －

電 気 ・
ガス・熱供
給・水道業

６０２，５２４ － ６０２，５２４ － ６０２，６９３ － ６０２，６９３ －

運輸・通信業 ２，２０６，０５５ － ２，２０６，０５５ － ２，２０５，８２２ － ２，２０５，８２２ －
金融・保険業 ７５，９９２，０２３ － ７００，３４４ － ８０，５９０，５９０ ８５４，０００ ８００，３３０ －
卸売・小売・飲
食・サービス業 １，９２２，１０８ １，９２２，１０８ － ９，４０５ ２，０８９，２４３ ２，０３９，３０３ － －

日本国政府・
地方公共団体 ３，９７５，４９４ ３，５００ ３，９７１，９９４ － ４，０３１，２８７ ２３，６９９ ４，００７，５８８ －

上 記 以 外 ９，６７８，６０７ １０，０００ － － ７，５９４，７５０ － － －
個 人 ３５，６１２，８２８ ３５，６１２，８２８ － ２３８，１５０ ３４，０４１，９７７ ３４，０４１，９７７ － ５７，４９０
そ の 他 １１，６５１，６７６ － － － １０，４２２，０６８ － － －

業 種 別 残 高 計 １４２，３１０，１９０ ３８，２１７，３０８ ７，４８０，９１９ ２４７，５５６ １４２，２４３，６９７ ３７，６２４，２４３ ７，６１６，４３４ ５７，４９０
１ 　年　以　下 ７４，９９８，４２６ ４３３，８２５ － ７８，９４９，８４８ ５４８，９８８ １００，００１
１ 年超 ３年以下 １，２４６，７７８ １，２４６，７７８ － １，１５７，１０４ １，１５７，１０４ －
３ 年超 ５年以下 １，７４４，２５５ １，７３４，２４６ １０，００９ １，８３３，５５２ １，８２３，５４１ １０，０１０
５ 年超 ７年以下 １，８０２，９３５ １，３００，９４５ ５０１，９８９ １，６８１，５１３ １，４８０，９４５ ２００，２２０
７ 年超１０年以下 ２，５４４，５６２ ２，３４３，９３３ ２００，６２８ ２，４７１，００９ １，９６８，７８８ ５０２，２２０
１０ 年 超 ３７，６０８，９２４ ３０，８４０，６３２ ６，７６８，２９１ ３７，１３５，９０５ ３０，３３２，２７１ ６，８０３，６３３
期限の定めの
な い も の ２２，３６４，３０８ ３１６，９４５ － １９，０１４，７６３ ３１２，６０３ －

残存期間別残高計 １４２，３１０，１９０ ３８，２１７，３０８ ７，４８０，９１９ １４２，２４３，６９７ ３７，６２４，２４３ ７，６１６，４３４

　②�　信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）及び延滞エ

クスポージャーの期末残高

（注） １ ��．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトのみなし計
算が適用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ・バ
ランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

　　　 ２ ��．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エク
スポージャーを含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間および融資枠の範囲でお客様のご請求に基づき、
金融機関が融資を実行する契約のことをいいます。「貸出金等」にはコミットメントの融資可能残額も含めています。

　　　 ３ ��．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞しているエ
クスポージャーをいいます。

　　　 ４ ��．「延滞エクスポージャー」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことをいいます。
　　　　①�　金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則に規定する「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」、

「危険債権」、「要管理債権」に該当すること。
　　　　②　重大な経済的損失を伴う売却を行うこと。
　　　　③　３か月以上限度額を超過した当座貸越であること。

（単位：千円）

─ 69 ─



区 分
令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

期首残高 期　　中増 加 額
期中減少額

期末残高 貸 出 金償　　却 期首残高
期　　中
増 加 額

期中減少額
期末残高 貸 出 金償　　却目的使用 そ の 他 目的使用 そ の 他

国 内 ７８，２７３ ６５，８１３ － ７８，２７３ ６５，８１３ ８９，５９３ ７８，２７３ － ８９，５９３ ７８，２７３
国 外 － － － － － － － － － －

地 域 別 計 ７８，２７３ ６５，８１３ － ７８，２７３ ６５，８１３ ８９，５９３ ７８，２７３ － ８９，５９３ ７８，２７３

法

人

農 業 ４，０１３ ３，５１３ ４，０１３ ３，５１３ － ４，５１３ ４，０１３ － ４，５１３ ４，０１３ －
林 業 － － － － － － － － － － － －
水 産 業 － － － － － － － － － － － －
製 造 業 － － － － － － － － － － － －
鉱 業 － － － － － － － － － － － －
建 設 ・
不動産業 － － － － － － － － － － － －

電気・ガス・熱
供給・水道業 － － － － － － － － － － － －

運 輸 ・
通 信 業 － － － － － － － － － － － －

金 融 ・
保 険 業 － － － － － － － － － － － －

卸売・小売・飲
食・サービス業 － － － － － － － － － － － －

上記以外 － ４，６０９ － － ４，６０９ － － － － － － －
個 人 ７４，２６０ ５７，６９１ － ７４，２６０ ５７，６９１ － ８５，０８０ ７４，２６０ － ８５，０８０ ７４，２６０ －

業 種 別 計 ７８，２７３ ６５，８１３ － ７８，２７３ ６５，８１３ － ８９，５９３ ７８，２７３ － ８９，５９３ ７８，２７３ －

　④　業種別の個別貸倒引当金の期末残高・期中増減額及び貸出金償却の額
（単位：千円）

区 分
令 和 6 年 度 令 和 ５ 年 度

期首残高 期　中
増加額

期中減少額
期末残高 期首残高 期　中

増加額
期中減少額

期末残高
目的使用 そ の 他 目的使用 その他

一般貸倒引当金 １２２，４０７ １２８，４９８ － １２２，４０７ １２８，４９８ １１３，７１０ １２２，４０７ － １１３，７１０ １２２，４０７
個別貸倒引当金 ７８，２７３ ６５，８１３ － ７８，２７３ ６５，８１３ ８９，５９３ ７８，２７３ － ８９，５９３ ７８，２７３

　③　貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
（単位：千円）
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　⑤　信用リスク・アセット残高内訳表

　　　［令和６年度］
（単位：千円）

項 目
リスク・
ウェイト
（％）

ＣＣＦ・信用リスク
削 減 効 果 適 用 前

Ｃ Ｃ Ｆ ・ 信 用 リ ス ク
削 減 効 果 適 用 後 リスク・ウェ

イト の 加
重平均値
Ｆ（＝Ｅ／（Ｃ＋Ｄ））

オン・バラン
ス資産項目
Ａ

オフ・バラン
ス資産項目
Ｂ

オン・バラン
ス資産項目
Ｃ

オフ・バラン
ス資産項目
Ｄ

信用リスク・
アセットの額
Ｅ

現 金 ０ ６５５，３２２ － ６５５，３２２ － － －
我が国の中央政府及び中央銀行向け ０ １，６９２，３６５ － １，６９２，３６５ － － －
外国の中央政府及び中央銀行向け ０～１５０ － － － － － －
国 際 決 済 銀 行 等 向 け ０ － － － － － －
我 が 国 の 地 方 公 共 団 体 向 け ０ ２，２８３，１２９ － ２，２８３，１２９ － － －
外国の中央政府等以外の公共部門向け ２０～１５０ － － － － － －
国 際 開 発 銀 行 向 け ０～１５０ － － － － － －
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向 け １０～２０ － － － － － －
我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け １０～２０ １，８０８，４８２ － １，８０８，４８２ － １１０，６４３ ６
地 方 三 公 社 向 け ２０ ８９７，６２３ － ８９７，６２３ － ０ －
金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け ２０～１５０ ７５，２４４，４６６ － ７５，２４４，４６６ － １５，０４８，８９３ ２０
（うち第一種金融商品取引業者及び保険会社向け） ２０～１５０ － － － － － －

カ バ ー ド ・ ボ ン ド 向 け １０～１００ － － － － － －
法人等向け（特定貸付債権向けを含む。） ２０～１５０ ８０２，８１７ － ８０２，８１７ － ３７１，３８７ ４６
（う ち 特 定 貸 付 債 権 向 け） ２０～１５０ － － － － － －

中堅中小企業等向け及び個人向け ４５～１００ ７，６４０，５８４ １５７，８０１ ７，３０８，９６７ １５，７８０ ４，２０２，４０４ ５７
（う ち ト ラ ン ザ ク タ ー 向 け） ４５ － １１７，９００ － １１，７９０ ５，３０５ ４５

不 動 産 関 連 向 け ２０～１５０ ２３，３３４，２７２ － ２３，２７６，８１２ － ７，４６７，６６７ ３２
（うち自己居住用不動産等向け） ２０～７５ ２３，３２９，６０１ － ２３，２７２，１４１ － ７，４６４，８６４ ３２
（う ち 賃 貸 用 不 動 産 向 け） ３０～１５０ ４，６７０ － ４，６７０ － ２，８０２ ６０
（うち事 業 用 不 動 産 関 連 向け） ７０～１５０ － － － － － －
（うちその 他 不 動 産 関 連 向 け） ６０ － － － － － －
（う ち Ａ Ｄ Ｃ 向 け） １００～１５０ － － － － － －

劣後債券及びその他資本性証券等 １５０ － － － － － －
延滞等向け（自己居住用不動産等向けを除く。） ５０～１５０ ７８，６２７ １００ ７８，４４６ １０ ９８，５６５ １２６
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 １００ １１６，９３１ － １１３，３８５ － １１３，３８５ １００
取 立 未 済 手 形 ２０ ４７，２１２ － ４７，２１２ － ９，４４２ ２０
信 用 保 証 協 会 等 に よ る 保 証 付 ０～１０ ６，９６３，２５４ － ６，９３６，０７３ － ６９３，６０７ １０
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 １０ － － － － － －
株 式 等 ２５０～４００ ９，６６８，６０７ － ９，６６８，６０７ － ９，６６８，６０７ １００
共 済 約 款 貸 付 ０ － － － － － －
上 記 以 外 １００～１２５０ １０，９９４，８８８ － １０，９９４，８８８ － ２２，４１８，２２０ ２０４
（うち重要な出資のエクスポージャー） １２５０ － － － － － －
（うち他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち
対象普通出資等及びその他外部ＴＬＡＣ関連調達手
段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー）

２５０～４００ － － － － － －

（うち農林中央金庫の対象資本調
達手段に係るエクスポージャー） ２５０ ７，４２８，５００ － ７，４２８，５００ － １８，５７１，２５０ ２５０
（うち特定項目のうち調整項目に算入さ
れない部分に係るエクスポージャー） ２５０ １８７，０５４ － １８７，０５４ － ４６７，６３６ ２５０
（うち総株主等の議決権の百分の十を超える議決
権を保有している他の金融機関等に係るその他外
部ＴＬＡＣ関連調達手段に係るエクスポージャー）

２５０ － － － － － －

（うち総株主等の議決権の百分の十を超える議決
権を保有していない他の金融機関等に係るその他
外部ＴＬＡＣ関連調達手段に係るエクスポージャー）

１５０ － － － － － －

（うち右記以外のエクスポージャー） １００ ３，３７９，３３４ － ３，３７９，３３４ － ３，３７９，３３４ １００
証 券 化 － － － － － － －
（う ち Ｓ Ｔ Ｃ 要 件 適 用 分） － － － － － － －
（うち 短 期ＳＴＣ要 件 適 用 分） － － － － － － －
（うち不 良 債 権 証 券 化 適 用 分） － － － － － － －
（うちＳＴＣ・不良債権証券化適用対象外分） － － － － － － －

再 証 券 化 － － － － － － －
リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー － － － － － － －
未 決 済 取 引 － － － － － － －
他の金融機関等の対象資本調達手段に係る
エクスポージャーに係る経過措置によりリスク・
アセットの額に算入されなかったものの額（△）

－ － － － － － －

合計（信用リスク・アセットの額） － １４２，２２８，５８７ １５７，９０１ １４１，８０８，６０２ １５，７９０ ６０，２０２，８２５ －

（注）最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、令和５年度については、記載しておりません。
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　⑥�　ポートフォリオの区分ごとのＣＣＦ適用後及び信用リスク削減手法の効果を勘案し

た後のエクスポージャーの額

　　　［令和６年度］
（単位：百万円）

項 目 信用リスク・エクスポージャーの額（ＣＣＦ・信用リスク削減手法適用後）
０％ ２０％ ５０％ １００％ １５０％ その他 合計

我が国の中央政府及び中央銀行向け １，６９２ － － － － － １，６９２
外国の中央政府及び中央銀行向け － － － － － － －
国 際 決 済 銀 行 等 向 け － － － － － － －

０％ １０％ ２０％ ５０％ １００％ １５０％ その他 合計
我 が 国 の 地 方 公 共 団 体 向 け ２，２８３ － － － － － － ２，２８３
外国の中央政府等以外の公共部門向け － － － － － － － －
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向 け － － － － － － － －
我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け ７０２ １，１０６ － － － － － １，８０８
地 方 三 公 社 向 け ８９７ － － － － － － ８９７

０ ％ ２０％ ３０％ ５０％ １００％ １５０％ その他 合計
国 際 開 発 銀 行 向 け － － － － － － － －

２０％ ３０％ ４０％ ５０％ ７５％ １００％ １５０％ その他 合計
金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け ７５，２４４ － － － － － － － ７５，２４４
（うち、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け） － － － － － － － － －

１０％ １５％ ２０％ ２５％ ３５％ ５０％ １００％ その他 合計
カ バ ー ド ・ ボ ン ド 向 け － － － － － － － － －

２０％ ５０％ ７５％ ８０％ ８５％ １００％ １３０％ １５０％ その他 合計
法人等向け（特定貸付債権向けを含む。） １００ ７０２ － － － － － － － ８０２
（う ち 特 定 貸 付 債 権 向 け） － － － － － － － － － －

１００％ １５０％ ２５０％ ４００％ その他 合計
劣後債権及びその他資本性証券等 － － － － － －
株 式 等 － － ９，６６８ － － ９，６６８

４５％ ７５％ １００％ その他 合計
中堅中小企業等向け及び個人向け １１ ９９０ ９８２ ５，３３９ ７，３２４
（う ち ト ラ ン ザ ク タ ー 向 け） １１ － － － １１

（注）最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、令和５年度については、記載しておりません。

２０％ ２５％ ３０％ ３１．２５％ ３５％ ３７．５０％ ４０％ ５０％ ６２．５０％ ７０％ ７５％ その他 合計
不動産関連向けうち自己居住用不動産等向け ４３０ － － － １８，４５６ － － ２ － － ４８ ４ ，３３５ ２３，２７２

３０％ ３５％ ４３．７５％ ４５％ ５６．２５％ ６０％ ７５％ ９３．７５％ １０５％ １５０％ その他 合計
不動産関連向けうち賃貸用不動産向け － － － － － ４ － － － － － ４

７０％ ９０％ １１０％ １１２．５０％ １５０％ その他 合計
不動産関連向けうち事業用不動産関連向け － － － － － － －

６０％ その他 合計
不動産関連向けうちその他不動産関連向け － － －

１００％ １５０％ その他 合計
不動産関連向けうちＡＤＣ向け － － － －

５０％ １００％ １５０％ その他 合計
延滞等向け（自己居住用不動産等向けを除く。） １１ １５ ５１ － ７８
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 － １１３ － － １１３

０ ％ １０％ ２０％ １００％ その他 合計
現 金 ６５５ － － － － ６５５
取 立 未 済 手 形 － － ４７ － － ４７
信 用 保 証 協 会 等 に よ る 保 証 付 － ６，９３５ － － － ６，９３６
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 － － － － － －
共 済 約 款 貸 付 － － － － － －
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区 分 令 和 ５ 年 度
格付あり 格付なし 計

信用リスク
削 減 効 果
勘案後残高

リスク・ウェイト ０％ － ６，７３８，０２４ ６，７３８，０２４
リスク・ウェイト ２％ － － －
リスク・ウェイト ４％ － － －
リスク・ウェイト１０％ － ７，６０２，７０７ ７，６０２，７０７
リスク・ウェイト２０％ １００，０７２ ８５，９０４，６３２ ８６，００４，７０４
リスク・ウェイト３５％ － １７，８７６，７５８ １７，８７６，７５８
リスク・ウェイト５０％ ７０２，９１５ ２，７１２，２２０ ３，４１５，１３６
リスク・ウェイト７５％ － ７６５，２０６ ７６５，２０６
リスク・ウェイト１００％ － １２，７９４，９５４ １２，７９４，９５４
リスク・ウェイト１５０％ － １９，７６６ １９，７６６
リスク・ウェイト２５０％ － ７，０２６，４３７ ７，０２６，４３７
そ の 他 － － －

リスク・ウェイト１２５０％ － － －
計 ８０２，９８７ １４１，４４０，７０９ １４２，２４３，６９７

　⑦　信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク・ウェイト１２５０％を適用する残高
（単位：千円）

（注） １ ��．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトのみなし計
算が適用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ・バ
ランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

　　　 ２ ��．「格付あり」には原エクスポージャーのリスク・ウェイト判定において格付を使用しているもの、「格付なし」には
原エクスポージャーのリスク・ウェイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、格付は適
格格付機関による依頼格付のみ使用しています。

　　　 ３ ��．経過措置によってリスク・ウェイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ウェイト
によって集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集計の対象としてい
ます。

　　　 ４ ��．１２５０％には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デリバティブの
免責額に係るもの、重要な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウェイト１２５０％を適用したエクスポージャーが
あります。

　　　 ５ ��．平成24年度の「1250％」の項目には、自己資本控除とした額を記載しています。

　⑧　資産（オフ・バランス取引等含む）残高等リスク・ウェイト区分内訳表
（単位：千円）

リスク・ウェイト
区 分

令 和 ６　 年 度
ＣＣＦ・信用リスク削減効果適用前
エ ク ス ポ ー ジ ャ ー ＣＣＦの加重平均値

（％）

資産の額及び与信
相当額の合計額
（ＣＣＦ・信用リスク
削減効果適用後）

オン・バランス
資 産 項 目

オフ・バランス
資 産 項 目

４０％未満 １１４，８２８，２２５ － － １１４，６７３，４０１
４０％～７０％ ３，２４５，２５８ １１７，９００ １０％ ３，２５６，６０４
７５％ １，０４０，１３１ ２７，２６９ １０％ １，０３８，５６５
８０％ － － － －
８５％ １，２５５，１６６ － － ９９８，２８８

９０％～１００％ １，１４２，４４２ １ ，２００ １０％ １，１３９，０１６
１０５％～１３０％ － － － －
１５０％ ５１，６５４ １００ １０％ ５１，６６４
２５０％ ９，６６８，６０７ － － ９，６６８，６０７
４００％ － － － －
１２５０％ － － － －

そ の 他 ２，２１２ １１，４３１ １０％ ３，３５５
合 計 １３１，２３３，６９８ １５７，９０１ １０％ １３０，８２９，５０３

（注�）最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い、「リスク・ウェイト区分」の変更や「ＣＣＦの加重平均値」の追加等を行って
います。
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４ ．信用リスク削減手法に関する事項

　①　信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

　「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額
の算出において、エクスポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定
されている場合に、エクスポージャーのリスク・ウエイトに代えて、担保や保証人に
対するリスク・ウエイトを適用するなど信用リスク・アセット額を軽減する方法です。
　当ＪＡでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。
信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自組合貯金の
相殺」を適用しています。

　適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部が、
取引相手または取引相手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減さ
れている取引をいいます。当ＪＡでは、適格金融資産担保取引について信用リスク削
減手法の簡便手法を用いています。

　保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウエイトが適用される中
央政府等、我が国の地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、
外国の中央政府以外の公共部門、国際開発銀行、及び金融機関または第一種金融商品
取引業者、これら以外の主体で長期格付を付与しているものを適格保証人とし、エク
スポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリス
ク・ウエイトに代えて、保証人のリスク・ウエイトを適用しています。

　貸出金と自組合貯金の相殺については，①取引相手の債務超過、破産手続開始の決
定その他これらに類する事由にかかわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効
であることを示す十分な根拠を有していること、②同一の取引相手との間で相殺契約
下にある貸出金と自組合貯金をいずれの時点においても特定することができること、
③自組合貯金が継続されないリスクが監視及び管理されていること、④貸出金と自組
合貯金の相殺後の額が、監視および管理されていること、の条件をすべて満たす場合
に、相殺契約下にある貸出金と自組合貯金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用後
のエクスポージャー額としています。
　担保に関する評価及び管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認及び評価
の見直し行っています。なお、主要な担保の種類は自組合貯金です。
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　②　信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額
（単位：千円）

（注） １ ��．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、主なものとし
ては貸出金や有価証券等が該当します。

　　　 ２ ��．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から ３か月以上延滞している債務者に係るエク
スポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが
１５０％になったエクスポージャーのことです。

　　　 ３ ��．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポー
ジャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

　　　 ４ ��．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共
部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）が含まれます。

区 分
令 和 ５ 年 度

適 格 金 融
資 産 担 保 保 証

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向 け － １００，００１
我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け － ７０２，０８２
地 方 三 公 社 向 け － ８９７，５１１
金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け － －
法 人 等 向 け ３４，１００ －
中 小 企 業 等 向 け 及 び 個 人 向 け ３１，９９７ ２，８４３，３２３
抵 当 権 住 宅 ロ ー ン － ５，５２３，２２９
不 動 産 取 得 等 事 業 向 け － －
三 月 以 上 延 滞 等 － －
証 券 化 － －
中 央 清 算 機 関 関 連 － －
上 記 以 外 ５０，００９ １，２４７，８８２
合 計 １１６，１０７ １１，３１４，０３０
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（単位：千円）

区 分
令 和 ６ 年 度

適 格 金 融
資 産 担 保 保 証

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向 け － －
我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け － ７０２，０４３
地 方 三 公 社 向 け － ８９７，６２３
金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け － －
法 人 等 向 け（特定貸付債権向けを含む。） － －
中 堅 中 小 企 業 等 向 け 及 び 個 人 向 け １５０，９８３ ４ ，１２９，０１０
自 己 居 住 用 不 動 産 等 向 け － ４ ，６８１，５８７
賃 貸 用 不 動 産 向 け － －
事 業 用 不 動 産 関 連 向 け － －
延 滞 等 向 け（自己居住用不動産等向けを除く。） － －
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 － －
証 券 化 － －
中 央 清 算 機 関 関 連 － －
上 記 以 外 － －
合 計 １５０，９８３ １０，４１０，２６５

（注）１．�「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸
出金や有価証券等が該当します。

　　　２．�「延滞等」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことをいいます。
　　　　①�　金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則に規定する「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」、

「危険債権」、「要管理債権」に該当すること。
　　　　②　重大な経済的損失を伴う売却を行うこと。
　　　　③　３か月以上限度額を超過した当座貸越であること。
　　　３．�「証券化」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一

部または全部を第三者に移転する性質を有する取引のことです。
　　　４．�「上記以外」には、現金・外国の中央政府および中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公

共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）等が含まれます。

５ ．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

　　該当する取引はありません。

６ ．証券化エクスポージャーに関する事項

　　該当する取引はありません。

７ ．ＣＶＡリスクに関する事項

　　該当する取引はありません。

８ ．マーケット・リスクに関する事項

　　該当する取引はありません。
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９ ．オペレーショナル・リスクに関する事項

◇リスク管理の方針および手続の概要
　「オペレーショナル・リスク」とは、業務の過程、役職員の活動もしくは、システ
ムが不適切であること又は外的な現象により損失を被るリスクのことです。
　当ＪＡでは、収益発生を意図し能動的な要因により発生する信用リスクや市場リス
ク及び流動性リスク以外のリスクで、受動的に発生する事務、システム、法務などに
ついて事務処理や業務運営の過程において、損失を被るリスクと定義しています。事
務リスク、システムリスクなどについて、事務手続にかかる各種規程を理事会で定め、
その有効性について内部監査や監事監査の対象とするとともに、事故・事務ミスが発
生した場合は速やかに状況を把握して理事会に報告する体制を整備して、リスク発生
後の対応及び改善が迅速・正確に反映ができるよう努めています。

◇ＢＩの算出方法
　ＢＩ（事業規模指標）の額は、ＩＬＤＣ（金利要素）、ＳＣ（役務要素）およびＦＣ
（金融商品要素）を合計して算出しています。なお、ＩＬＤＣ、ＳＣおよびＦＣの額
は告示第２４９条に定められた方法に基づき算出しております。

◇ＩＬＭの算出方法
　ＩＬＭ（内部損失乗数）は、告示第２５０条第１項第３号に基づき「１」を使用して
おります。

◇オペレーショナル・リスク相当額の算出に当たって、ＢＩの算出から除外した事業
部門の有無
　該当ありません。

◇オペレーショナル・リスク相当額の算出に当たって、ＩＬＭの算出から除外した特
殊損失の有無（特殊損失を除外した場合には、その理由も含む）
　該当ありません。

─ 77 ─



１０ ．出資等または株式等エクスポージャーに関する事項

　①　出資または株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要

　「出資等または株式等エクスポージャー」とは、主に貸借対照表上の有価証券勘定

及び外部出資勘定の株式又は出資として計上されているものであり、当ＪＡにおいて

は、これらを①子会社および関連会社株式、②その他有価証券、③系統および系統外

出資に区分して管理しています。

①�　子会社および関連会社については、経営上も密接な連携を図ることにより、当ＪＡ

の事業のより効率的運営を目的として、株式を保有しています。これらの会社の経

営については毎期の決算書類の分析の他、毎月定期的な連絡会議を行う等適切な業

況把握に努めています。

②�　その他の有価証券については中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な

市場リスクの把握およびコントロールに努めています。具体的には、市場動向や経

済見通しなどの投資環境分析及びポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理

事会で運用方針を定めるとともに経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催し

て、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は理事会で決定した

運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された取引方針などに基づき、有価証券の売買や

リスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引については企画管理部門が適

切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に

報告しています。

③�　系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加

え、日常的な協議を通じた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出資につい

ても同様の対応を行っています。

　�　なお、これらの出資等または株式等エクスポージャーの評価等については、①子

会社および関連会社については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて子会社等

損失引当金を、②その他有価証券については時価評価を行った上で、取得原価との

評価差額については、「その他有価証券評価差額金」として純資産の部に計上して

います。③系統および系統外出資については、取得原価を記載し、毀損の状況に応

じて外部出資等損失引当金を設定しています。また、評価等重要な会計方針の変更

等があれば、注記表にその旨記載することとしています。
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　②　出資等または株式等エクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価
（単位：千円）

（注）「時価評価額」は、時価のあるものは時価、時価のないものは貸借対照表計上額の合計額です。

令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度
貸借対照表
計 上 額 時価評価額 貸借対照表

計 上 額 時価評価額

上 場 － － － －
非 上 場 ９，６６８，４０７ ９，６６８，４０７ ７，５９４，７４６ ７，５９４，７４６
合 計 ９，６６８，４０７ ９，６６８，４０７ ７，５９４，７４６ ７，５９４，７４６

１１．リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

　　該当する取引はありません。

　③　出資等または株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益

　④�　貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額（保有目的区分を

その他有価証券としている株式・出資の評価損益等）

　　　該当する取引はありません。

　⑤�　貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額（子会社・関連会社株式の

評価損益等）

　　　該当する取引はありません。

令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度
売 却 益 売 却 損 償 却 額 売 却 益 売 却 損 償 却 額

－ － １９９ － － ４
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１２ ．金利リスクに関する事項

　①　金利リスクの算定手法の概要

　金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間
のミスマッチが存在する中で金利が変動することにより、利益が減少ないし損失を被
るリスクをいいます。
　当ＪＡでは、金利リスク量を計算する際の基本的な事項を「金利リスク量計算要
領」に、またリスク情報の管理・報告にかかる事項を「余裕金運用等にかかるリスク
管理手続」に定め、適切なリスクコントロールに努めています。具体的な金利リスク
の算定方法、管理方法は以下のとおりです。

◇リスク管理の方針および手続の概要
・リスク管理および計測の対象とする金利リスクの考え方および範囲に関する説明
　�　当ＪＡでは、金利リスクを重要なリスクの一つとして認識し、適切な管理体制の
もとで他の市場リスクと一体的に管理をしています。金利リスクのうち銀行勘定の
金利リスク（ＩＲＲＢＢ）については、個別の管理指標の設定やモニタリング体制
の整備などにより厳正な管理に努めています。

・リスク管理およびリスクの削減の方針に関する説明
　�　当ＪＡは、リスク管理委員会のもと、自己資本に対するＩＲＲＢＢの比率の管理
や収支シミュレーションの分析などを行いリスク削減に努めています。

・金利リスク計測の頻度
　�　毎月末を基準日として、月次でＩＲＲＢＢを計測しています。
・ヘッジ等金利リスクの削減手法に関する説明
　�　当ＪＡは、金利スワップ等のヘッジ手段を活用し金利リスクの削減に努めていま
す。また、金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会
計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会）に規定す
る繰延ヘッジに依っています。

◇金利リスクの算定手法の概要
　�　当ＪＡでは、経済価値ベースの金利リスク量（⊿ＥＶＥ）については、金利感応
ポジションにかかる基準日時点のイールドカーブに基づき計算されたネット現在価
値と、標準的な金利ショックを与えたイールドカーブに基づき計算されたネット現
在価値の差により算出しており、金利ショックの幅は、上方パラレルシフト、下方
パラレルシフト、スティープ化の３シナリオによる金利ショック（通貨ごとに異な
るショック幅）を適用しております。

・流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期
　�　流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期は２．５年です。
・流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期
　　　流動性に割り当てられた最長の金利改定満期は５年です。
・流動性貯金への満期の割り当て方法（コア貯金モデル等）およびその前提
　�　流動性貯金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を
採用しています。

・固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約に関する前提
　�　固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約について考慮していません。
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・複数の通貨の集計方法およびその前提
　�　通貨別に算出した金利リスクの正値を合算しています。通貨間の相関等は考慮し
ていません。

・�スプレッドに関する前提（計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含める
かどうか）

　�　一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開しています。
なお、当該スプレッドは金利変動ショックの設定上は不変としています。

・�内部モデルの使用等、⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩに重大な影響を及ぼすその他の前提
　�　内部モデルは使用しておりません。
・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明
　�　該当ありません。

◇�⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩ以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利
リスクに関する事項

・金利ショックに関する説明
　�　リスク資本配賦管理としてＶａＲで計測する市場リスク量を算定しています。
・�金利リスク計測の前提およびその意味（特に、農協法自己資本開示告示に基づく定
量的開示の対象となる⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩと大きく異なる点

　　　特段ありません。
・�要求払貯金の金利リスク量は、明確な金利改定間隔がなく、貯金者の要求によって
随時払い出される要求払貯金のうち、引き出されることなく長期間金融機関に滞留
する貯金をコア貯金と定義し、①過去５年の最低残高、②過去５年の最大年間流出
量を現残高から差し引いた残高、③現残高の５０％相当額のうち、最小の額を上限と
し、０～５年の期間に均等に振り分けて（平均残存２．５年）リスク量を算定してい
ます。

・�金利リスクは、運用勘定の金利リスク量と調達勘定の金利リスク量を相殺して算定
します。

　�　金利リスク＝運用勘定の金利リスク量＋調達勘定の金利リスク量（△）
　�　算出した金利リスク量は、四半期ごとにＡＬＭ委員会および理事会に報告して承
認を得ています。また、これらの情報を踏まえ、適宜、運用方針を策定しています。

　②　金利リスクに関する事項 （単位：百万円）
ＩＲＲＢＢ １：金利リスク
項
番

⊿ＥＶＥ ⊿ＮＩＩ
当期末 前期末 当期末 前期末

１ 上方パラレルシフト ６４５ ８４０ ２１３ 　２０８
② 下方パラレルシフト ０ ０ ０ 　０
３ スティープ化 ６１３ ８０１
４ フラット化 ０ ０
５ 短期金利上昇 ０ １
６ 短期金利低下 ６８ ８７
７ 最大値 ６４５ ８４０ ２１３ 　２０８

当期末 前期末
８ 自己資本の額 ８，１３５ ８，０８８

─ 81 ─



Ⅵ　連　結　情　報

１．グループの概況

　⑴　グループの事業系統図（令和 ７年 ７月末）

秋田なまはげ農業協同組合
【ＪＡ】
　支店　１４ヵ所（うち店舗内店舗 ２ヵ所）
　ローンセンター　 １ヵ所
　営農センター　 ２ヵ所　
　グリーンセンター　 ７ヵ所
　農機センター　 ３ヵ所
　加工所　 １ヵ所
　よりそいプラザ　 １ヵ所

【子会社】
　株式会社　ＪＡ秋田なまはげライフサービス
　燃料事業、食品事業、コインランドリー事業

【子会社】
　有限会社　新あきたファーマーズ
　農作業受委託事業等

【子会社】
　株式会社　ジェイエイ秋田葬祭センター
　冠婚葬祭事業

　ＪＡ秋田なまはげのグループは、当ＪＡ、子会社 ３社で構成されており、このうち、当
年度及び前年度において連結自己資本比率を算出する対象となる連結子会社は ３社です。
なお、連結自己資本比率を算出する対象となる連結グループと、連結財務諸表規則に基づ
き連結の範囲に含まれる会社に、相違はありません。

　⑵　子会社等の状況（令和 ７年 ７月末）
（単位：千円、％）

名 称
主たる営業
所又は事務
所の所在地

事業の内容 設立年月日 資 本 金
又は出資金

当 Ｊ Ａ の
議決権比率

他の子会社等
の議決権比率

株式会社
ＪＡ秋田なまはげ
ライフサービス

秋田市広面字
土手下１０８－１

燃料事業、食
品事業、コイン
ランドリー事業

平成１６年
９ 月 １ 日 ９０，０００ １００．００ －

有限会社
新あきた
ファーマーズ

秋田市千秋矢
留町 ２－４０ 農作業受委託 平成１８年

４ 月 ５ 日 ２２，０５０ ９９．７７ －

株式会社
ジェイエイ秋田
葬祭センター

秋田市寺内字
大小路２０７－２８ 葬祭事業

平成１２年
１０月 １ 日 ４６，７００ ５６．４２ －
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　⑶　連結事業概況
　　［秋田なまはげ農業協同組合］
　　�　令和 ６年産米については、梅雨時期に雲天や降雨の日が多く倒伏が懸念されました

が、梅雨明け後は天候も回復し気温も高く日照時間も多く登熟も良好となりました。
秋田県中央部で作況指数「１００」の平年並みとなり、米価が上がったことから農家所
得も増加いたしました。

　　�　当ＪＡでは令和 ４年に立ち上げた「ＮＡＭＡＨＡＧＥ　ＡＧＲＩ　ＹＥＬＬ　ＰＲＯＪＥＣＴ」
の取り組みとして、柔らかさが特徴の「秋田わかまるねぎ」を販売するなど、秋田な
まはげ産ネギのブランド化を図りました。ほかにも、ＪＡ秋田しんせいと包括連携協定
を締結し、相互発展のため協同の精神のもとに多様な連携事業に取り組んでおります。

　　�　決算状況ですが、経済部門では法人への供給による購買手数料の増加、農産物の販
売単価の上昇による販売手数料の増加、信用部門では農林中央金庫の預金施設奨励
水準の利回り及び預金利息の上昇などにより、事業利益は２９５，３５２千円となりました。
また、事業外損益、特別損益、法人税等を含めた当期剰余金は２７３，６７３千円、前期繰
越剰余金を加算した当期未処分剰余金は３８５，５０７千円を計上することができました。

　　［㈱ＪＡ秋田なまはげライフサービス］	
　　�　給油事業は、ＱＲコード決済のＰＲ継続し周年感謝祭・各種イベントの実施や「 ３

円引きクーポン」を発行し利用者増加に努めたことや、気温が低めで推移したことで
灯油の供給量が増加しました。売上高は２，０５２，２７５千円（前期比＋７１，１５３千円）、事業
損益は３０，２２３千円（前期比＋５，３３０千円）となりました。

　　�　ＬＰガス事業は、顧客減少による使用量の減少が続いております。今期から取り
組んでおります「ＪＡでんき事業」は、１０９件の契約となり引き続き顧客獲得に向
け取り組んでおります。売上高は２６８，１９８千円（前期比＋２，８５６千円）、事業損益は
８９，７５０千円（前期比＋３，０５５千円）となりました。

　　�　Ａコープ事業は、惣菜・仕出し部門の売上は前期比９９．５％と推移しましたが物価の
高騰の影響と、一日当りの平均客数の減少（前期比９１．９％）が影響しております。売
上高は２６２，７０５千円（前期比△７，５０５千円）、事業損益は△４，７９３千円（前期比△４８８千
円）となりました。

　　�　コインランドリー事業は、店内の清掃に力を入れており、お客様から高い評価を得
ているものと感じております。売上高は１１，８８１千円（前期比△９２７千円）、事業損益は
２，５７１千円）（前期比△４９８千円）となりました。

　　�　当年度の経営成績は、売上高は２，５９５，０５９千円（前期比＋６３，７３１千円）、営業利益は
７，１４４千円（前期比＋２，３５２千円）、経常利益は１２，７６３千円（前期比△１０，２６２千円）と
なりました。

　　［㈲新あきたファーマーズ］
　　�　当社の主要事業である賃借事業に関しては、圃場管理と作業の効率化を図り、水

稲・大豆圃場に土壌改良剤を投入し、収量の安定性に取り組みました。
　　�　作業受託については、稲作の肥料散布作業の増加により計画に対し４，９２２ａの増加、
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バラ散布の受託作業では５０，３１９ａで計画を下回りました。
　　�　事業収支については、作業実績が計画に対し８３４ａ増加し、売上総利益は２５，８８９千

円と計画対比１２０％、前年対比１０１％となっております。
　　�　県の園芸品目排水対策モデル事業により導入したトラクター・スタブルカルチおよ

びプラソイラによる作業は７００ａの実績となりました。
　　�　また、昨年同様に農業機械の取得に向けた農業経営基盤強化準備金として５，５００千

円を積立、退職給付引当金として３６９千円を引当し、税引前当期利益１，５０４千円、法
人税等６４０千円を差し引いた当期純利益は８６３千円を計上し、繰越利益剰余金が
２１，５１７３千円となりました。

　　［㈱ジェイエイ秋田葬祭センター］
　　�　令和 ６年度はコロナ禍で主流となった家族葬が依然として多く選ばれていますが、

アフターコロナの動きとして一般葬の割合がやや増加する傾向も見られ多様な葬儀
ニーズに対応することにより葬儀費用も増加傾向にありました。その影響か、売上金
額においては過去最高の結果となりました。

　　�　葬儀施行件数は １ ，６０９件（計画比１０３．８％、前年比９４．５％）、売上金額１，７１４，８９１千
円（計画比１１４．３％、前年比１０２．０％）の実績となりました。

　　�　ホール利用率については、合計１，４７１件（レゼール追分１９２件、レゼール広面１８３件、
レゼール男鹿４６８件、レゼール仁井田２４２件、レゼール湖東３８６件）と葬儀施行全体の
９１．４％を占めています。

　　�　みどりの会会員は、令和 ６年度新たに９４７件（計画比１０５．２％）の会員を獲得し、累
計で３３，４６９会員となりました。

　　�　収支においては、経常利益２９１，８７３千円（計画１６８，３２０千円）、当期純利益１７６，６９５千
円（計画１０３，３２０千円、１７１．０％）となりました。

　⑷　最近 ５年間の連結事業年度の主要な経営指標
（単位：千円、％）

項 目 令和 ２年度 令和 ３年度 令和 ４年度 令和 ５年度 令和 ６年度

連 結 経 常 収 益 ９，５０９，２２８ ９，８３８，１２５ １０，１２８，５０５ １０，１８５，７５７ １０，４７２，５４０

（事 業 収 益）

信用事業収益 １，０４５，６２４ １，０５５，１７６ １，０３５，９４９ １，０１１，９５２ １，０９３，７９５

共済事業収益 ７６０，１４３ ７４８，９０９ ６８０，８９５ ６２８，６１５ ６３０，５５３

農業関連事業収益 ４，１２３，８４８ ３，９７７，３９３ ４，２０６，００４ ４，１３２，４４９ ４，１９５，８９８

その他事業収益 ３，５７９，６１１ ４，０５６，６４５ ４，２０５，６５５ ４，４１２，７３９ ４，５５２，２９３

連 結 経 常 利 益 ７７７，９６４ ７８５，２１９ ６１０，６３１ ６３４，１３３ ６６８，３５７

連 結 当 期 剰 余 金 ５１８，４７５ ５７０，９９６ ４４４，３３５ ４５６，５１６ ４５２，８５９

連 結 純 資 産 額 ９，４６０，４９５ ９，７６８，９７３ １０，０００，１９７ １０，２４０，１４８ １０，５０３，２３１

連 結 総 資 産 額 １４３，５５５，３７７ １４５，８５６，３９０ １４４，１４９，３７４ １４４，７２０，８２９ １４４，８４９，４４９

連結自己資本比率 １４．０３ １３．６８ １３．８７ １４．７０ １５．５７

（注�）「連結自己資本比率」は、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成１８年金融庁・農水省告示
第 ２号）に基づき算出しております。
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　⑸　連結貸借対照表
（単位：千円）

科 目 令和 ６年度
（令和 ７年 ３月３１日）

令和 ５年度
（令和 ６年 ３月３１日）

（資 産 の 部）
１　信 用 事 業 資 産 １２２，０１８，８７６ １２５，３９９，３２３
　⑴　現 金 及 び 預 金 ７６，２９６，１３２ ８０，０１２，５６２
　⑵　有 価 証 券 ７，４６８，１２９ ７，６０３，８８６
　⑶　貸 出 金 ３８，１５９，９９６ ３７，５７０，２１７
　⑷　その他の信用事業資産 ２７４，６８６ ４０４，６９７
　⑸　貸 倒 引 当 金 △１８０，０６８ △１９２，０４１
２　共 済 事 業 資 産 ６７６ ６１９
　⑴　その他の共済事業資産 ６７６ ６１９
３　経 済 事 業 資 産 ５，７８８，８０７ ４，３１３，８２７
　⑴　受取手形及び経済事業未収金 ２，０９７，８７５ １，８７５，４２４
　⑵　棚 卸 資 産 ５８５，３４６ ５４１，４４２
　⑶　その他の経済事業資産 ３，１２２，３４９ １，９０８，３０７
　⑷　貸 倒 引 当 金 △１６，７６３ △１１，３４７
４　雑 資 産 ２７０，９５３ ２５１，９７４
５　固 定 資 産 ７，０２０，５４３ ７，０８１，６７７
　⑴　有 形 固 定 資 産 ６，９９０，５１６ ７，０４３，４６５
　　　建 物 １１，０３６，７０９ １０，９２４，１３９
　　　機 械 装 置 ２，３３６，６３１ ２，３３５，９００
　　　土 地 ３，４２３，４９２ ３，４２４，９０８
　　　その他の有形固定資産 １，８８２，１２２ １，８４１，６５４
　　　減 価 償 却 累 計 額 △１１，６８８，４３８ △１１，４８３，１３６
　⑵　無 形 固 定 資 産 ３０，０２７ ３８，２１１
６　外 部 出 資 ９，５２８，３１３ ７，４５４，６５２
　⑴　外 部 出 資 ９，５３０，５１３ ７，４５６，８５２
　⑵　外部出資等損失引当金 △２，２００ △２，２００
７　繰 延 税 金 資 産 ２２１，２７８ ２１８，７５５

資 産 の 部 合 計 １４４，８４９，４４９ １４４，７２０，８２９

科 目 令和 ６年度
（令和 ７年 ３月３１日）

令和 ５年度
（令和 ６年 ３月３１日）

（負 債 の 部）
１　信 用 事 業 負 債 １３０，３９４，４６８ １３１，１３４，６９３
　⑴　貯 金 １１７，１８０，４４９ １１８，３５９，２６８
　⑵　譲 渡 性 貯 金 １２，６００，０００ １２，２００，０００
　⑶　借 入 金 １２，１０６ １８，４６５
　⑷　その他の信用事業負債 ６０１，９１２ ５５６，９５９
２　共 済 事 業 負 債 ４１７，８０２ ４２８，３５７
　⑴　共 済 資 金 ２１５，１５３ ２２０，６６２
　⑵　その他共済事業負債 ２０２，６４８ ２０７，６９５
３　経 済 事 業 負 債 １，８０３，５９１ １，２０６，５５７
　⑴　支払手形及び経済事業未払金 ５０８，４２６ ５４８，３６１
　⑵　その他の経済事業負債 １，２９５，１６５ ６５８，１９５
４　雑 負 債 ７０１，８１４ ６７２，７１０
５　諸 引 当 金 ６２１，７７５ ６４１，３４９
　⑴　賞 与 引 当 金 １１８，１９４ １０４，７６７
　⑵　退職給付に係る負債 ４７２，１８６ ５０６，１９３
　⑶　役員退職慰労引当金 ３０，２５６ ２９，８００
　⑷　そ の 他 引 当 金 １，１３８ ５８７
６　再評価に係る繰延税金負債 ４０６，７６６ ３９７，０１１
負 債 の 部 合 計 １３４，３４６，２１８ １３４，４８０，６８０
（純 資 産 の 部）
１　組 合 員 資 本 ９，８４３，２２３ ９，５６９，７２７
　⑴　出 資 金 ４，１１０，３４６ ４，２２７，８２５
　⑵　利 益 剰 余 金 ５，８５９，１８６ ５，４６９，４３６
　⑶　処 分 未 済 持 分 △１２６，３０９ △１２７，５３４
２　評 価 ・ 換 算 差 額 等 ６６０，００７ ６７０，４２１
　⑴　土地再評価差額金 ６６０，００７ ６７０，４２１
純 資 産 の 部 合 計 １０，５０３，２３１ １０，２４０，１４８
負債及び純資産の部合計 １４４，８４９，４４９ １４４，７２０，８２９
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　⑹　連結損益計算書
（単位：千円）

科 目
令和 ６年度
自：令和 ６年 ４月 １日
至：令和 ７年 ３月３１日

令和 ５年度
自：令和 ５年 ４月 １日
至：令和 ６年 ３月３１日

１　事 業 総 利 益 ４，０８７，４９７ ３，８５７，７７１
　⑴　信 用 事 業 収 益 １，０９３，７９５ １，０１１，９５２
　　　資 金 運 用 収 益 ９９０，１８４ ９１４，４８９
　　　（う ち 預 金 利 息） （� ５０９，６７５） （� ４１６，９５９）
　　　（うち有価証券利息） （� ４２，６２６） （� ４５，５８０）
　　　（うち貸出金利息） （� ４３７，８８３） （� ４４５，４８２）
　　　（うちその他受入利息） （� ０） （� ６，４６６）
　　　役 務 取 引 等 収 益 ５５，７９５ ５０，４６６
　　　そ の 他 経 常 収 益 ４７，８１７ ４６，９９５
　⑵　信 用 事 業 費 用 ２０９，２２７ １９５，２０５
　　　資 金 調 達 費 用 ４９，２６２ ７，４２８
　　　（う ち 貯 金 利 息） （� ３６，９８８） （� ４，７８８）
　　　（うち給付補填備金繰入） （� ８） （� ３）
　　　（うち譲渡性貯金利息） （� １０，４８３） （� ２７０）
　　　（うち借入金利息） （� ２１３） （� ３００）
　　　（うちその他支払利息） （� １，５６９） （� ２，０６４）
　　　役 務 取 引 等 費 用 １２，７４４ １２，８５２
　　　そ の 他 経 常 費 用 １４７，２２０ １７４，９２４
　　　（うち貸倒引当金戻入益） （� △１１，９７３） （� △１，７６７）
信 用 事 業 総 利 益 ８８４，５６７ ８１６，７４７

　⑶　共 済 事 業 収 益 ６３０，５５３ ６２８，６１５
　　　共 済 付 加 収 入 ５８１，８６４ ５９１，８３９
　　　そ の 他 の 収 益 ４８，６８８ ３６，７７６
　⑷　共 済 事 業 費 用 ６４，８７３ ６７，０１８
　　　共済推進費及び共済保全費 ４９，６２０ ５１，６６１
　　　そ の 他 の 費 用 １５，２５２ １５，３５６
共 済 事 業 総 利 益 ５６５，６７９ ５６１，５９７

　⑸　購 買 事 業 収 益 ５，６４９，６４３ ５，５８６，５７３
　　　購 買 品 供 給 高 ５，５２４，８５２ ５，４７４，７７８
　　　そ の 他 の 収 益 １２４，７９１ １１１，７９４
　⑹　購 買 事 業 費 用 ４，７２０，１９２ ４，６９３，６０１
　　　購 買 品 供 給 原 価 ４，６２９，８８３ ４，６０９，１１４
　　　購 買 供 給 費 ４９，９５４ ４９，５９８
　　　そ の 他 の 費 用 ４０，３５４ ３４，８８７
購 買 事 業 総 利 益 ９２９，４５０ ８９２，９７１

　⑺　販 売 事 業 収 益 ６３１，２４８ ５６５，３０２
　　　販 売 手 数 料 ４２５，１００ ４０３，２９６
　　　そ の 他 の 収 益 ２０６，１４７ １６２，００５
　⑻　販 売 事 業 費 用 ８８，４６７ ７８，０９５
　　　販 売 費 ６３，６６１ ５７，３６６
　　　そ の 他 の 費 用 ２４，８０６ ２０，７２８
販 売 事 業 総 利 益 ５４２，７８０ ４８７，２０７

　⑼　そ の 他 事 業 収 益 ２，４６７，３００ ２，３９３，３１３
　⑽　そ の 他 事 業 費 用 １，３０２，２８１ １，２９４，０６５
そ の 他 事 業 総 利 益 １，１６５，０１９ １，０９９，２４７

科 目
令和 ６年度
自：令和 ６年 ４月 １日
至：令和 ７年 ３月３１日

令和 ５年度
自：令和 ５年 ４月 １日
至：令和 ６年 ３月３１日

２　事 業 管 理 費 ３，４７２，３７２ ３，３７１，２４０
　⑴　人 件 費 ２，１３１，５９７ ２，０８４，６６３
　⑵　その他事業管理費 １，３４０，７７５ １，２８６，５７７
事 業 利 益 ６１５，１２５ ４８６，５３１
３　事 業 外 収 益 ８８，９６６ １８６，２８６
　⑴　受 取 雑 利 息 ２３７ １８
　⑵　受 取 出 資 配 当 金 ２８，２７３ １１２，３７９
　⑶　その他の事業外収益 ６０，４５５ ７３，８８８
４　事 業 外 費 用 ３５，７３４ ３８，６８４
　⑴　支 払 雑 利 息 △９９ ６８１
　⑵　その他の事業外費用 ３５，８３３ ３８，００２
経 常 利 益 ６６８，３５７ ６３４，１３３
５　特 別 利 益 １３，４６８ １６４，３３３
　⑴　一 般 補 助 金 － １５８，８００
　⑵　その他の特別利益 ８，３５９ ５，５３３
６　特 別 損 失 ２６，３６４ １７１，７２７
　⑴　固 定 資 産 処 分 損 １２，７４８ ２，７１０
　⑵　固 定 資 産 圧 縮 損 － １６３，０１６
　⑶　その他の特別損失 １３，６１５ ６，０００
税金等調整前当期利益 ６５５，４６１ ６２６，７３９
法人税、住民税及び事業税 ２０５，３０７ １７３，４２３
法 人 税 等 調 整 額 △２，７０５ ３，２０１
法 人 税 等 合 計 ２０２，６０１ １７０，２２２
当 期 利 益 ４５２，８５９ ４５６，５１６
当 期 剰 余 金 ４５２，８５９ ４５６，５１６
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　⑺　連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

科 目
令和 ６年度
自：令和 ６年 ４月 １日
至：令和 ７年 ３月３１日

令和 ５年度
自：令和 ５年 ４月 １日
至：令和 ６年 ３月３１日

１　事業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期利益 ６５５，４６２ ６２６，７３９
減 価 償 却 費 ３０７，１６３ ３０７，６７３
減 損 損 失 － －
連結調整勘定償却額 △６３，５８６ △１３８，７１３
貸倒引当金の増加額（△は減少） △６，５５７ △２，３４０
賞与引当金の増加額（△は減少） １３，４２７ ３，１２１
退職給付に係る負債の増加額（△は減少） △３４，００７ △２８，７２４
その他引当金等の増加額（△は減少） １，００５ ５，２２９
信用事業資金運用収益 △９９０，１８５ ９１４，４９０
信用事業資金調達費用 ４９，２６３ ７，４２８
受取雑利息及び受取出資配当金 △２８，５１１ △１１２，３７９

（信用事業活動による資産及び負債の増減）
貸出金の純増（△）減 △５８９，７７９ △３，６２４，１５７
預 金 の 純 増（△）減 ４，０５０，０００ ４，６００，０００
貯 金 の 純 増 減（△） △７７８，８１９ ４６，６２２
信用事業借入金の純増減（△） △６，３６０ △８，６７１
その他信用事業資産の増減 １５０，７４２ △２７５，２５１
その他信用事業負債の増減 ２３，３７８ １７４，６９３

（共済事業活動による資産及び負債の増減）
共済資金の純増減（△） △５，５１０ △４，０６８
未経過共済付加収入の純増減 △５，０４３ △５，２９３
その他共済事業資産の増減 △５７ △５３
その他共済事業負債の増減 △３ △１２

（経済事業活動による資産及び負債の増減）
受取手形及び経済事業未収金の純増（△）減 △２２２，４５１ １，３９８
経済受託債権の純増（△）減 △１，２１７，７３７ △６１，５８８
棚卸資産の純増（△）減 △４３，９０４ ７４，０３０
支払手形及び経済事業未払金の純増減（△） △３９，９３５ １１４，９８４
経済受託債務の純増減（△） ６２１，２６６ △９０，２２９
その他経済事業資産の増減 ３，６９５ １７，２７６
その他経済事業負債の増減 １５，７０４ △２２，０３４

（その他の資産及び負債の増減）
信用事業資金運用による収入 ９６９，４５５ △９２４，５７１
信用事業資金調達による支出 △２７，６８７ △７，１２４
その他資産・負債の純増減 △５５，４０８ １９９，２０５
未払消費税等の増減額 １７，９３８ １３，８４９
小 計 ２，７６２，９５９ １，８０１，５３０

科 目
令和 ６年度
自：令和 ６年 ４月 １日
至：令和 ７年 ３月３１日

令和 ５年度
自：令和 ５年 ４月 １日
至：令和 ６年 ３月３１日

雑利息及び出資配当金の受取額 ２８，５１１ １１２，３７９
法 人 税 等 の 支 払 額 △１５７，７１３ △１２３，６０３
事業活動によるキャッシュ・フロー ２，６３３，７５７ １，７９０，３０６

２　投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 １３５，７５７ ５２５，７１０
固定資産の取得による支出 △２４６，０２９ △３９２，２９２
外部出資による支出 △２，０７３，６６１ ２
投資活動によるキャッシュ・フロー △２，１８３，９３３ １３３，４２０

３　財務活動によるキャッシュ・フロー
出資の増額による収入 ８８４ １，８５５
出資の払戻しによる支出 △１１８，３６３ △１７３，７１３
持分の取得による支出 △６０，２１６ △６７，７８５
持分の譲渡による収入 ６１，４４１ １１５，９２４
財務活動によるキャッシュ・フロー △１１６，２５４ △１２３，７１９

４　現金及び現金同等物の増加額 ３３３，５７０ １，８００，００７
５　現金及び現金同等物の期首残高 ６，９６２，２５４ ５，１６２，２８８
６　現金及び現金同等物の期末残高 ７，２９５，８２４ ６，９６２，２54
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　⑻　連結注記表

令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

⑴　連結の範囲に関する事項
　　　連結される子会社・子法人等…… ３社
　　　株式会社ＪＡ秋田なまはげライフサービス
　　　有限会社新あきたファーマーズ
　　　株式会社ジェイエイ秋田葬祭センター
⑵　�連結される子会社及び子法人等の事業年度に関する事項
　�　連結子会社・子法人等の事業年度末日と連結決算日は一
致しています。
⑶　のれんの償却方法及び償却期間
　　該当事項はありません。
⑷　剰余金処分項目等の取扱いに関する事項
　�　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結
会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しています。
⑸�　連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同
等物の範囲
　①　現金及び現金同等物の資金の範囲
　　�　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、
連結貸借対照表上の「現金」及び「預金」のうちの当座
預金、普通預金及び通知預金となっています。

　②�　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ
れている科目の金額との関係

　　　現金及び預金勘定� ７６，２９６百万円
　　　別段預金、定期性預金及び譲渡性預金△６９，０００百万円
　　　現金及び現金同等物� ７ ，２９６百万円

⑴　連結の範囲に関する事項
　　　連結される子会社・子法人等…… ３社
　　　株式会社ＪＡ秋田なまはげライフサービス
　　　有限会社新あきたファーマーズ
　　　株式会社ジェイエイ秋田葬祭センター
⑵　連結される子会社及び子法人等の事業年度に関する事項
　�　連結子会社・子法人等の事業年度末日と連結決算日は一
致しています。

⑶　のれんの償却方法及び償却期間
　　該当事項はありません。
⑷　剰余金処分項目等の取扱いに関する事項
　�　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結
会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しています。

⑸�　連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同
等物の範囲

　①　現金及び現金同等物の資金の範囲
　　�　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、
連結貸借対照表上の「現金」及び「預金」のうちの当座
預金、普通預金及び通知預金となっています。

　②�　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ
れている科目の金額との関係

　　　現金及び預金勘定� ８０，０１２百万円
　　　別段預金、定期性預金及び譲渡性預金�△７３，０５０百万円
　　　現金及び現金同等物� ６ ，９６２百万円
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　⑼　連結剰余金計算書
（単位：千円）

科 目 令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度
（資本剰余金の部）
１　資 本 剰 余 金 期 首 残 高 － －
２　資 本 剰 余 金 増 加 高 － －
３　資 本 剰 余 金 減 少 高 － －
４　資 本 剰 余 金 期 末 残 高 － －
（利益剰余金の部）
１　利 益 剰 余 金 期 首 残 高 ５，４１０，４４６ ５，０１６，０２２
２　利 益 剰 余 金 増 加 高 ４５２，８５９ ４５６，５１６

当 期 剰 余 金 ４５２，８５９ ４５６，５１６
再 評 価 差 額 金 取 崩 額 － －

３　利 益 剰 余 金 減 少 高 ４，０７０ ３，０５２
配 当 金 ４，０７０ ３，０５２

４　利 益 剰 余 金 期 末 残 高 ５，８５９，２３６ ５，４６９，４８６

　⑽　農協法に基づく開示債権
（単位：千円）

区 分 令和 ６年度 令和 ５年度 増 　 減
破綻先債権額及びこれらに準ずる債権額 ９７，７３４ １１３，１８２ △15，448
危 険 債 権 額 ５0６，633 ３２０，０９５ 186，538
要 管 理 債 権 ２0，139 １０，４２２ 9，717
う ち 三 月 以 上 延 滞 債 権 額 － － －
う ち 貸 出 条 件 緩 和 債 権 額 ２0，139 １０，４２２ 9，717

小 計 ６24，507 ４４３，６９９ 180，808
正 常 債 権 ３7，561，587 ３７，１５４，６４７ 406，940

合 計 ３8，186，094 ３７，５９８，３４７ 587，747

（注） １．破産更生債権及びこれらに準ずる債権
　　　　�　破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務

者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいいます。
　　　 ２．危険債権
　　　　�　債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債

権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいいます。
　　　 ３．要管理債権
　　　　　 ４．「三月以上延滞債権」と ５．「貸出条件緩和債権」の合計額をいいます。
　　　 ４．三月以上延滞債権
　　　　�　元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅滞している貸出金で、破産更生債権及び

これらに準ずる債権及び危険債権に該当しないものをいいます。
　　　 ５．貸出条件緩和債権
　　　　�　債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済

猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破産更生債権及びこれらに
準ずる債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該当しないものをいいます。

　　　 ６．正常債権
　　　　�　債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記に掲げる債権以外のものに区

分される債権をいいます。
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　⑾　連結事業年度の事業別経常収益等
（単位：千円）

区 分 項 目 令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

信 用 事 業

事 業 収 益 １，０９３，７９５ １，０１１，９５２

経 常 利 益 １４２，２６７ １４０，６３２

資 産 の 額 １２２，０１８，８７６ １２５，３９９，３２３

共 済 事 業

事 業 収 益 ６３０，５５３ ６２８，６１５

経 常 利 益 １２６，２１０ １２０，７９０

資 産 の 額 ６７６ ６１９

農 業 関 連 事 業

事 業 収 益 ４，１９５，８９８ ４，１３２，４４９

経 常 利 益 ２６０，３２２ １９６，０４５

資 産 の 額 ５，７８８，８０７ ４，３１３，８２７

そ の 他 事 業

事 業 収 益 ４，５５２，２９３ ４，４１２，７３９

経 常 利 益 １３９，５５７ １７６，６６５

資 産 の 額 １７，０４１，０８９ １５，００７，０５９

計

事 業 収 益 １０，４７２，５４０ １０，１８５，７５７

経 常 利 益 ６６８，３５７ ６３４，１３３

資 産 の 額 １４４，８４９，４４９ １４４，７２０，８２９

２ ．連結自己資本の充実の状況

◇連結自己資本比率の状況

　 ７年 ３月末における連結自己資本比率は、１５．５７％となりました。

　連結自己資本は、組合員の普通出資によっています。

○普通出資による資本調達額

　当連結グループでは、適正なプロセスにより連結自己資本比率を正確に算出し、Ｊ

Ａを中心に信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及びこれらのリスクに対応

した十分な自己資本の維持を図るとともに、内部留保の積み増しにより自己資本の充

実に努めています。

項 目 内 容
発行主体 秋田なまはげ農業協同組合
資本調達手段の種類 普通出資
コア資本に係る基礎項目に算入した額 ４，１１０百万円（前年度４，２２７百万円）
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　⑴　自己資本の構成に関する事項

項 目 令和 ６ 年度 令和 ５ 年度
コア資本にかかる基礎項目
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額 ９，７８３，３２９ ９，５０６，３５８
うち、出資金及び資本剰余金の額 ４，１１０，３４６ ４，２２７，８２５
うち、再評価積立金の額 － －
うち、利益剰余金の額 ５，８５９，１８６ ５，４６９，４３６
うち、外部流出予定額（△） ５９，８９３ ６３，３６８
うち、上記以外に該当するものの額 △１２６，３０９ △１２７，５３４

コア資本に算入される評価・換算差額等 － －
うち、退職給付に係るものの額 － －

コア資本に係る調整後非支配株主持分の額 － －
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 １２９，３０９ １２３，４１２
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 １２９，３０９ １２３，４１２
うち、適格引当金コア資本算入額 － －

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行
された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎
項目の額に含まれる額

－ －

非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係
る基礎項目の額に含まれる額 － －

コア資本にかかる基礎項目の額� イ ９，９１２，６３９ ９，６２９，７７１
コア資本にかかる調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに
係るものを除く。）の額の合計額 ２１，７３９ ２７，６６５

うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む）
の額 － －

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ラ
イツに係るもの以外の額 ２１，７３９ ２７，６６５

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 － －
適格引当金不足額 － －
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － －
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自
己資本に算入される額 － －

退職給付に係る資産の額 － －
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを
除く。）の額 － －

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達
手段の額 － －

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － －
特定項目に係る十パーセント基準超過額 － －
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当
するものに関連するものの額 － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る
無形固定資産に関連するものの額 － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限
る。）に関連するものの額 － －

（単位：千円、％）
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項 目 令和 ６ 年度 令和 ５ 年度
特定項目に係る十五パーセント基準超過額 － －
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当
するものに関連するものの額 － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る
無形固定資産に関連するものの額 － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限
る。）に関連するものの額 － －

コア資本に係る調整項目の額� ロ ２１，７３９ ２７，６６５
自己資本
自己資本の額（イ－ロ）� ハ ９，８９０，８９９ ９，６０２，１０６
リスク・アセット等
信用リスク・アセットの額の合計額 ６１，６１９，１６４ ５８，２１２，８２７
うち、他の金融機関等の対象資本調達手段に係る
エクスポージャーに係る経過措置を用いて算出し
たリスク・アセットの額から経過措置を用いず
に算出したリスク・アセットの額を控除した額
（△）

－

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算
入される額の合計額 －

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー －
うち、上記以外に該当するものの額 －

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで
除して得た額 －

勘定間の振替分 －
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセ
ントで除して得た額 １，８６７，７００ ７，１１５，３４６

信用リスク・アセット調整額 －
フロア調整額 －
オペレーショナル・リスク相当額調整額 －
リスク・アセット等の額の合計額� ニ ６３，４８６，８６４ ６５，３２８，１７３
連結自己資本比率
連結自己資本比率（ハ／ニ） １５．５７ １４．７０

（単位：千円、％）

（注） １ ��．農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成１８年金融庁・農水省告示第２
号）に基づき算出しています。

　　　 ２ ��．当連結グループは、信用リスク・アセット額の算出にあたっては標準的手法、適格金融資産担保
の適用については信用リスク削減手法の簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額にあたって
は標準的計測手法で算出しており、算出に使用するＩＬＭについては、令和６年度は告示第２５０条
第１項第３号に基づき「１」を使用しています。

　　　 ３ ��．当連結グループが有するすべての自己資本とリスクを対比して、連結自己資本比率を計算してい
ます。
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信用リスク・アセット
令 和 ５ 年 度

エクスポージャーの
期末残高

リスク・アセット額
ａ

所要自己資本額
ｂ＝ａ× ４％

現金 ６８９，７５４ － －
我が国の中央政府及び中央
銀行向け １，６９１，８５０ － －

外国の中央政府及び中央銀
行向け － － －

国際決済銀行等向け － － －
我が国の地方公共団体向け ２，３３９，４３７ － －
地方公共団体金融機構向け １００，００１ － －
我が国の政府関係機関向け １，８０８，３４５ １１０，６２６ ４，４２５
地方三公社向け ８９７，５１１ ０ －
金融機関及び第一種金融商品
取引業者向け ７９，３２３，６４８ １５，８６４，７２９ ６３４，５８９

法人等向け ２，１２２，５２４ １，５９７，１４６ ６３，８８５
中小企業等向け及び個人向
け ３，７０３，０５９ １，８９４，３４６ ７５，７７３

抵当権付住宅ローン ２３，４４９，８０４ ７，３６１，５１２ ２９４，４６０
不動産取得等事業向け ３４，８０８ ３３，２９９ １，３３１
三月以上延滞等 ５７，４９０ ５１，６１０ ２，０６４
取立未済手形 ４９，９４０ ９，９８８ ３９９
信用保証協会等保証付 ６，４９８，２０９ ６４７，０５６ ２５，８８２
株式会社地域経済活性化支
援機構等による保証付 － － －

共済約款貸付 － － －
出資等 １，４７２，３５６ １，４７２，３５６ ５８，８９４
（うち出資等のエクス
ポージャー） １，４７２，３５６ １，４７２，３５６ ５８，８９４

（うち重要な出資のエクス
ポージャー） － － －

上記以外 １９，６０９，１３３ ２９，１７０，１５６ １，１６６，８０６
（うち他の金融機関等の対
象資本等調達手段のうち
対象普通出資等及びその
他外部ＴＬＡＣ関連調達手
段に該当するもの以外のも
のに係るエクスポージャー）

－ － －

（うち農林中央金庫又は
農業協同組合連合会の
対象資本調達手段に係る
エクスポージャー）

６，８３８，５００ １７，０９６，２５０ ６８３，８５０

（うち特定項目のうち調整
項目に算入されない部分
に係るエクスポージャー）

２２９，３０１ ５７３，２５４ ２２，９３０

（うち総株主等の議決権の百
分の十を超える議決権を保有
している他の金融機関等に
係るその他外部ＴＬＡＣ関連
調達手段に関するエクスポー
ジャー）

－ － －

（うち総株主等の議決権の
百分の十を超える議決権を
保有していない他の金融機
関等に係るその他外部ＴＬＡ
Ｃ関連調達手段に係る５％
基準額を上回る部分に係る
エクスポージャー）

－ － －

　⑵　自己資本の充実度に関する事項

　　①　信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳
（単位：千円）
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信用リスク・アセット
令 和 ５ 年 度

エクスポージャーの
期末残高

リスク・アセット額
ａ

所要自己資本額
ｂ＝ａ× ４％

（うち上記以外のエクス
ポージャー） １２，５４１，３３１ １１，５００，６５１ ４６０，０２６

証券化 － － －
（うちＳＴＣ要件適用分） － － －
（うち非ＳＴＣ適用分） － － －
再証券化 － － －
リスク・ウェイトのみなし計
算が適用されるエクスポー
ジャー

－ － －

（うちルックスルー方式） － － －
（うちマンデート方式） － － －
（うち蓋然性方式２５０％） － － －
（うち蓋然性方式４００％） － － －
（うちフォールバック方式） － － －
経過措置によりリスク・ア
セットの額に算入されるも
のの額

－ － －

他の金融機関等の対象資
本調達手段に係るエクスポー
ジャーに係る経過措置によりリ
スク・アセットの額に算入されな
かったものの額（△）

－ － －

上記以外 － － －
標準的手法を適用するエクス
ポージャー別計 １４３，８４７，８７７ ５８，２１２，８２７ ２，３２８，５１３

ＣＶＡリスク相当額÷ ８％ － － －
中央清算機関関連エクスポー
ジャー － － －

信用リスク・アセットの額の合計額 １４３，８４７，８７７ ５８，２１２，８２７ ２，３２８，５１３

オペレーショナル・リスクに対
する所要自己資本の額
＜基礎的手法＞

オ ペ レ ー シ ョ ナ ル ・ リ ス ク 相 当 額 を
８ ％ で 除 し て 得 た 額 所 要 自 己 資 本 額

ａ ｂ＝ａ× ４％
７，１１５，３４６ ２８４，６１３

所要自己資本額計
リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 （ 分 母 ） 計 所 要 自 己 資 本 額

ａ ｂ＝ａ× ４％
６５，３２８，１７３ ２，６１３，１２６

（注） １ ��．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごとに記載しています。
　　　 ２ ��．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸出金や有価証券等が該当し

ます。
　　　 ３ ��．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３か月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「金融機関

向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。
　　　 ４ ��．「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。
　　　 ５ ��．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一

部又は全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。
　　　 ６ ��．「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるもの」とは、土地再評価差額金に係る経過措置によるリスク・アセットの額及び調整項

目にかかる経過措置によりなお従前の例によるものとしてリスク・アセットの額に算入したものが該当します。
　　　 ７ ��．「上記以外」には未決済取引・その他の資産（固定資産等）・間接清算参加者向け・信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デ

リバティブの免責額が含まれます。
　　　 ８．当ＪＡでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用しています。
　　　　　＜オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）＞

　　　　　（粗利益（正の値の場合に限る）×１５％）の直近 ３年間の合計額直近 ３年間のうち粗利益が正の値であった年数 ÷ ８％
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　②�　信用リスク・アセットの額および信用リスクに対する所要自己資本の

資本の額並びに区分ごとの内訳
（単位：千円）

令 和 ６ 年 度
エクスポージャーの

期末残高
リスク・アセット額

ａ
所要自己資本額
ｂ＝ａ× ４％

現金 ６５５，３２２ － －
我が国の中央政府及び中央
銀行向け １ ，６９２，３６５ － －

外国の中央政府及び中央銀
行向け － － －

国際決済銀行等向け － － －
我が国の地方公共団体向け ２ ，２８３，１２９ － －
外国の中央政府等以外の公共部門向け － － －
国際開発銀行向け － － －
地方公共団体金融機構向け － － －
我が国の政府関係機関向け １ ，８０８，４８２ １１０，６４３ ４ ，４２５
地方三公社向け ８９７，６２３ ０ －
金融機関、第一種金融商品
取引業者及び保険会社向け ７５，６６６，４３５ １５，１３３，２８７ ６０５，３３１

（うち第一種金融商品取引
業者及び保険会社向け） － － －

カバード・ボンド向け － － －
法人等向け
（特定貸付債権向けを含む。） ８０２，８１７ ３７１，３８７ １４，８５５

（うち特定貸付債権向け） － － －
中堅中小企業等向け及び個人向け ７ ，６５６，９３４ ４ ，１９７，０９９ １６７，８８３
（うちトランザクター向け） １１，７９０ ５ ，３０５ ２１２
不動産関連向け ２３，３３４，２７２ ７ ，４６７，６６７ ２９８，７０６
（うち自己居住用不動産等向け） ２３，３２９，６０１ ７ ，４６４，８６４ ２９８，５９４
（うち賃貸用不動産向け） ４ ，６７０ ２ ，８０２ １１２
（うち事業用不動産関連向け） － － －
（うちその他不動産関連向け） － － －
（うちＡＤＣ向け） － － －
劣後債券及びその他資本性証券等 － － －
延滞等向け
（自己居住用不動産関連向けを除く。） １２８，７７８ ９８，５６５ ３ ，９４２

自己居住用不動産等向け
エクスポージャーに係る延滞 １１８，７７７ １１３，３８５ ４ ，５３５

取立未済手形 ４７，２１２ ９ ，４４２ ３７７
信用保証協会等による保証付 ６ ，９４７，７２５ ６９２，０５４ ２７，６８２
株式会社地域経済活性化支
援機構等による保証付 － － －

株式等 ９ ，５３０，７１３ ９ ，５３０，７１３ ３８１，２２８
共済約款貸付 － － －
上記以外 １２，４０３，９７８ ２３，８８９，６１１ ９５５，５８４
（うち重要な出資のエクスポージャー） － － －
（うち他の金融機関等の対象資
本等調達手段のうち対象普通出
資等及びその他外部ＴＬＡＣ関連
調達手段に該当するもの以外のも
のに係るエクスポージャー）

－ － －

（うち農林中央金庫の対象資本調
達手段に係るエクスポージャー） ７ ，４２８，５００ １８，５７１，２５０ ７４２，８５０

（うち特定項目のうち調整項
目に算入されない部分に係
るエクスポージャー）

２２９，５６６ ５７３，９１６ ２２，９５６

（うち総株主等の議決権の百分
の十を超える議決権を保有して
いる他の金融機関等に係るその
他外部ＴＬＡＣ関連調達手段に
関するエクスポージャー）

－ － －
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（注）１�　「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類
ごとに記載しています。

　　　２�　「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸
出金や有価証券等が該当します。

　　　３��　「証券化」とは、原資産に係る信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部
又は全部を第三者に移転する性質を有する取引のことです。

　　　４��　「上記以外」には、未決済取引・その他の資産（固定資産等）・間接清算参加者向け・信用リスク削減手法として用
いる保証又はクレジット・デリバティブの免責額が含まれます。

　　　５��　オペレーショナル・リスク相当額は標準的計測手法により算出しており、算出に使用するＩＬＭは告示第２５０条第
１項第３号に基づき「１」を使用しています。

　③　オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本額の概要

令 和 ６ 年 度
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％で除して得た額 1,867,700
オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額 74,708

ＢＩ 1,245,133
ＢＩＣ 149,416

（単位：千円）

令 和 ６ 年 度
エクスポージャーの

期末残高
リスク・アセット額

ａ
所要自己資本額
ｂ＝ａ× ４％

（うち総株主等の議決権の百分
の十を超える議決権を保有して
いない他の金融機関等に係るそ
の他外部ＴＬＡＣ関連調達手段
に係るエクスポージャー）

－ － －

（うち上記以外のエクスポージャー） ４ ，７４５，９１１ ４ ，７４４，４４５ １８９，７７７
証 券 化 － － －
（うちＳＴＣ要件適用分） － － －
（うち短期ＳＴＣ要件適用分） － － －
（うち不良債権証券化適用分） － － －
（うちＳＴＣ・不良債権証券
化適用対象外分） － － －

再 証 券 化 － － －
リスク・ウェイトのみなし計算が
適用されるエクスポージャー － － －

（うちルックスルー方式） － － －
（うちマンデート方式） － － －
（うち蓋然性方式２５０％） － － －
（うち蓋然性方式４００％） － － －
（うちフォールバック方式） － － －
他の金融機関等の対象資
本調達手段に係るエクスポー
ジャーに係る経過措置によ
りリスク・アセットの額に算入
されなかったものの額（△）

－ － －

標 準 的 手 法 を 適 用 す る
エ ク ス ポ ー ジ ャ ー 計 １４３，９８６，３６０ ６１，６１９，１６４ ２ ，４６４，７６６

ＣＶＡリスク相当額÷ ８％
（簡 便 法） － － －

中央清算機関関連エクスポージャー － － －
合計（信用リスク・アセットの額） １４３，９８６，３６０ ６１，６１９，１６４ ２ ，４６４，７６６
マ ー ケ ッ ト ・ リ ス ク に 対
す る 所 要 自 己 資 本 の 額
＜簡易方式又は標準的方式＞

マーケット・リスク相当額を８％で除して得た額
ａ

所要自己資本額
ｂ＝ａ× ４％

－ －
オペレーショナル・リスク
に対する所要自己資本の額
＜標 準 的 計 測 手 法＞

オペレーショナル・リスク相当額を ８％で除して得た額
ａ

所要自己資本額
ｂ＝ａ× ４％

１ ，８６７，７００ ７４，７０８

所 要 自 己 資 本 額
リスク・アセット等（分母）合計

ａ
所要自己資本額
ｂ＝ａ× ４％

63,486,864 2,539,474

─ 96 ─



　⑶　信用リスクに関する事項

　　①　リスク管理の方法及び手続の概要

　当連結グループでは、ＪＡ以外で与信を行っていないため、連結グループにおける
信用リスク管理の方針及び手続等は定めていません。ＪＡの信用リスク管理の方針及
び手続等の具体的内容は、単体の開示内容をご参照ください。
（注）単体の「リスク管理の状況」の項目に記載。

　　②　標準的手法に関する事項

　連結自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法
により算出しています。また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・
ウェイトの判定に当たり使用する格付等は次のとおりです。

ア�　リスク・ウェイトの判定に当たり使用する格付けは、以下の適格格付機関による
依頼格付けのみ使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。

適 格 格 付 機 関
株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）
株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Ｍｏｏｄｙ’ｓ）
Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング（Ｓ＆Ｐ）
フィッチレーティングスリミテッド（Ｆｉｔｃｈ）

（注）「リスク・ウェイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するための掛目のことです。

イ�　リスク・ウェイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカント
リー・リスク・スコアは、主に以下のとおりです。
エクスポージャー 適格格付機関 カントリー・リスク・スコア

中央政府および中央銀行 日本貿易保険
外国の中央政府等以外の公
共部門向けエクスポージャー 日本貿易保険

国際開発銀行向けエクス
ポージャー

Ｒ＆Ｉ，Ｍｏｏｄｙ’ｓ，ＪＣＲ，
Ｓ＆Ｐ，Ｆｉｔｃｈ

金融機関向けエクスポージャー Ｒ＆Ｉ，Ｍｏｏｄｙ’ｓ，ＪＣＲ，
Ｓ＆Ｐ，Ｆｉｔｃｈ

法人等向けエクスポージャー Ｒ＆Ｉ，Ｍｏｏｄｙ’ｓ，ＪＣＲ，
Ｓ＆Ｐ，Ｆｉｔｃｈ
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区 分

令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度
信用リスクに関
するエクスポー
ジャーの残高

三 月 以 上
延滞エクス
ポージャー

信用リスクに関
するエクスポー
ジャーの残高

三 月 以 上
延滞エクス
ポージャー

う　　ち
貸出金等 うち債券 う　　ち

貸出金等 うち債券

国 内 143,986,360 38,201,779 7,480,919 247,556 １４３，８４７，８７７ ３７，５９８，３５８ ７，６１６，４３４ ５７，４９０
国 外 － － － － － － － －

地 域 別 残 高 計 143,986,360 38,201,779 7,480,919 247,556 １４３，８４７，８７７ ３７，５９８，３５８ ７，６１６，４３４ ５７，４９０

法

人

農 業 628,133 628,133 － － ６６０，３７２ ６６０，３７２ － －
林 業 － － － － － － － －
水 産 業 － － － － － － － －
製 造 業 3,552 3,552 － － ４，８９０ ４，８９０ － －
鉱 業 － － － － － － － －
建 設 ・
不 動 産 業 37,184 37,184 － － － － － －

電 気 ・
ガス・熱供
給・水道業

602,524 － 602,524 － ６０２，６９３ － ６０２，６９３ －

運輸・通信業 2,206,055 － 2,206,055 － ２，２０５，８２２ － ２，２０５，８２２ －
金融・保険業 75,992,023 － 700,344 － ８０，５９０，５９０ ８５４，０００ ８００，３３０ －
卸売・小売・飲
食・サービス業 1,906,579 1,906,579 － 9,405 ２，０６３，３５８ ２，０１３，４１８ － －

日本国政府・
地方公共団体 3,975,494 3,500 3,971,994 － ４，０３１，２８７ ２３，６９９ ４，００７，５８８ －

上 記 以 外 9,678,607 10,000 － － ７，５９４，７５０ － － －
個 人 35,612,828 35,612,828 － 238,150 ３４，０４１，９７７ ３４，０４１，９７７ － ５７，４９０
そ の 他 13,343,375 － － － １２，０５２，１３３ － － －

業 種 別 残 高 計 143,986,360 38,201,779 7,480,919 247,556 １４３，８４７，８７７ ３７，５９８，３５８ ７，６１６，４３４ ５７，４９０
１ 年 以 下 74,998,426 433,825 － ７８，９４９，８４８ ５４８，９８８ １００，００１
１ 年超 ３年以下 1,231,249 1,231,249 － １，１５７，１０４ １，１５７，１０４ －
３ 年超 ５年以下 1,744,255 1,734,246 10,009 １，８０７，６６７ １，７９７，６５６ １０，０１０
５ 年超 ７年以下 1,802,935 1,300,945 501,989 １，６８１，５１３ １，４８０，９４５ ２００，５６８
７ 年超１０年以下 2,544,562 2,343,933 200,628 ２，４７１，００９ １，９６８，７８８ ５０２，２２０
１０ 年 超 37,608,924 30,840,632 6,768,291 ３７，１３５，９０５ ３０，３３２，２７１ ６，８０３，６３３
期限の定めの
な い も の 24,056,006 316,945 － ２０，６４４，８２８ ３１２，６０３ －

残存期間別残高計 143,986,360 38,201,779 7,480,919 １４３，８４７，８７７ ３７，５９８，３５８ ７，６１６，４３４

　　③�　信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）及び延滞

エクスポージャーの期末残高

（注） １ ��．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトのみなし計
算が適用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ・バ
ランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

　　　 ２ ��．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エク
スポージャーを含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間及び融資枠の範囲でお客様のご請求に基づき、
金融機関が融資を実行する契約のことをいいます。

　　　　　「貸出金等」にはコミットメントの融資可能残額も含めています。
　　　 ３ ��．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から ３か月以上延滞しているエ

クスポージャーをいいます。
　　　 ４ ��．「延滞エクスポージャー」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことをいいます。
　　　　①�　金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則に規定する「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」、

「危険債権」、「要管理債権」に該当すること。
　　　　②　重大な経済的損失を伴う売却を行うこと。
　　　　③　３か月以上限度額を超過した当座貸越であること。　

（単位：千円）
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区 分
令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

期首残高 期　　中増 加 額
期中減少額

期末残高 貸 出 金償　　却 期首残高
期　　中
増 加 額

期中減少額
期末残高 貸 出 金

償　　却目的使用 そ の 他 目的使用 そ の 他
国 内 80,013 67,461 － 80,013 67,461 ９１，２７５ ８０，０１３ － ９１，２７５ ８０，０１３
国 　 外 － － － － － － － － － －

地 域 別 計 80,013 67,461 － 80,013 67,461 ９１，２７５ ８０，０１３ － ９１，２７５ ８０，０１３

法

人

農 業 4,013 3,513 － 4,013 3,513 － ４，５１３ ４，０１３ － ４，５１３ ４，０１３ －
林 業 － － － － － － － － － － － －
水 産 業 － － － － － － － － － － － －
製 造 業 － － － － － － － － － － － －
鉱 業 － － － － － － － － － － － －
建 設 ・
不動産業 － 516 － － 516 － － － － － － －

電気・ガス・熱
供給・水道業 － － － － － － － － － － － －

運 輸 ・
通 信 業 － － － － － － － － － － － －

金 融 ・
保 険 業 － － － － － － － － － － － －

卸売・小売・飲
食・サービス業 － － － － － － － － － － － －

上記以外 － 4,609 － － 4,609 － － － － － － －
個 人 76,000 58,822 － 76,000 58,822 － ８６，７６２ ７６，０００ － ８６，７６２ ７６，０００ －

業 種 別 計 80,013 67,461 － 80,013 67,461 － ９１，２７５ ８０，０１３ － ９１，２７５ ８０，０１３ －

　　⑤　業種別の個別貸倒引当金の期末残高・期中増減額及び貸出金償却の額（単位：千円）

区 分
令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

期首残高 期　中
増加額

期中減少額
期末残高 期首残高 期　中

増加額
期中減少額

期末残高
目的使用 そ の 他 目的使用 そ の 他

一般貸倒引当金 123,412 129,309 － 123,412 129,309 １１４，４６５ １２３，４１２ － １１４，４６５ １２３，４１２
個別貸倒引当金 80,013 67,461 － 80,013 67,461 ９１，２７５ ８０，０１３ － ９１，２７５ ８０，０１３

　　④　貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
（単位：千円）
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　　⑥　信用リスク・アセット残高内訳表

　　　　［令和６年度］
（単位：千円）

項 目
リスク・
ウェイト
（％）

ＣＣＦ・信用リスク
削 減 効 果 適 用 前

Ｃ Ｃ Ｆ ・ 信 用 リ ス ク
削 減 効 果 適 用 後 リスク・ウェ

イト の 加
重平均値
Ｆ（＝Ｅ／（Ｃ＋Ｄ））

オン・バラン
ス資産項目
Ａ

オフ・バラン
ス資産項目
Ｂ

オン・バラン
ス資産項目
Ｃ

オフ・バラン
ス資産項目
Ｄ

信用リスク・
アセットの額
Ｅ

現 金 ０ ６５５，３２２ － ６５５，３２２ － － ０
我が国の中央政府及び中央銀行向け ０ １，６９２，３６５ － １，６９２，３６５ － － ０
外国の中央政府及び中央銀行向け ０～１５０ － － － － － －
国 際 決 済 銀 行 等 向 け ０ － － － － － －
我 が 国 の 地 方 公 共 団 体 向 け ０ ２，２８３，１２９ － ２，２８３，１２９ － － ０
外国の中央政府等以外の公共部門向け ２０～１５０ － － － － － －
国 際 開 発 銀 行 向 け ０～１５０ － － － － － －
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向 け １０～２０ － － － － － －
我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け １０～２０ １，８０８，４８２ － １，８０８，４８２ － １１０，６４３ ６
地 方 三 公 社 向 け ２０ ８９７，６２３ － ８９７，６２３ － ０ ０
金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け ２０～１５０ ７５，６６６，４３５ － ７５，６６６，４３５ － １５，１３３，２８７ ２０
（うち第一種金融商品取引業者及び保険会社向け） ２０～１５０ － － － － － －

カ バ ー ド ・ ボ ン ド 向 け １０～１００ － － － － － －
法人等向け（特定貸付債権向けを含む。） ２０～１５０ ８０２，８１７ － ８０２，８１７ － ３７１，３８７ ４６
（う ち 特 定 貸 付 債 権 向 け） ２０～１５０ － － － － － －

中堅中小企業等向け及び個人向け ４５～１００ ７，６４０，５８４ １５７，８０１ ７，３０８，９６７ １５，７８０ ４，２０２，４０４ ５７
（う ち ト ラ ン ザ ク タ ー 向 け） ４５ － １１７，９００ － １１，７９０ ５，３０５ ４５

不 動 産 関 連 向 け ２０～１５０ ２３，３３４，２７２ － ２３，２７６，８１２ － ７，４６７，６６７ ３２
（うち自己居住用不動産等向け） ２０～７５ ２３，３２９，６０１ － ２３，２７２，１４１ － ７，４６４，８６４ ３２
（う ち 賃 貸 用 不 動 産 向 け） ３０～１５０ ４，６７０ － ４，６７０ － ２，８０２ ６０
（うち事 業 用 不 動 産 関 連 向け） ７０～１５０ － － － － － －
（うちその 他 不 動 産 関 連 向 け） ６０ － － － － － －
（う ち Ａ Ｄ Ｃ 向 け） １００～１５０ － － － － － －

劣後債券及びその他資本性証券等 １５０ － － － － － －
延滞等向け（自己居住用不動産等向けを除く。） ５０～１５０ ７８，６２７ １００ ７８，４４６ １０ ９８，５６５ １２６
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 １００ １１６，９３１ － １１３，３８５ － １１３，３８５ １００
取 立 未 済 手 形 ２０ ４７，２１２ － ４７，２１２ － ９，４４２ ２０
信 用 保 証 協 会 等 に よ る 保 証 付 ０～１０ ６，９４７，７２５ － ６，９２０，５４４ － ６９２，０５４ １０
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 １０ － － － － － －
株 式 等 ２５０～４００ ９，５３０，７１３ － ９，５３０，７１３ － ９，５３０，７１３ １００
共 済 約 款 貸 付 ０ － － － － － －
上 記 以 外 １００～１２５０ １２，４０３，９７８ － １２，４０２，５１２ － ２３，８８９，６１１ １９２
（うち重要な出資のエクスポージャー） １２５０ － － － － － －
（うち他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち
対象普通出資等及びその他外部ＴＬＡＣ関連調達手
段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー）

２５０～４００ － － － － － －

（うち農林中央金庫の対象資本調
達手段に係るエクスポージャー） ２５０ ７，４２８，５００ － ７，４２８，５００ － １８，５７１，２５０ ２５０
（うち特定項目のうち調整項目に算入さ
れない部分に係るエクスポージャー） ２５０ ２２９，５６６ － ２２９，５６６ － ５７３，９１６ ２５０
（うち総株主等の議決権の百分の十を超える議決
権を保有している他の金融機関等に係るその他外
部ＴＬＡＣ関連調達手段に係るエクスポージャー）

２５０ － － － － － －

（うち総株主等の議決権の百分の十を超える議決
権を保有していない他の金融機関等に係るその他
外部ＴＬＡＣ関連調達手段に係るエクスポージャー）

１５０ － － － － － －

（うち右記以外のエクスポージャー） １００ ４，７４4，445 － ４，７４４，４４５ － ４，７４４，４４５ １００
証 券 化 － － － － － － －
（う ち Ｓ Ｔ Ｃ 要 件 適 用 分） － － － － － － －
（うち 短 期ＳＴＣ要 件 適 用 分） － － － － － － －
（うち不 良 債 権 証 券 化 適 用 分） － － － － － － －
（うちＳＴＣ・不良債権証券化適用対象外分） － － － － － － －

再 証 券 化 － － － － － － －
リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー － － － － － － －
未 決 済 取 引 － －
他の金融機関等の対象資本調達手段に係る
エクスポージャーに係る経過措置によりリスク・
アセットの額に算入されなかったものの額（△）

－ －

合計（信用リスク・アセットの額） － ６１，６１９，１６４

（注）最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、令和５年度については、記載しておりません。
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　　⑦�　ポートフォリオの区分ごとのＣＣＦ適用後及び信用リスク削減手法の効果を勘案

した後のエクスポージャーの額

　　　［令和６年度］
（単位：百万円）

項 目 信用リスク・エクスポージャーの額（ＣＣＦ・信用リスク削減手法適用後）
０％ ２０％ ５０％ １００％ １５０％ その他 合計

我が国の中央政府及び中央銀行向け １，６９２ － － － － － １，６９２
外国の中央政府及び中央銀行向け － － － － － － －
国 際 決 済 銀 行 等 向 け － － － － － － －

０％ １０％ ２０％ ５０％ １００％ １５０％ その他 合計
我 が 国 の 地 方 公 共 団 体 向 け ２，２８３ － － － － － － ２，２８３
外国の中央政府等以外の公共部門向け － － － － － － － －
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向 け － － － － － － － －
我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け ７０２ １，１０６ － － － － － １，８０８
地 方 三 公 社 向 け ８９７ － － － － － － ８９７

０ ％ ２０％ ３０％ ５０％ １００％ １５０％ その他 合計
国 際 開 発 銀 行 向 け － － － － － － － －

２０％ ３０％ ４０％ ５０％ ７５％ １００％ １５０％ その他 合計
金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け ７５，666 － － － － － － － ７５，666
（うち、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け） － － － － － － － － －

１０％ １５％ ２０％ ２５％ ３５％ ５０％ １００％ その他 合計
カ バ ー ド ・ ボ ン ド 向 け － － － － － － － － －

２０％ ５０％ ７５％ ８０％ ８５％ １００％ １３０％ １５０％ その他 合計
法人等向け（特定貸付債権向けを含む。） １００ ７０２ － － － － － － － ８０２
（う ち 特 定 貸 付 債 権 向 け） － － － － － － － － － －

１００％ １５０％ ２５０％ ４００％ その他 合計
劣後債権及びその他資本性証券等 － － － － － －
株 式 等 － － ９ ，530 － －

４５％ ７５％ １００％ その他 合計
中堅中小企業等向け及び個人向け １１ ９９０ ９８２ ５，３３９ ７，３２４
（う ち ト ラ ン ザ ク タ ー 向 け） １１ － － － １１

（注）最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、令和５年度については、記載しておりません。

２０％ ２５％ ３０％ ３１．２５％ ３５％ ３７．５０％ ４０％ ５０％ ６２．５０％ ７０％ ７５％ その他 合計
不動産関連向けうち自己居住用不動産等向け ４３０ － － － １８，４５６ － － ２ － － ４８ ４ ，３３５ ２３，２７２

３０％ ３５％ ４３．７５％ ４５％ ５６．２５％ ６０％ ７５％ ９３．７５％ １０５％ １５０％ その他 合計
不動産関連向けうち賃貸用不動産向け － － － － － ４ － － － － － ４

７０％ ９０％ １１０％ １１２．５０％ １５０％ その他 合計
不動産関連向けうち事業用不動産関連向け － － － － － － －

６０％ その他 合計
不動産関連向けうちその他不動産関連向け － － －

１００％ １５０％ その他 合計
不動産関連向けうちＡＤＣ向け － － － －

５０％ １００％ １５０％ その他 合計
延滞等向け（自己居住用不動産等向けを除く。） １１ １５ ５１ － ７８
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 － １１３ － － １１３

０ ％ １０％ ２０％ １００％ その他 合計
現 金 ６５５ － － － － ６５５
取 立 未 済 手 形 － － ４７ － － ４７
信 用 保 証 協 会 等 に よ る 保 証 付 － ６，９２０ － － ０ ６，９２０
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 － － － － － －
共 済 約 款 貸 付 － － － － － －
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区 分 令 和 ５ 年 度
格付あり 格付なし 計

信用リスク
削減効果勘
案 後 残 高

リスク・ウェイト ０％ － ６，７３８，０２４ ６，７３８，０２４
リスク・ウェイト ２％ － － －
リスク・ウェイト ４％ － － －
リスク・ウェイト１０％ － ７，５７６，８２２ ７，５７６，８２２
リスク・ウェイト２０％ １００，０７２ ８６，２９２，０２１ ８６，３９２，０９３
リスク・ウェイト３５％ － １７，８７６，７５８ １７，８７６，７５８
リスク・ウェイト５０％ ７０２，９１５ ２，７１２，２２０ ３，４１５，１３６
リスク・ウェイト７５％ － ７６５，２０６ ７６５，２０６
リスク・ウェイト１００％ － １３，９９６，２６７ １３，９９６，２６７
リスク・ウェイト１５０％ － １９，７６６ １９，７６６
リスク・ウェイト２５０％ － ７，０６７，８０１ ７，０６７，８０１
そ の 他 － － －

リスク・ウェイト１２５０％ － － －
計 ８０２，９８７ １４３，０４４，８８９ １４３，８４７，８７７

　　⑧　信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスクウェイト１２５０％を適用する残高
（単位：千円）

（注） １ ��．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトのみなし計
算が適用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ・バ
ランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

　　　 ２ ��．「格付あり」にはエクスポージャーのリスク・ウェイト判定において格付を使用しているもの、「格付なし」にはエ
クスポージャーのリスク・ウェイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、格付は適格格
付機関による依頼格付のみ使用しています。

　　　 ３ ��．経過措置によってリスク・ウェイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ウェイト
によって集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集計の対象としてい
ます。

　　　 ４ ��．１２５０％には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デリバティブの
免責額に係るもの、重要な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウェイト１２５０％を適用したエクスポージャーが
あります。

　　⑨　資産（オフ・バランス取引等含む）残高等リスク・ウェイト区分内訳表
（単位：千円）

リスク・ウェイト
区 分

令 和 ６　 年 度
ＣＣＦ・信用リスク削減効果適用前
エ ク ス ポ ー ジ ャ ー ＣＣＦの加重平均値

（％）

資産の額及び与信
相当額の合計額
（ＣＣＦ・信用リスク
削減効果適用後）

オン・バランス
資 産 項 目

オフ・バランス
資 産 項 目

４０％未満 １１４，３９０，７２７ － － １１４，２３５，９０３
４０％～７０％ ３，２４５，２５８ １１７，９００ １０％ ３，２５６，６０４
７５％ １，０４０，１３１ ２７，２６９ １０％ １，０３８，５６５
８０％ － － － －
８５％ １，２５５，１６６ － － ９９８，２８８

９０％～１００％ １，１４２，４４２ １ ，２００ １０％ １，１３９，０１６
１０５％～１３０％ － － － －
１５０％ ５１，６５４ １００ １０％ ５１，６６４
２５０％ ９，５３０，７１３ － － ９，５３０，７１３
４００％ － － － －
１２５０％ － － － －

そ の 他 ２，２１２ １１，４３１ １０％ ３，３５５
合 計 １３０，６５８，３０６ １５７，９０１ １０％ １３０，２５４，１１１

（注�）最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い、「リスク・ウェイト区分」の変更や「ＣＣＦの加重平均値」の追加等を行って
います。
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　⑷　信用リスク削減手法に関する事項
　　①　信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

　連結自己資本比率の算出にあって、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要
領」において定めています。信用リスク削減手法の適用及び管理方針、手続は、ＪＡ
のリスク管理の方針及び手続に準じて行っています。ＪＡのリスク管理の方針及び手
続等の具体的内容は、単体の開示内容をご参照ください。

　　②　信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額
（単位：千円）

（注） １ ��．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、主なものとし
ては貸出金や有価証券等が該当します。

　　　 ２ ��．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から ３か月以上延滞している債務者に係るエク
スポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが
１５０％になったエクスポージャーのことです。

　　　 ３ ��．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポー
ジャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

　　　 ４ ��．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共
部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）が含まれます。

区 分
令 和 ５ 年 度

適 格 金 融
資 産 担 保 保 証

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向 け － １００，００１
我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け － ７０２，０８２
地 方 三 公 社 向 け － ８９７，５１１
金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け － －
法 人 等 向 け ３４，１００ －
中 小 企 業 等 向 け 及 び 個 人 向 け ３１，９９７ ２，８４３，３２３
抵 当 権 住 宅 ロ ー ン － ５，５２３，２２９
不 動 産 取 得 等 事 業 向 け － －
三 月 以 上 延 滞 等 － －
証 券 化 － －
中 央 清 算 機 関 関 連 － －
上 記 以 外 ５０，００９ １，２４７，８８２
合 計 １１６，１０７ １１，３１４，０３０
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（単位：千円）

区 分
令 和 ６ 年 度

適 格 金 融
資 産 担 保 保 証

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向 け － －
我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け － ７０２，０４３
地 方 三 公 社 向 け － ８９７，６２３
金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け － －
法 人 等 向 け（特定貸付債権向けを含む。） － －
中 堅 中 小 企 業 等 向 け 及 び 個 人 向 け １５０，９８３ ４ ，１２９，０１０
自 己 居 住 用 不 動 産 等 向 け － ４ ，６８１，５８７
賃 貸 用 不 動 産 向 け － －
事 業 用 不 動 産 関 連 向 け － －
延 滞 等 向 け（自己居住用不動産等向けを除く。） － －
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 － －
証 券 化 － －
中 央 清 算 機 関 関 連 － －
上 記 以 外 － －
合 計 １５０，９８３ １０，４１０，２６５

（注）１．�「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸
出金や有価証券等が該当します。

　　　２．�「延滞等」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことをいいます。
　　　　①�　金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則に規定する「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」、

「危険債権」、「要管理債権」に該当すること。
　　　　②　重大な経済的損失を伴う売却を行うこと。
　　　　③　３か月以上限度額を超過した当座貸越であること。
　　　３．�「証券化」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一

部または全部を第三者に移転する性質を有する取引のことです。
　　　４．�「上記以外」には、現金・外国の中央政府および中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公

共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）等が含まれます。

　⑸　派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

　　　該当する取引はありません。

　⑹　証券化エクスポージャーに関する事項

　　　該当する取引はありません。

　⑺　ＣＶＡリスクに関する事項

　　　該当する取引はありません。

　⑻　マーケット・リスクに関する事項

　　　該当する取引はありません。
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　　②　出資等または株式等エクスポージャーの連結貸借対照表計上額及び時価
（単位：千円）

（注）「時価評価額」は、時価のあるものは時価、時価のないものは貸借対照表計上額の合計額です。

令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度
連結貸借対
照表計上額 時価評価額 連結貸借対

照表計上額 時価評価額

上 場 － － － －
非 上 場 9,530,513 9,530,513 ７，４５６，８５２ ７，４５６，８５２
合 計 9,530,513 9,530,513 ７，４５６，８５２ ７，４５６，８５２

　　③　出資等または株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益
（単位：千円）

令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度
売 却 益 売 却 損 償 却 額 売 却 益 売 却 損 償 却 額

－ － 199 － － ４

　⑼　オペレーショナル・リスクに関する事項
　　①　オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要

　連結グループにかかるオペレーショナル・リスク管理は、子会社においてはＪＡの
リスク管理及びその手続に準じたリスク管理を行っています。ＪＡのリスク管理の方
針及び手続等の具体的内容は、単体の開示内容をご参照ください。

　⑽　出資等または株式等エクスポージャーに関する事項
　　①　出資等または株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要

　連結グループにかかる出資等または株式等エクスポージャーに関するリスク管理は、
子会社においてはＪＡのリスク管理及びその手続に準じたリスク管理を行っています。
ＪＡのリスク管理の方針及び手続等の具体的内容は、単体の開示内容をご参照くださ
い。
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　⑾　リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項
　　　該当する取引はありません。

　　④�　連結貸借対照表で認識され、連結損益計算書で認識されない評価損益の額（保有
目的区分をその他有価証券としている株式・出資の評価損益等）

　　　　該当する取引はありません。

　　⑤�　連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額（子会社・関連
会社株式の評価損益等）

　　　　該当する取引はありません。

　⑿　金利リスクに関する事項
　　①　金利リスクの算定方法の概要

　連結グループの金利リスクの算定手法は、ＪＡの金利リスクの算定手法に準じた方
法により行っています。ＪＡの金利リスクの算定手法は、単体の開示内容をご参照く
ださい。

　　②　金利リスクに関する事項 （単位：百万円）
ＩＲＲＢＢ １：金利リスク
項
番

⊿ＥＶＥ ⊿ＮＩＩ
当期末 前期末 当期末 前期末

１ 上方パラレルシフト 645 840 213 208
２ 下方パラレルシフト 0 0 0 0
３ スティープ化 613 801
４ フラット化 0 0
５ 短期金利上昇 0 1
６ 短期金利低下 68 87
７ 最大値 645 840 213 208

当期末 前期末
８ 自己資本の額 9,890 9,602
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Ⅶ　財務諸表の正確性等にかかる確認

�１ �　私は、当ＪＡの令和 ６年 ４月 １日から令和 ７年 ３月３１日までの事業年度にか
かるディスクロージャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべ
ての重要な点において、農業協同組合法施行規則に基づき適正に表示されてい
ることを確認いたしました。

２ �　この確認を行うに当たり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備さ
れ、有効に機能していることを確認しております。

　⑴�　業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制が
整備されております。

　⑵�　業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効
性を検証しており、重要な事項については理事会等に適切に報告されており
ます。

　⑶�　重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告されております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和 ７年 ７月２５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田なまはげ農業協同組合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表理事組合長　佐　藤　広　美

確 認 書
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【役員等の報酬体系】

１．役　　　員
　⑴　対象役員
　　�　開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象役員」は、理事及び監事をいい

ます。

　⑵　役員報酬等の種類、支払総額及び支払方法について
　　�　役員に対する報酬等の種類は、基本報酬と退職慰労金の ２種類で、令和 ６年度にお

ける対象役員に対する報酬等の支払額は次のとおりです。
　　�　なお、基本報酬は毎月所定日に指定口座への振り込みの方法による現金支給のみで

あり、退職慰労金は、その支給に関する総代会決議後、所定の手続きを経て、基本報
酬に準じた方法で支払っています。

（単位：千円）

（注 １）対象役員は、理事３２名、監事 ８名です。（期中に退任した者を含む。）
（注 ２ �）退職慰労金については、本年度に実際に支給した額ではなく、当期の費用として認識される部分の金額（引当金への

繰入額と支給額のうち当期の負担に属する金額）によっています。

支給総額（注 ２）
基 本 報 酬 退 職 慰 労 金

対象役員（注 １）に対する報酬等 ５８，７５８ ５，９２２

　⑶　対象役員の報酬等の決定等について
　　①　役員報酬（基本報酬）
　　　�　役員報酬は、理事及び監事の別に各役員に支給する報酬総額の最高限度額を総代

会において決定し、その範囲内において、理事各人別の報酬額については理事会に
おいて決定し、監事各人別の報酬額については監事の協議によって定めています。
なお、業績連動型の報酬体系とはなっておりません。

　　②　役員退職慰労金
　　　�　役員退職慰労金については、役員報酬に役員在職年数に応じた係数を乗じて得た

額を算定し、総代会で理事及び監事の別に各役員に支給する退職慰労金の総額の承
認を受けた後、役員退職慰労金規程に基づき、理事については理事会、監事につい
ては監事の協議によって各人別の支給額と支給時期・方法を決定し、その決定に基
づき支給しています。

　　　�　なお、この役員退職慰労金の支給に備えて公正妥当なる会計慣行に即して引当金
を計上しています。
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２ ．職　員　等
　⑴　対象職員等
　　�　開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象職員等」の範囲は、当ＪＡの職

員及び当ＪＡの主要な連結子法人等の役職員であって、常勤役員が受ける報酬等と同
等額以上の報酬等を受けるもののうち、当ＪＡの業務及び財産の状況に重要な影響を
与える者をいいます。

　　　なお、令和 ６年度において、対象職員等に該当する者はおりませんでした。
　　（注 １）対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。
　　（注 ２ �）「主要な連結子法人等」とは、当ＪＡの連結子法人等のうち、当ＪＡの連結総資産に対して ２％以上の資産を有

する会社等をいいます。
　　（注 ３）「同等額」は、令和 ６年度に当ＪＡの常勤役員に支払った報酬額等の平均額としております。
　　（注 ４）令和 ６年度において当ＪＡの常勤役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はおりませんでした。

３ ．そ　の　他
　�　当ＪＡの対象役員及び対象職員等の報酬等の体系は、上記開示のとおり過度なリスク
テークを惹起するおそれのある要素はありません。したがって、報酬告示のうち、「対
象役員及び対象職員等の報酬等の体系とリスク管理の整合性及び対象役員及び対象職員
等の報酬等と業績の連動に関する事項」その他「報酬等の体系に関し参考となるべき事
項」として、記載する内容はありません。
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【ＪＡの概要】

１．組合の機構図

（令和 ７年 ７月末現在）
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２ ．役員構成（役員一覧）

役　職　名 氏　　　名 常 勤 ・
非常勤の別

代表権の
有 無 担 当 そ の 他

代表理事組合長 佐　藤　広　美 常　勤 有 統括、実践的能力者
代表理事副組合長 吉　田　文　勝 常　勤 有 営農経済（男鹿地区）、実践的能力者
代表理事専務 佐々木　　　崇 常　勤 有 営農経済（秋田地区）、実践的能力者
常 務 理 事 田　口　一　樹 常　勤 無 金融・共済、学識経験理事
常 務 理 事 佐　藤　徳　朗 常　勤 無 管理、学識経験理事
理 事 伊　藤　敏　一 非常勤 無 管理・金融、認定農業者
理 事 鎌　田　　　一 非常勤 無 営農・経済、認定農業者
理 事 石　塚　善　仁 非常勤 無 管理・金融
理 事 斉　藤　二　男 非常勤 無 管理・金融、認定農業者
理 事 石　川　美恵子 非常勤 無 管理・金融、女性理事
理 事 安　田　　　学 非常勤 無 営農・経済、認定農業者
理 事 髙　野　　　壽 非常勤 無 営農・経済、認定農業者
理 事 佐　藤　　　靖 非常勤 無 営農・経済、認定農業者
理 事 櫻　庭　龍　一 非常勤 無 営農・経済
理 事 加　藤　　　淳 非常勤 無 営農・経済、認定農業者
理 事 佐々木　早　苗 非常勤 無 管理・金融、女性理事
理 事 佐　藤　善　美 非常勤 無 営農・経済、認定農業者
理 事 堀　井　喜　一 非常勤 無 管理・金融、認定農業者
理 事 角　崎　裕　継 非常勤 無 管理・金融、認定農業者
理 事 丸　谷　卓　弥 非常勤 無 管理・金融、青年理事
理 事 鈴　木　浩　慶 非常勤 無 管理・金融、認定農業者
理 事 近　藤　　　聡 非常勤 無 営農・経済
代 表 監 事 鈴　木　千　柄 非常勤
常 勤 監 事 伊　藤　真　澄 常　勤 員外監事、学識経験監事　
監 事 佐　藤　公　誠 非常勤
監 事 伊　藤　雅　志 非常勤
監 事 古　木　稔　裕 非常勤
監 事 星　　容　　子 非常勤

（令和 ７年 ７月末現在）

３ ．会計監査人の名称

みのり監査法人（令和 ７年 ７月現在）

所在地：東京都港区芝 ５－２９－１１　Ｇ－ＢＡＳＥ田町　１４階
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４ ．組 合 員 数

区 分 令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度 増 　 　 減
正 組 合 員 ７，３５５ ７，６２８ △２７３
個 人 ７，２６４ ７，５４１ △２７７
法 人 ９１ ８７ ４

准 組 合 員 １４，２９５ １３，９０８ ３８７
個 人 １３，９３４ １３，５４８ ３８６
法 人 ３６１ ３６０ １

合 計 ２１，６５０ ２１，５３６ １１４

（単位：人、団体）

５ ．組合員組織の状況

組 織 名 構 成 員 数
稲 作 部 会 ４０３名
野 菜 部 会 ２８１名
大 豆 部 会 ５０名
畜 産 部 会 ２６名
果 樹 部 会 ８４名
花 き 部 会 ６４名
メ ロ ン 部 会 ３７名
酒 米 研 究 会 １９名
青 年 部 ３３名
女 性 部 ２１９名
青 色 申 告 会 １６５名
年 金 友 の 会 ６，９４６名
不 動 産 経 営 友 の 会 １７７名

　　ＪＡの組合員組織を記載しています。

６ ．特定信用事業代理業者の状況

　　該当する事項はありません。
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７ ．地 区 一 覧

　　秋田市
　　男鹿市
　　潟上市（天王、天王大崎、昭和乱橋、昭和八丁目及び昭和大久保字北野）

８ ．沿革・あゆみ

平成３０年度
　　　 ４月　�ＪＡ新あきたとＪＡ秋田みなみが

合併しＪＡ秋田なまはげが始動
　　　　　　合併記念祝賀会
　　　 ６月　第 １回通常総代会
　　　 ９月　�横浜・東京での農産物トップセー

ルス
　　　１１月　追分支店オープニングセレモニー

令和元年度
　　　 ５月　�秋田中央地域地場産品活用促進協

議会設立
　　　 ６月　第 ２回通常総代会
　　　 ７月　�合併特別企画“豪華客船にっぽん

丸クルーズで行く夏の北海道・小
樽の旅”

　　　１０月　第 １回准組合員のつどい
　　　 １月　ＪＡ秋田なまはげ生産者大会

令和 ２年度
　　　 ６月　第 ３回通常総代会
　　　１０月　秋田地区営農フェア
　　　１１月　男鹿地区営農フェア
　　　　　　臨時総代会
　　　 ３月　�北浦支店・秋田厚生医療センター

支店移転
　　　　　　男鹿中よりそいプラザオープン

令和 ３年度
　　　 ６月　第 ４回通常総代会
　　　 ７月　交通遺児街頭募金活動
　　　１０月　秋田地区営農フェア
　　　　　　�秋田ノーザンブレッツあきたこま

ち贈呈式
　　　１１月　男鹿地区営農フェア
　　　　　　秋田県ＳＤＧｓパートナー登録
　　　 ３月　�県立金足農業高校農業用ドローン

贈呈式

令和 ４年度
　　　 ６月　第 ５回通常総代会
　　　 ８月　花きトップセールス
　　　 ９月　交通遺児街頭募金活動
　　　１０月　秋田地区営農フェア
　　　１１月　アランマーレ秋田新米贈呈式
　　　　　　男鹿地区営農フェア
　　　１２月　秋田ノーザンブレッツ新米贈呈式
　　　 １月　ＪＡ秋田なまはげ生産者大会

令和 ５年度
　　　 ４月　�あぐりんなかいちリニューアル

オープン
　　　 ６月　第 ６回通常総代会
　　　 ７月　�３ 市へ豪雨被害復旧支援の緊急要

請
　　　 ８月　横浜丸中青果へトップセールス
　　　１０月　秋田地区営農フェア
　　　１１月　男鹿地区営農フェア
　　　 ３月　水稲種子センター完成引き渡し
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令和 ６年度
　　　 ４月　水稲種子センター竣工式
　　　 ６月　第 ７回通常総代会
　　　　　　秋田わかまるねぎトップセールス
　　　 ７月　わかみメロン直売所オープン
　　　 ８月　�ＪＡ秋田しんせいとの包括連携協

定締結式
　　　　　　�札幌花き地方卸売市場へトップ

セールス
　　　１０月　秋田地区営農フェア
　　　１１月　男鹿地区営農フェア
　　　１２月　あぐりんなかいち１０周年祭
　　　 １月　ＪＡ秋田なまはげ組合員のつどい
　　　 ３月　�春農機展示会
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９ ．店舗等のご案内

店舗外自動化機器設置状況

店 舗 名 住 所 電 話 番 号 Ａ Ｔ Ｍ
設 置 状 況

飯 島 支 店 秋田市飯島西袋 １丁目 ２－ １ ０１８－８４５－１７３９ １

秋田厚生医療センター支店 秋田市飯島西袋 １丁目２－１（飯島支店内） ０１８－８４５－１７３９ －

秋 田 駅 東 支 店 秋田市東通 ７丁目 ４－ ３ ０１８－８３３－５０３０ １

秋 田 県 農 協 ビ ル 支 店 秋田市八橋南 ２丁目１０－１６ ０１８－８６４－２５４１ １

新 屋 駅 前 支 店 秋田市新屋扇町 ９－４２ ０１８－８２８－３２５４ １

追 分 支 店 秋田市金足追分字海老穴２６６ ０１８－８７３－３１１１ １

御 野 場 支 店 秋田市四ツ小屋字東泉寺１４７－ ２ ０１８－８３９－２２５９ １

雄 和 支 店 秋田市雄和石田字中大部 ３ ０１８－８８６－３１１１ １

河 辺 支 店 秋田市河辺北野田高屋字上前田表６０－１ ０１８－８８２－２７１１ １

矢 留 支 店 秋田市千秋矢留町 ２－４０ ０１８－８３２－６６１８ １

男 鹿 支 店 男鹿市脇本脇本字向山 １－ ４ ０１８５－２５－３１１１ １

北 浦 支 店 男鹿市脇本脇本字向山 １－４（男鹿支店内） ０１８５－２５－３１１１ －

天 王 支 店 潟上市天王字上江川４７－７３ ０１８－８７８－２１１１ １

若 美 支 店 男鹿市鵜木字白榎２３５ ０１８５－４６－２２１１ １

店 舗 名 住 所 Ａ Ｔ Ｍ
設 置 状 況

広面キャッシュコーナー 秋田市広面字土手下１０８－ １ １

大正寺キャッシュコーナー 秋田市雄和新波字本屋敷 １－ １ １

彩菜館キャッシュコーナー 秋田市泉馬場１３－１０ １

いぶきの里キャッシュコーナー 秋田市上北手猿田字苗代沢２６１－ １ １

秋田厚生医療センター内 秋田市飯島西袋 １丁目 １－ １ ２

イオンモール秋田店内 秋田市御所野地蔵田 １－ １－ １ １

マ ル ダ イ 八 橋 店 内 秋田市八橋大道東 １－ ６ １

船越キャッシュコーナー 男鹿市船越字内子１０４－ １ １

男鹿中キャッシュコーナー 男鹿市男鹿中山町字大室沢１０８ １

（令和 ７年 ７月末現在）

（令和 ７年 ７月末現在）
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＜組合単体開示項目　農業協同組合施行規則第２０４条関係＞
開 示 項 目 ペ ー ジ

●概況及び組織に関する事項
　○業務の運営の組織 １１０
　○�理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役
職名

１１１

　○�会計監査人設置組合にあっては、会計監査
人の氏名又は名称

１１１

　○事務所の名称及び所在地 １１５
　○特定信用事業代理業者に関する事項 １１２
●主要な業務の内容
　○主要な業務の内容 １４～２１
●主要な業務に関する事項
　○直近の事業年度における事業の概況 ３～ ６
　○�直近の ５事業年度における主要な業務の状
況

　　・�経常収益（事業の区分ごとの事業収益及
びその合計）

４３

　　・経常利益又は経常損失 ４３
　　・当期剰余金又は当期損失金 ４３
　　・出資金及び出資口数 ４３
　　・純資産額 ４３
　　・総資産額 ４３
　　・貯金等残高 ４３
　　・貸出金残高 ４３
　　・有価証券残高 ４３
　　・単体自己資本比率 ４３
　　・剰余金の配当の金額 ４３
　　・職員数 ４３
　○直近の ２事業年度における事業の状況
　　◇主要な業務の状況を示す指標
　　・�事業粗利益、事業粗利益率、事業純益、

実質事業純益、コア事業純益及びコア事
業純益（投資信託解約損益を除く。）

４３

　　・�資金運用収支、役務取引等収支及びその
他事業収支

４３

　　・�資金運用勘定及び資金調達勘定の平均残
高、利息、利回り及び総資金利ざや

４４

　　・受取利息及び支払利息の増減 ４４
　　・総資産経常利益率及び資本経常利益率 ６０
　　・�総資産当期純利益率及び資本当期純利益

率
６０

　　◇貯金に関する指標
　　・�流動性貯金、定期性貯金、譲渡性貯金、

その他の貯金の平均残高
４５

　　・�固定金利定期貯金、変動金利定期貯金及
びその他の区分ごとの定期貯金の残高

４５

　　◇貸出金等に関する指標
　　・�手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引

手形の平均残高
４５

　　・�固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出
金の残高

４６

開 示 項 目 ペ ー ジ
　　・�担保の種類別（貯金等、有価証券、動産、

不動産その他担保物、農業信用基金協会
保証、その他保証及び信用の区分をい
う。）の貸出金残高及び債務保証見返額

４６

　　・�使途別（設備資金及び運転資金の区分を
いう。）の貸出金残高

４６

　　・主要な農業関係の貸出実績 ４７
　　・�業種別の貸出金残高及び当該貸出金残高

の貸出金の総額に対する割合
４７

　　・貯貸率の期末値及び期中平均値 ６０
　　◇有価証券に関する指標
　　・�商品有価証券の種類別（商品国債、商品

地方債、商品政府保証債及びその他の商
品有価証券の区分をいう。）の平均残高

５２

　　・�有価証券の種類別（国債、地方債、短期
社債、社債、株式、外国債券及び外国株
式その他の証券の区分をいう。次号にお
いて同じ。）の残存期間別の残高

５２

　　・有価証券の種類別の平均残高 ５２
　　・貯証率の期末値及び期中平均値 ６０
●業務の運営に関する事項
　○リスク管理の体制 ９～１１
　○法令遵守の体制 １１～１２
　○�中小企業の経営の改善及び地域の活性化の
ための取組の状況

７～ ９

　○苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 １３
　○�債権等のうち次に掲げるものの額及びその
合計額

４９

　　・破産更生債権及びこれらに準ずる債権
　　・危険債権
　　・三月以上延滞債権
　　・貸出条件緩和債権
　　・正常債権
　○�元本補てん契約のある信託に係る債権のう
ち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、
危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条
件緩和債権の額・合計額・正常債権の額

４９

　○自己資本の充実の状況 ６２～８１
　○�次に掲げるものに関する取得価額又は契約
価額、時価及び評価損益

　　・有価証券 ５３
　　・金銭の信託 ５３
　　・デリバティブ取引 ５３
　　・金融等デリバティブ取引 ５３
　　・有価証券店頭デリバティブ取引 ５３
　○貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 ５１
　○貸出金償却の額 ５１
　○�会計監査人設置組合にあっては、法第３７条
の ２第 ３項の規定に基づき会計監査人の監
査を受けている旨

４２
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＜連結（組合及び子会社等）に関する開示項目　農業協同組合施行規則第２０５条関係＞
開 示 項 目 ペ ー ジ

●組合及びその子会社等の概況
　○�組合及びその子会社等の主要な事業の内容
及び組織の構成

８２

　○組合の子会社等に関する事項 ８２
　　・名称
　　・主たる営業所又は事務所の所在地
　　・資本金又は出資金
　　・事業の内容
　　・設立年月日
　　・�組合が有する子会社等の議決権の総株主、

総社員又は総出資者の議決権に占める割
合

　　・�組合の １の子会社等以外の子会社等が有
する当該 １の子会社等の議決権の総株主、
総社員又は総出資者の議決権に占める割
合

●�組合及びその子会社等の主要な業務につき連
結したもの
　○直近の事業年度における事業の概況 ８３～８４
　○�直近の ５連結会計年度における主要な業務
の状況

８４

開 示 項 目 ペ ー ジ
　　・�経常収益（事業の区分ごとの事業収益及

びその合計）
　　・経常利益又は経常損失
　　・当期利益又は当期損失
　　・純資産額
　　・総資産額
　　・連結自己資本比率
●�直近の ２連結会計年度における財産の状況に
つき連結したもの

　○貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書 ８５～８６、８９
　○�債権等のうち次に掲げるものの額及びその
合計額

　　・破産更生債権及びこれらに準ずる債権 ８９
　　・危険債権 ８９
　　・三月以上延滞債権 ８９
　　・貸出条件緩和債権 ８９
　　・正常債権 ８９
　○自己資本の充実の状況 ９０～１０６
　○�事業の種類ごとの事業収益の額、経常利益
又は経常損失の額及び資産の額として算出
したもの

９０

＜自己資本の充実の状況に関する開示項目＞

開 示 項 目 ペ ー ジ
●単体における事業年度の開示事項
　○自己資本の構成に関する開示事項 ６２～６３
　○定性的開示事項
　　・自己資本調達手段の概要 １４
　　・�組合の自己資本の充実度に関する評価方

法の概要
１４

　　・信用リスクに関する事項 ９～１１、６８
　　・�信用リスク削減手法に関するリスク管理

の方針及び手続の概要
７４～７６

　　・�派生商品取引及び長期決済期間取引の取
引相手のリスクに関するリスク管理の方
針及び手続の概要

７６

　　・証券化エクスポージャーに関する事項 ７６
　　・ＣＶＡリスクに関する事項 ７６
　　・マーケット・リスク関する事項 ７６
　　・オペレーショナル・リスクに関する事項 １０、７７
　　・�出資等又は株式等エクスポージャーに関

するリスク管理の方針及び手続の概要
７８～７９

　　・金利リスクに関する事項 ８０～８１
　○定量的開示事項
　　・自己資本の充実度に関する事項 ６４～６５
　　・信用リスクに関する事項 ６８～７３
　　・信用リスク削減手法に関する事項 ７４～７６
　　・�派生商品取引及び長期決済期間取引の取

引相手のリスクに関する事項
７６

　　・証券化エクスポージャーに関する事項 ７６
　　・�出資等又は株式等エクスポージャーに関

する事項
７８～７９

　　・�信用リスク・アセットのみなし計算が適
用されるエクスポージャーの区分ごとの
額

７９

　　・金利リスクに関する事項 ８０～８１
●連結における事業年度の開示事項
　○自己資本の構成に関する開示事項 ９１～９２
　○定性的開示事項
　　・連結の範囲に関する事項 ８２

開 示 項 目 ペ ー ジ
　　・自己資本調達手段の概要 ９０
　　・�連結グループの自己資本の充実度に関す

る評価方法の概要
９０

　　・信用リスクに関する事項 ９７～１０２
　　・�信用リスク削減手法に関するリスク管理

の方針及び手続の概要
１０３

　　・�派生商品取引及び長期決済期間取引の取
引相手のリスクに関するリスク管理の方
針及び手続の概要

１０４

　　・証券化エクスポージャーに関する事項 １０４
　　・ＣＶＡリスクに関する事項 １０４
　　・マーケット・リスク関する事項 １０４
　　・オペレーショナル・リスクに関する事項 １０５
　　・�出資等又は株式等エクスポージャーに関

するリスク管理の方針及び手続の概要
１０５

　　・金利リスクに関する事項 １０６
　○定量的開示事項
　　・�その他金融機関等であって組合の子法人

等であるもののうち、規制上の所要自己
資本を下回った会社の名称と所要自己資
本を下回った額の総額

－

　　・自己資本の充実度に関する事項 ９３～９４
　　・信用リスクに関する事項 ９７～１０２
　　・信用リスク削減手法に関する事項 １０３～１０４
　　・�派生商品取引及び長期決済期間取引の取

引相手のリスクに関する事項
１０４

　　・証券化エクスポージャーに関する事項 １０４
　　・�出資等又は株式等エクスポージャーに関

する事項
１０５～１０６

　　・�信用リスク・アセットのみなし計算が適
用されるエクスポージャーの区分ごとの
額

１０６

　　・金利リスクに関する事項 １０６

「農業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項」に基づく開示項目
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〒０１０－０８７７

秋田県秋田市千秋矢留町 ２番４０号

電　話　　　　　（０１８）８３２－６６１１（代）

ＦＡＸ　　　　　（０１８）８３２－６６２２

Ｅ－ｍａｉｌ　　［本店］ｋｉｋａｋｕ－４＠ｊａ－ａｋｉｔａ－ｎａｍａｈａｇｅ．ｏｒ．ｊｐ

ホームページ　　ｈｔｔｐs：／／ｊａ－ａｋｉｔａ－ｎａｍａｈａｇｅ．ｏｒ．ｊｐ

　本誌は、農協法第５４条の ３に基づいて作成したディスクロージャー（情報開示）資料です。

� （発行：令和 ７年 ７月）

秋田なまはげ農業協同組合
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